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海洋環境におけるアジア船主の責任
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海洋環境における

アジア船主の責任

1論証幽幽淫薬鈴木邦雄 』颪

　　　アジアと船舶の関わりは深い。外航船舶の建

　　造量は日韓中で世界シェアの大半を占め、運航

　　面でもアジアは旺盛な経済活動を反映した物流

　　の拠点であり、また日本を始め多くの船主国を

　　抱えた海運業の盛んな地域である。そして船舶

　　の解撤も、インド・パキスタン・バングラディ

　　シュと中国で世界のほとんどが行われている。

　　船舶の誕生から活躍、そして終焉までアジアは

　　全ての場面での世界の桧舞台である。にもかか

　　わらず、アジアの船主は安全運航や船舶の適正

　　保守、解撤といった地球環境に直接影響を与え

　　ると注目されつつある問題について、国際間の

　　話し合いの場で発言が少ないことが指摘されて

　　いる。

　　　船舶は資材の9割が再利用される優良資源だ

一　が、インド洋で行われる解撤作業が安全を軽視

　　し環境汚染防止の配慮に欠ける、とやり玉に挙

　　げられた事例が誤解され、船舶解撤そのものが

　　地球環境に悪影響を及ぼす原因のように報道さ

　　れるのは的外れと言わざるを得ない。解撤につ

　　いては安全・環境に配慮した国際基準の設定が

　　提言され、健全なリサイクルの促進に向けた議

　　論が始まっているが、設定される基準が厳格す

　　ぎると、解撤の実行は困難となり、世界中の海

に廃棄船舶がさらされ、より深刻な海洋環境汚

染が懸念される。また解撤されずに運航を続け

るサブ・スタンダード船の増加で、重大な海洋

汚染事故の増加も危惧される。現に1998年から

解撤船舶の輸出を制限したアメリカでは、増加

した係留船舶からの汚染物質の流出が報告され

ている。リサイクルの促進を妨げずに解撤現場

の悲惨な現状改善をはかる、より現実的な基準

の設定がアジアのみならず世界の海洋環境保持

に求められている。

　解撤問題のみならず、安全運航や船舶の保守

管理についても、事故防止に対する直接的対応

として、理想論に走りがちな欧米の学者や環境

団体に対し、実務的な視点で現実的かつ実行可

能な基準を提案していくことが、これからの船

主が担う役割となろう。解撤基準の設定で、日

本船主協会が国土交通省や造船・舶用業界と連

携をとり積極的な関与を行っていることは時宜

を得た活動と評価されよう。日本船主協会にと

って海洋環境の保全の問題をはじめとして外航

海運に係るあらゆる分野で、アジア各国の船主

協会と歩調を合わぜ、より積極的な貢献を行な

っていくことが今後の課題であろう。
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国際会議レポート

　シングル八ルタンカーのフェーズアウト前倒し問題への懸念を確認

　一日本にてICS／ISF2003年総会開催一

　工CS（国際海運会議所）とISF（国際海運連盟）

の2003年総会は、当協会のホストにより兵庫県

淡路島（兵庫県立淡路夢舞台国際会議場）で以

下の通り開催され、ロルフ・ウェストファルラ

ーセン会長（ノルウェー）をはじめ日米欧など

の加盟各船協・関連団体（資料1ご参照）から

合計約70名の代表・家族の参加のもと、成功裏

に全日程を終了した。

　　5月11日（日）ICS理事会

　　5月12日（月）ICS総会

　　5月13日㈹　ISF理事会・総会

　　5月14日㈱　半日観光（姫路城）

　当協会からは、ISF副会長として薩長会

長他が出席したほか、13日夜に開催され

た当協会主催Dinnerには、主催者側ホス

ト役として暗長会長、松永・小林両副会

長、太田常任理事らが出席した。

　ICSおよびISFの各会合では、シングル

ハルタンカーのフェーズアウト前倒し問題や海

事保安問題、船員の身分証明に関するILO条約

問題などについて活発な意見交換が行われた。

（詳細は資料2「ICS／ISF日本総会に関するプ

レスリリース」ご参照）

　次回総会は2004年5月に英国にて開催される

予定である。　　　　　　　　　（国際企画室）

▲℃S／【SF2003年総会
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【資料1】

lCS／ISF2003年総会　参加国および団体

（1）ICS／ISF加盟船主協会

　　オーストラリア／キプロス／デンマーク／ドイツ／香港／アイルランド／イタリア／マン島／

　　日本／オランダ／ノルウェー／フィリピン／英国／米国

②　参加団体（オブザーバー出席）

　　ECSA（欧州船協）

　　INTERCARGO（国際乾貨物船主協会）

　　脳TE鮒ANKO（国際独立タンカー船主協会）

【資料2】

ICS／ISF日本総会に関するプレスリリース

　　　　　　　　2003年5月玉4日

ICS／ISF事務局により英文を発表

　　　　　　　　2003年5月16日

　　　　　　　　　　訳文を発表

日本船主協会

ロルフ・ウエストファルーラーセン会長

　ICS＊1（国際海運会議所）およびISF＊2（国際海運連盟）は日本船主協会の招きにより、5月11日～

1姻の問、淡路島において年次通常総会を開催した。総会では、ロルフ・ウエストファルーラーセン

（Mr．　Rolf　Wes血1－Larsen）会長が議長となり、最近の国際海運問題について議論した。主要点は以下

の通り。

　プレスティージ事故の影響

　ICS総会では、以下を内容とするEU提案について議論が行われた。

一シングル・ハル・タンカーのフェーズ・アウトを前倒しすること

一重油の欧州諸山への輸送を禁止すること

一最近導入されたCAS＊3を船齢15年以上のシングル・ハル・タンカー全てに拡大適用すること

　これら提案の裏には政治的な推進力があることを認識しつつも、ICSメンバーは、つい最近の2001年

に採択されたIMOのシングル・ハル・タンカーのフェーズ・アウト規則を（さらに）修正すべきであ

るとするEUの決定に重大な懸念を表明した。

ぜんきようヵ4解2003⑲3



　総会は、EU加盟国が最近この提案を1MOに提出したことに留意する一一方、非EU加盟国が直面す

る困難さを強調した。

　ウェストファルーラーセン会長は次のように述べた。「総会での議論の中で、われわれはこの問題の

グローバルな解決を模索することの重要性を強調した。しかしながら、多くの国々にとっては、提案

採択に向けての欧州の圧力に屈するか、はたまた自分達が必要とは思わない法制変更計画を受け入れ

るか、のジレンマがあることを認識した。」

　「ICSは、　MARPOL条約＊4の義務規定に反する地域規制を推進しようとしているEU加盟国の明白

な意図を非常に憂慮している。海運業界は、IMOが海運を非常に効率的に統制していることを政策担

当者に理解させる必要があるし、もし、IMO規制と矛盾する地域規則が異論なく認められるとしたら、

国際社会全体が傷つくこととなる。」

　さらに同会長は次のように述べた。「実務レベルでは、シングル・ハル・タンカーのフェーズ・アウ

トに関するエリカ事故後の一尉のIMO規則は、世界経済への石油供給に対する徹底した経済的影響評

価に基づいたものである。IMOは新たに専門家会合を再開したが、全ての関係者は、欧州の新たな提

案が実際に機能しうるものかどうかについて、今後出される報告に十分留意してそれぞれの立場を明

らかにすることが極めて重要である。」

　さらに同会長は、「全ての海運業界組織は、海上安全と汚染防止の改善を…体となって追求している

一方、タンカー業．界にとって四十億ドルもの影響がある適切な営業計画決定をする上で必要な法的安

定を要求する勢力にも加わっている。」と付け加えた。

　会合では、MARPOL条約に適合している外国籍シングル・ハル・タンカーを、国連海洋法条約に違

反して、強嗣的に自国の排他的経済水域（EEZ）外に退去させたフランス・スペイン両政府の行動につ

いても議論した。「これは最も有害な動きである」とウェストファルーラーセン会長は述べ、「同様に

悩ましいことは、（両国の行動によって）影響を受ける旗国や海運業界以外の誰からも国際法を無視す

るこうした最悪の行動に対する抗議がなされないことである。」と続けた。

　海事保安

　両総会は、2QG4年7月に発効する船舶・港湾施設の国際コード（ISPSコード）をはじめテロの懸念

に対応して最近採り入れられた種々の新たな規則を遵守するための海運業界の取り組みについて概観

した。

　「ISPSコードが1年以内に作成された事実は、各国政府の要求に迅速に応えるIMOの能力を証明し

ている。」とウェストファルーラーセン会長は述べ、以下のように続けた。「しかし、新たな規則を遵

守する必要性は、海運業界のみならず新たな義務に適合しなければならない政府にとっても試金石と

なるものである。特に、来年7月までの14ヶ月間に50，000隻分の船舶保安証書を発行するとなれば、旗

国は船舶保安計画の承認に誰が責任を持つかといったことを早急に決定する必要がある。」

　ICSとISFの．メンバーは、最近の海事保安の強調は従来から存在する海賊問題の解決を模索する機会

でもあり、テロ対策のみに集中して海賊問題を曖昧なものとする口実にすべきではないということを

確保するよう関係政府に要求する。

4⑭せんきょう∫襯82003



　船員の身分証明書に関する1LO条約

　ISF総会は、2003年6回転開催されるILO総会一保安問題に対応するための船員の身分証明書に関す

る条約（第108号）の改正案の採択が見込まれている一における雇用者側としての立場を検討した。

　ISFメンバーは、より確実な船員の身分証明書のための新たな要件を支持することを確認した。しか

しそれは、現行のILO条約（第108号）に含まれている原則が維持されること、そして新しい身分証明

書を持つ船員は一時『ヒ陸や船員の乗下船の為の通過等の際、外国に入国することが簡便化され、入管

当局によって引き続き特別な便宜が図られることを条件とする。

　「船は各国を急に訪れることがしばしばある」ウェストファルーラーセン会長は言う。「そして一一時

上陸は、船員の職業柄必要不可欠なものである。一時上陸が出来ないと、船員はしばしば続けて数ヶ

月間も船内に閉じ込められることとなる。しかしながら、米国は自らがILOで開始した議論の結果を

受け入れるか否かについて未だ明確な意思表示をしていない。“crew　hst　visas”を廃止するという現在

の提案からすると、ILOにおけるこれまでの作業の妥当性に関する疑問は拭えない。」

　会合では、米国向け航海の際の船員ビザ申請と、当局の対応に関する問題点についても懸念が示さ

れた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　注
　＊1　【CS：Intemational　Chamber　Qf　Shipping（国際海運会議所）

　　　　航行安全、海洋環境保全、海事法制、情報システム等に関し、海運業界の利益を代表し、主にMOに対応するとともに、
　　　OECD等で議論されている海運政策問題も扱っている。
　＊2　1SF：Interna価onal　Shlpping　Federation（国際海運連盟）

　　　　海上労働問題全般に関し海運使用者側の利益を代表し、主に歪LOに対応。
　＊3　CAS：Condi樋on　Assessment　Scheme
　　　　角舗向の状態を評価する制度。強化検査の履行を確実なものとするための条件を課している。一定の年限を超えてタンカ

　　　一を使用する場合に課せられる。
　＊4　　㎜）OL条夏干
　　　　国際海洋汚染防止条約。海洋汚染の防止を目的に船舶の構造や汚染防止設備等の技術基準を定めている。

2 〔責任上限額1，2・・億円1

目一

　　　　　　　　　　　　　　　　こ、追加基金成立

追加基金設立外交会議の模様について一

　追加基金設立のための外交会議は、予定通り

5月12日から16日までロンドンのIMO本部にお

いて開催された。参加者は、1992年基金条約（92

FC＞加盟国を中心に68ヶ国、　EUならびにICS

等民間11団体であった。

　この追加基金は、1999年のエリカ号事故を背

景に、2003年11月から実施される予定の1992年の

民事責任条約（92CLC）、92FCの50％引上げでは、

将来起こり得る巨大油蝉事故の補償には不十分

であるとして、2000年にEUは独自の基金（COPE

Fund＝Fund　for　Compensation　for　Oil　Pollution

in　European　Waters）の設立構想を打出す一方、

IMO／国際油濁補償基金（10PC　Fund≡基金）の

場にも問題を持込み、国際的にも検討が開始さ

れた。以来会合が重ねられ、追加基金には荷主

拠出による任意参加の線で対応しようとの考え

方に固まったのは2001年6月の基金の作業部会

である。その後、条約案の作成が進み、2002年

4月のIMO第84回法律委員会で条文案は承認さ

れたが、責任上限額、発効要件等主要事項は外

交会議の審議に委ねられた。

　わが国は、当初この追加基金構想に対しては

CLC／FCの50％引上げでしばらく様子を見よう

との考え方から追加基金は不要と主張してきた

せんきょうノz‘η62003§5
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が、2001年10月の基金第6回総会の折、その設

立は避けられないと判断し、Capping制度（多額

拠出国の拠出額を一定に抑える制度）の導入を

条件に参加意思を表明した（本誌2001年12月号

P．6参照）。

　今般の外交会議は、外交会議そのものの議長

（President　of　the　Conference）にモロッコ代表

のMoh㎜ed　Belmahi大使を、実質的旛議を

担当する全体会議の議長（Chaimlan　of　the　Com－

mittee　of　the　Whole）にカナダのPopp氏を選出

し討議に入った。会議は、高額な限度額を設定

したい欧州諸国と、追加基金参加とすればCap－

ping制度の導入を条件とする日本の問の意見調

整をいかに図るかという構図で検討が進んだ。

欧州諸国はエリカ号事故に加え、咋年11月にス

ペイン沖で発生したプレスティージ号による油

濁事故の補償額が高額となるとの予測から（前

週の基金理事会においては、スペイン、フラン

スの被害額は精査が必要としながらも1，000億円

程度と見込まれるとの報告があった）、今後起こ

り得る巨大油濁事故に備えたいとの立場である。

また、拠出額については油受取量に比例させる

のが公平であるとして、原則的にはC即ping

制度の導入には反対であるとしながらも、日本

が参加した場合その拠出額が群を抜いて高くな

ることには配慮を要する、との発言が相次いだ。

これは、仮に日本が参加しなければ、．追加基金

は欧州の”クラブ”と化し、国際体制維持に問

題が生じるとの危惧も働いたのではないかと推

測される。

　・一方、日本も国際体制維持は標榜しながらも、

拠出額は極力抑制したいとの考え方から、当初

限度額は改正92FCの約2倍の4億SDR、過渡的

措置として20％のCapping制度の導入を提案し、

日本／欧州諸国間の折衝が展開された。

　議長Popp氏は両サイドから数次にわたりそれ

それから意見を聞き妥協案を模索した。その結

果、最終日の前日となって、次の数字が議長よ

り提案され、双方がこれを受入れることとなり、

ようやく厳しい交渉は実質的に決着を見た。

1）補償限度額　　7．5億SDR（約1，200億円）

2）　Capping

　　　割　合　　　　　　　　　　　20％

　　経過期間　発効後10年または加盟国の高尚

　取量が10億トンとなったいずれか早い時期

3）発効要件

　①　最低加盟国数　　　　　　　　　8ケ国

　②最低油受取量　　　4．5億トン
　③①、②の要件充足後発効までの期聞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ケ月

4）条約発効後に加盟する国の批准書寄託から

　発効までの期間　　　　　　　　　　3ヶ月

5）補償限度額の改定手続き

　　次回変更可能時期までの期間　　最低3年

　　限度額上昇限度　　　　　　　年当り6％

　　異議通告／周知期間　　　　　　　12ヶ月

6）最低油受取みなし量　　　　　　！QQ万1・ン

7）基金消滅要件

　　加盟国が7ヶ国未満または加盟国の油受取

　量が350万トン未満となったいずれか早い時期

　また、この追加基金設立に当たって、現行の

92CLC／FC体制の見直しについて優先的に作業

を進めるべしとの決議が併せて採択された。

　このように、予想していたこととはいえ、補

償限度額が高額となったことから、今後CLC

引上げへの圧力はますます高まるものと懸念さ

れる。

　なお、国際P＆1グループはこの追加基金との均

衡策として小型船限度額の自主的引上げを予て

から提案していたが、今回このスキームの下小型

タンカー船主は1事故につき2，GOO万SDRまで支

払う旨基金と契約するとの一種の国際約束の意
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思を表明した。しかし、この扱いについては特

に審議されず、今後の検討を待つこととなった。

　なお、わが国からの同会議出席者は次の通り

である。

　国土交通省海事局審議官　　　　　馬場　耕一

　東京大学教授　　　　　　　　　　落合　誠一

　在英日本大使館特命全権公使　　　小島　誠二

在英日本大使館参事官　　　　　堀家　久靖

国土交通省海事局汕濁保障対策官　長谷　知治

石油海事協会専務理事　　　　　　常木　　徹

石油海事協会常務理事　　　　　　河端　一郎

日本海運振興会国際振興業務部長　小倉　重雄

日本船主協会関連業務部長　　　　梅本　哲朗

　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）

　　　　TAJIMA号事件に関するわが国からの提案が正式議題に格上げへ

　　　　一IMO第86回法律委員会の模様

　IMO第86回法律委員会が2GG3年4月28日から

5月2日までの間、ロンドンのIMO本部で開催

された。参加者は64力国、その他ICS（国際海運

会議所）、国際P＆1グループ、CMI（万国海法会）

などオブザーバー22団体が参加した。わが国か

らの出席者は、国土交通省をはじめ外務省、法

務省、当協会事務局等が参加した。

　今会合では、TへIIMA号事件に関連して、わが

国より提案した「船舶における犯罪から船員お

よび乗客を守る手段の検討」をはじめ、2004年

から20G5年の間で採択のための外交会議が予定

されている「海難残骸物除去に関する条約案（Draft

ConvenUon　on　Wreck　Removal）」および「シー

ジャック防止条約（1晦eSuppresslon　of　Unlaw

佃Acts　Against　the　Safety　ofMaritime　Navigadon

＝SUA　ConvenUon）」の改正等に関しての審議が

行われた。

その審議概要は次の通りである。

1．船舶における犯罪から船員および乗客を守

　る手段について

　わが国は、前回の第85回法律委員会（2002年

10月開催）において、T舟IMA号事件に関連して、

船上において犯罪が発生した場合にできるだけ

速やかに、船長が近隣の沿岸国に被疑者を引き

渡すことができる儲度を創設する必要があると

提案したところ、制度のあり方等については改

めて決めることとして、IMO事務局およびCMI

（万国海法会）共同で各国の国内法に関する情

報収集のためアンケートを送付することとされ

た（本誌2002年12月号P．10参照）。

　今回の会合においては、わが国より、CMIが行

っている各国に対するアンケートに対しての回

答がわが国をはじめとした少数に留まっている

こともあり、同アンケートの回答を促すととも

に、東京条約（航空機内で行われた犯罪その他

ある種の行為に関する条約）を参考とした法的

枠組みおよび強制力のない関係国間の協力に関

する決議の二つの選択肢を含む提案を行い、こ

のような事件への何らかの対策が必要である旨

の提案を行ったところ、各国の賛同を得ること

となったため、同事項を今後正式議題に格上げ

のうえ検討して行くこととされた。また、次回

会合においてCMIが行っている調査結果を検討

するため各国に対して同アンケートに協力する

よう要請された。

2．海難残骸物の除去に関する条約案について

．海難残骸物の除去に関する条約案は、船主に

よる海難残骸物除去の義務化、船主等関係者に
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よる海難残骸物除去費用の支払いを確保するた

め船主に保険等の維持を義務付けることおよび

沿岸国による撤去制度の確立等を主目的とする

もので、第84回法律委員会（2002年4月開催）

以降実質的な議論が行われている（本誌2002年

5月号P．2参照）。

　今会合においては、前回の議論を踏まえコレ

スポンデンスグループによって修正された条約

案や、前回会合での要請を受けて沿岸国が排他

的経済水域（EEZ）内へ介入する権利について国

連の担当事務局と協議した結果等を中心に、活

発な議論が行われた。更に、別途ワーキンググ

ループが設置され、法律委員会と並行して論点

の審議が行われた。しかしながら、本委員会お

よびワーキングループにおいても、結論を出す

までにはいたらず、引続きコレスポンデンスグ

ループにおいて同条同案を検討し、次回会合に

おいてさらに検討されることとされた。主な論

点は以下のとおりである。

①海難残骸物の撤去について

　　国連海洋法との関連性において、EEZに存

　在する海難残骸物の除去に関して、沿岸国が

　航行安全や海洋保全のために同残骸物を除去

　する権利があるかどうかについては、IMO

　事務局が国連担当事務局と協議の上でIMO

　が条約上等の審議および作成を行う権限とし

　て認められるとの説明があり、これに対して

　多くの国々から支持があった。しかしながら、

　国連海洋法に従ったEEZの設置を宣言してい

　ない国に対する本条約の適用について、また、

　本条日案の非締約国を旗国とする船舶が海難

　残骸物となっている場合への適用について問

　題点が指摘された。

②金銭的保証（F董nancial　Secuh｛y）について

　　金銭的保証に関しては、国際P＆1グループ

　から、油島民事責任条約（CLC）タイプの締約

　国が発行する証明書に代わり、国際P＆1グル

ープに所属するPIクラブが発行するPI証書を

船上に備え付ける方式への修正提案がなされ

　たが、PIクラブが発行する証明書等について

　は基準となる様式が存在しないことおよび「pay

to　be　paid」（PI保険約款に記載されている原

　則で、被保険者は、保険金を請求する前に、

　自ら被害者などに賠償金を支払うことが必要

　であるという意味。これを理由にPエクラブは

　被害者からの直接請求を拒否している）の原

　則から、船主が倒産、逃亡した際に保険者が　　．一．

　対応しない可能性があるとの理由から各国か

　ら反対意見が表明された。しかしながら、被

　害者は原則国になると考えられることから、

　本件についても結論が出ず引続き検討するこ

　ととされた。

③テロ行為について

　　免責事由の一つであるテロ行為の定義等の

　表現について結論が出ず、引続き検討するこ

　ととされた。

3．シージャック防止条約（SUA条約）の改正

　について

　IMOは、昨年4月に開催した第84回法律委員

会において、2001年9月に発生した米国同時多

発テロを受けて、海上航行における国際テロリ

ズムの防止の観点から1988年に制定された旧記

条約の見直しを行うこととし、米国を中心とし

たコレスポンデスグループにおいて検討するこ

ととされた。

　今会合においては、人を死亡させる目的で爆

発物や有害化学物質等を運送することを新たな

犯罪行為として規定すること、公海において要

求国が被疑船舶に対して臨検を認めること等に

ついて関連する条文を中心に議論が行われた。

しかしながら、国連海洋法条約等他の国際条約
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との整合性や各国刑法との関連性、臨検におけ

る手続き等について結論を出すまでにいたらず

引続きコレスポンデスグループにおいて検討し、

次回会合においてさらに検討することとされた。

①爆発物や有害物質の定義について

　　今回の提案では、人を死亡させまたは深刻

　な影響を及ぼすために、爆発物、生物媒体、

　毒素、有害化学物質および放射能物質等を運

　送することを新たな犯罪として規定されてい

　る。しかしながら、同規定案は化学兵器の開

　発、生産、保持および使用を禁じるための条

　糸勺（the　ConvenUon　on偽e　Proh丑）逝on　of　the

　DevelopmenもProduction，　Stockp董ling　and　Use

　of　Chemical　Weapons　and　on　their　Destruc－

　tion）等各種国際条約や各国との刑法と関連す

　ることからこれら条約や刑法との調整が必要

　であり引続き検討することとされた。

②臨検について

　　本改訂案には、要求国の法執行機関が、公

　海において危険物質を運んでいる等の疑いに

　相当な根拠がある船舶を発見した場合、同執

　行機関は旗国に国籍確認を依頼し臨検するこ

　とができることとしている。さらに、旗国か

　ら4時間以内に回答がない場合自動的に臨検

　を認めることとしている。しかしながら、国

　連海洋法で定めされている公海における臨検

　規定との相反しないかどうか、4時間が適切

　な時問かどうか、また臨検が適切に行われる

　かどうか等について結論が出ず引続き検討す

　ることとされた。

③経済的損失について

　　国連海洋法において、臨検．を受けた船舶は

　嫌疑に根拠がないことが証明され嫌疑を正当

　とするいかなる行為も行っていない場合には、

　被った経済的損失に対する補償を受けること

　ができるとしているが、本改訂案には、臨検

による不稼動に対する経済的損失に対する補

償が規定されていないため、引続き検討する

こととされた。

4．避難水域

　前回の会合において、IMO事務局とCMI（万

国海法会）が責任と補償そして避難水域への適

用を扱った各国国内法の調査を行うこととして

いたが、各国からの回答が少数に留まっている

ことから次回会合において検討が行えるよう各

国に対して回答を行うことが求められた。また、

航行安全小委員会（NAV）が作成した「援助を求

めている船舶のための避難水域に関するガイド

ライン」および「Maritime　Assistance　Serviceに

関するガイドライン」について法的側面から検

討され、これらのガイドラインは、避難水域へ

の入域の承認または拒否の決定により生じた損

害に対する責任および補償の問題を規定するも

のではない旨注意点を記載することとしたほか、

責任および補償の問題に関して、既存の条約が

遭難して非難水域を求めている船舶をカバーし

ているかどうかについては、CMIの調査結果を

待って次回会合において検討することとされた。

　なお、わが国からの参加者は次のとおりである、

　在英日本大使館　　　　参事官　堀家　久靖

　在英日本大使館

　　　　　一等書記官（法律担当）清野　憲一

　国土交通省海事局外航課

　　　　　　　　　国際第一係長　谷川　仁彦

　外務省条約局国際協定課

　　　　　　　　　　　課長補佐　中村　和彦

　外務省総合外交政策局

　国際テロ対策協力室首席事務官　別所　健一

　法務省刑事直付　　検事保坂和人
　海上保安庁警備救難部警備課

　　　　　　　　不審船舶対策官　秋本　茂雄
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　日本海難防止協会ロンドン研究室

　　　　　　　　　　　　室　長　山地哲也

東京海上火災保険株式会社

　　コマーシャル損害部専門部長　井口　俊明

日本船主．協会関連業務部　課長　小畑　　靖

　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）

内外情報

　2002年11月のプレスティージ号事故を受けて、

EU加盟国（15力国）はMARPOL条約（国際海洋

汚染防止条約）附属書1の改正提案を国際海事

機関（IMO）に提出した。　EU提案の骨子は次の

とおりである。（提案概要は資料1ご参照）

【EU提案骨子】

①シングルハルタンカーのフェーズアウトの

　前倒し

②600DWT以上のシングルハルタンカーによ

　る重質汕輸送を禁止する規制の導入

③　CAS（Condition　Assessment　Scheme）の拡

　大適用

　このEU提案については、本年7月14日～18日

に開催されるIMO第49回海洋環境保護委員会

（MEPC49）で審議される。他方、　EUは、　IMO

への提案と同内容のシングルハルタンカー規制

をEU域内で本年7月／日より地域的に実施する

手続を併行して進めており、MEPC49での審議に

大きな影響を及ぼすことが予想される。

　これらのEUの動きは、環境保護の名の’．ドに、

プレスティージ号事故の原因も解明されないな

かで進められている。地域規制の導入は、わが

国のタンカー市場をはじめとする経済面、ある

いはサブスタンダード船が他の地域に流れ環境

面にも影響を及ぼす可能性があることから、IMO

における審議を通じた世界的な規制の方がより

現実的である。但し、現条約がわずか2年前に

改正されたばかりであること、また、EU提案に

は、造船、解撤、タンカー市況のみならず世界

における原油・重油の安定輸送にも大きな影響

を与える可能性があることから、当協会として

はタンカー部会を中心に対応し、より合理的な

方策の確立に向けて国土交通省をはじめとする

関係方面に働きかけを行っている。

　本誌では、これまでのEUを含めた各方面の動

き、当協会の基本スタンスについて紹介する。

1．シングルハルタンカー規制に係る各方面の

　動きについて

　プレスティージ号事故に係る2003年のEU等の

動きは以下のとおりである。（2002年中の動きに

ついては、本誌2003年1月号P．21ご参照）

3月4日　欧州委員会（EC）とIMOが会談

EC運輸・エネルギー担当委員デパラシオ

女史とIMO事務局長オニール氏が会談。

　デパラシオ女史より、EUとしての意思決

定後、シングルハルタンカーに係る規制強

　化をIMOに提案する旨表明。　IMOからは、

　EUから提案文書が出された場合は早急に

　検討する旨返答。

3月19、20日　欧州議会が公聴会を実施

　デパラシオ女史、米国船級協会（ABS）、ロ
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ンドンP＆1クラブ、La　Coruna港湾局長、国

際船級協会（IACS）、欧州船主協会（ECSA）、

国際独立タンカー船主協会（INTAR－

TANKO）等が参加した。国際海運会議所

（ICS）、　IMO、プレスティージの船長お

よび船主は不参加。ICSが得た情報による

　と意見交換は時間的制約のため表面的な

　ものに終わり、事故原因やプレスティー

　ジに対するスペインの対応等は明らかに

　ならなかった模様。

3月27日　EU運輸閣僚理事会

ECのシングルハルタンカーへの規制案を

　承認。本提案については7月ユ日の実施

　に向けたEU内での手続を進めるほか、

IMO　MEPCへの提案を平行して進めるこ

　ととなった。

4月10日　EU15隣国よりIMOに提案文書を

　　　　　提出

EUの提案に対しIMOはエリカ号事故の

　規制見直しを検討するために発足した専

　門家による非公式グループを再発足し、

　本年7月のMEPCでの審議に向けて、5

　月末までにEU提案の世界の石油輸送、造

　船所、解撤ヤード等への影響調査を実施。

　（EU提案の概要は資料1ご参照）

4月25～27日　先進国（G8）環境大臣会合

　IMOにてシングルハルタンカー規制の強

　化を検討する必要がある旨合意された。

5月11～14日　ICS年次通常総会

　　　　　　　（於：淡路島）

　EU提案の裏には政治的な推進力があるこ

　とを認識しつつも、ICSメンバーは、つい

　最近の2001年に採択されたIMOのシング

　ルハルタンカーのフェーズアウト規則を

　さらに修正すべきであるとするEUの決定

　に重大な懸念を表明した。

6月1～3日　G8首脳エビアンサミット

　プレスティージ事故によりタンカーの安

全と汚染防止の更なる改善が要すること

　が証明されたとし、フェーズアウト、重

　質汕輸送に係る方策を検討作業に関し

　IMOの努力を評価するとともに、　IMO

　内部で指導的役割を果たしていくことが

　合意された。

　今後のIMOのスケジュールに関しては、改正

案の結論がまとまれば、本年12月に臨時MEPC

（Extra　MEPC）が開催され、条約改正が採択さ

れる予定である。なお、MARPOL附属書改正は、

最短でその16ヶ月後の2005年4月目発効するこ

ととなる。

2．当協会の対応について

　EUの提案に対して当協会は、4月24日にタン

カー部会・タンカー業務幹事会合同会議を開催

し、EU地域規制への断固たる反対とIMOにお

けるサブスタンダード船排除のための合理的な

方策の必要性を柱とする対応方針を取りまとめ

た（資料2ご参照）。また、EU提案がわが国の商

船隊に与える経済的影響について把握した上で

適切な対応を行うため、当協会会員会社が保有

するシングルハルタンカーへの影響について緊

急調査を実施した。

　・一方、わが国政府は、EUによる地域規制に反

対を表明するとともに、IMOに提出されたEU

提案は環境保全対策の推進と認識しているが、

海運、造船、解撤業界、および世界的な原・重

油の安定輸送に悪影響を与えぬ方策が確立され

るよう、IMOに対して6月初めまでにわが国の

意見を提出することとしている。当協会は、わ

が国海運業界の意見が反映されるよう国土交通

省に対し鋭意働きかけを行っているところであ

る、また、当協会は、MEPC49に向けて、今後

せんぎょうノ襯22003愚11
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ICSはじめとする国際関係団体および各国船協、

とりわけアジア船主フォーラムを通じたアジア

船主との更なる連携強化を図っていく予定であ

る。　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）

【資料1】

　　　　　　シングルハルタンカー規制に係るIMO第49回MEPCへのEU提案について

1．シングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒し

①カテゴリー11最終期限2007年⇒2005年

②カテゴリー2：最終期限2015年⇒2010年※

③カテゴリー31最終期限2015年⇒201G年※

　　※カテゴリー2と3について、ダブルサイド、ダブルボトムの強化構造を持つ船については2010

　　　年以降でも、期限が2015年目たは船齢25年いずれか早い方まで延長，

【フェーズアウト表】二重線および下線はEUによる修正案。（）はEU案の最高船齢。

　　　　　　　　　　　　フ＝［一ズアウト日は引渡し日（Anniversary　date）

カ　テ　ゴ　　リ　ー

カテゴリー］

　2万DWT以上の原油、重油、重ディーゼル油を運
搬する油タンカー及びそれ以外の3万DWT以上の

　油タンカー（Pre．MARPOL船）

カテゴリー2
　2万DWT以上の原油、重油、重ディーゼル油を運
　搬する油タンカー及びそれ以外の3万DWT以上の
　油タンカー（MARPOL船）

カテゴリー3
　5，000DWT以上でカテゴリー1、2に含まれないタ

　ンカー

フェーズアウト年
堺3年　1980年以前引渡しの船舶

1981年引渡しの船舶

→2003年（23年）
→2004年（23年）

1982年以降引渡しの船舶一・2CO5年（23年～）

潤3年　1975年以前引渡しの船舶

鱒5年　1976年引渡しの船舶
煕1977年引渡しの船舶
1978年、1979年引渡しの船舶

1980年、1981年引渡しの船舶

1982年引渡しの船舶
］983年引渡しの船舶

1984年以降引渡しの船舶

→20D3年（28年）

→2004年（28年）

→2005年（28年）
→2006年（28年、27年）

→2007年（27年、26年）

→2008年（26年）
→2009年（26年）

→2010年（26年～）

※カテゴリー］（MARPOL条約附属書1第13G（4）規則の適用があるものに相当）
　　2万DWT以上の原油、重油、重ディーゼ1レ油を運搬する油タンカー及びそれ以外の3万DWT以上の油タンカーで、　MAR－
　　POL条約が発効した時の現存のもの。
※カテゴリー2（MARPOL条約附属書1第13G〔5）規則の二藍があるものに梧当）
　：2万こ口T以上の原油、重油、重ディーゼル油を運搬する油タンカー及びそれ以外の3万DWT以上の油タンカーで、　MAR－
　　POL条約で分離バラストタンクが油流出防止のために配置されているもの。
※カテゴリー3（MARPOL条約でダブル八ル化が要求されていないもの）
　；5，000DWT以上でカテゴリー1．2に含まれないタンカー。
※船齢は未満。「28年」は船翻年に到達するまで使謁可能。

2．シングルハルタンカーによる重質油輸送を禁止する規定の導入。（新提案）

　600DWT以上のシングルハル油タンカーによる重質油輸送を禁止。600－5000DWTの小型船について

は2GO8年のannlversary　dateからとする移行期問を設定。また、専ら港で使用するオイルタンカーには

適用しないこととする。

【重質油（heavy　grades　of　oi1＞の定義】

（a）Crude　Oil－15℃で900㎏／nfより高い濃度を宥するもの。

　（b）Fue10i1－15℃で900kg／㎡より高い濃度、または50℃で18伽㎡／sより高い動粘度を有するもの。

　（c）ビチューメン、タール、およびそれらの乳状液（emulsion）。

3．CAS（Condition　Assessment　Scheme）の拡大適用

（現行）　カテゴリー1のシングルハルタンカーについては2GG5年の引渡し日を超えて運航する場合、
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　　　　カテゴリー2については2010年の引渡し日を超える場合、必要な事前検査としてCASの実施

　　　が義務付けられている。

（EU案）2005年以降、全てのカテゴリー2と3に属する船令15年以上のシングルハルタンカーに適

　　　用する。

4．その他の提案

①　ダブルハルタンカーを対象としたCASの策定。

②重質油を輸送する600－5000DWTの油タンカーの強制ダブルハル基準の策定。

③老齢タンカーの構造上のweaknessを早期に発見するための方策の確立。シングルハル、ダブル

　　ハルを対象。

【資料2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月24日

　　　　　　　　　　　　　シングルハルタンカーの規制強化について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本船主協会

1．EUにおけるフェーズアウトの前倒しと地域規制について

　フェーズアウトに係る議論はIMOにおいて世界的に行われてきたはずであり、その結果に基づいて

船主は船舶の建造・整備を行い安全かつ安定的な輸送活動に貢献している。ルールを守り、安全・環

境に配慮している船主とサブスタンダード船を運航している船主を同一にみなし一律に排除する考え

は容認できない。

　特に、フェーズアウト期間の設定には、代替船の建造、シップリサイクル能力、世界の石油輸送需

要等について検証が必要で、政治的な動きで早急な結論を出すものではない。その意味で、エリカ号

事故後にIMOで真剣に議論を行い導き出された結果が簡単に覆されてはならない。　EUの地域規制に

係る動きは世界の海運の混乱を招くほか、各関係者の努力を無駄にするものである。

　タンカーによる海洋汚染事故を防止するための方策は、地域規制によらず世界的な基準の下に策定

される必要がある。地域規制は、船舶の活動を制限し、結果として地域規制を設けていないアジア地

域にしわ寄せすることとなり、さらには経済的にも十分通用する船舶を市場から閉め出すことになる。

EUでの地域規制に対しては強く反対する。

2，EU提案について

　タンカーによる海洋汚染事故を防止するためには、シングルハルタンカーの排除ではなく老朽化が

著しい等によるサブスタンダード船を排除することが最も重要であり、むしろIMOを中心としてサブ

スタンダード船を排除するための最も合理的かつ効果的な方法を検討すべきである。

　その意味で、EU提案のうちサブスタンダード船を排除する方策としては、以下の理由によりCon－

dition　Assessment　Scheme（CAS）の早期実施が有効な手段と考えられる。また、シングルハルタン

カーのフェーズアウトの大幅な前倒しがサブスタンダード船の排除につながるか大いに疑問がある。

①ナホトカ号やエリカ号事故のような船体強度上の欠陥により生じる海難事故に対しては、ダブル

　ハル化は必ずしも安全性の向上には直結しない。特に、プレステージ号の事故については事故原因

　が解明されておらず、技術的な裏付けもないまま単にシングルハル構造であるからといって安全性

　を確保できる船舶を排除することは合理的ではない。ダブルハルでも船体強度上の欠陥があれば同

せんきょうノ催220a？⑨13



閥EW鋼匠WsNEW5一．隆WS霞薦藍総　数・

　様の事故が発生する可能性がある。

②重要なのはシングルハル、ダブルハルの割り切りではなく船体強度の低下を招く老朽化（腐食、

　疲労）を如何に把握するか、またそのための基準をどのように考えるかである。その意味において

　CASの早期実施等船舶検査の強化が必要な方策と考えられる。

③さらに、船主は現有シングルハルタンカーについてはフェーズアウト規則等の現行ルールを前提

　に運航・メンテナンスを行っている。EU提案にあるようなシングルハルタンカーのフェーズアウト

　前倒しは安全に使用できる船舶を無理やり解撤に追いやり船主経済に不必要なインパクトを与える

　ほか地球資源の浪費にもなる。

④EUの資料は世界の解撤能力が一切考慮されていない。特にカテゴリー2について、2010年時点で

　フェーズアウトする船腹量が7，215万DWTとあるが、世界の解撤量が通常ベースでも2000年、2001

　年、2002年でそれ．それ2，289／2，550／2，621万DWTであったことを考慮するとこれの上積みが不可

　避で、2010年までのフェーズアウトが案現可能か大いに疑問である。

⑤EUの提案では1984年以前に建造された船舶については船齢26～28年の使用を認めているが、エリ

　カ号が船齢24年、プレステージ号が26年であったことを考慮すると、建造年によるフェーズアウト

　よりも船齢による制限の方が合理的である。

　シングルハルタンカーによる重質油輸送の禁止については、以下の理由によりIMOにて十分に議論

を行うべきである。政治的な判断を基に、懲罰的な意味でいたずらにエネルギー資源の安定輸送を制

限する規制を導入すべきではない。老朽化したサブスタンダード船はともかくシングルハルタンカー

全体の重質油輸送を一律に禁止する技術的な根拠がない。

①EU提案では、“重質油”の定義の根拠が明確ではない。特に’重質油”に比重900kg／㎡以上の重

　質“原油”が含まれているが、わが国が輸入している原油の中にはAPi比重25，7以下も相当含まれ

　ており中にはAPI16．4もあることから原油についてはそれぞれの国の経済事情を勘案すべきである。

　また、OCIMFによれば、油処理剤への反応を考慮すると重質“燃料油”に相当する重質原油の比重

　はAPI17．5以下継9．7㎏／直以上に相当）にすべきとの意見である。

②5000DWT以下のタンカーの97％がシングルハルタンカーであることを考慮すると、2008年までの

　移行期間内に重質油輸送のダブルハル化は不可能である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．

　欧州委員会が、外航船八間協定に対するEU

独禁法の適用除外を定める欧州理事会規則4056

／86の見直し作業を開始し、2003年3月27日、関

係者に対する21項目の質問を含むConsulta廿on

Paperを発表した。（詳細は本誌2003年5月号P．8

参照）

　Consult調on　Paperの質問は、欧州発着主要航

　　　　禁法適用除外制度維持を求める一

路の輸送量や同盟シェアの現状等同盟／船社ベ

ースの回答を想定した項目を多く含むことから、

当協会は、個別質問への直土にかえて、現行制

度維持に向けた原則的立場を表明するコメント

を作成し、6月2日、欧州委員会に提出した【資

料参照】。

　6月2日現在、船主側ではICSが既にコメン
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トを提出しているほか、ECSA＊1およびELAA＊2

もコメントを提出することとしている。

　今後は、これらコメントを踏まえて数ヵ月後

に欧州委員会からDiscussion　Paperが発行され、

除外制度改廃の要否が検討される。当協会は、

今後も制度維持の立場からわが国政府ならびに

ICS、　ECSA、　ELAAなどの関連団体と連携して対

応していくこととしている。　（国際企画室）

＊l　ECSA（European　Community　Shipowners’

　Associahons：欧州船協）

　：EUおよびノルウェーの16ヶ国の船主協会によ

　　り構成される団体。本部をブラッセルに置き、

　欧州委員会に対し欧州船主の意見反映を図っ

　ている。
＊2　ELAA（European　L血er　Affairs　Associat三〇n）

　：本問題をはじめ、欧州発着航路に係わる諸問

　題を検討するため、関係主要定期船社が績成

　　した野田団体。邦船社では川崎汽船、日本郵

　船、商船三井の3祉が加入。

【資料】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年6月2日、欧州委員会に提出

　　　　　　　欧州理事会規則4056／86の見直しに関する日本船主協会コメント

　ローマ条約（EEC設立条約）81・82条の海運分野への適用を定める欧州理事会規則4056／86の見直

しに関するConsultaUon　Paper（2003年3月27日発表）に関し、日本船主協会は以下コメントを提出す

る。当協会は日本国籍を有する103の海運会社を会員とする全国的な海運事業者団体である。

1）当協会は、当協会が所属する国際海運会議所（ICS）が提出したコメントを全面的に支持するとと

　もに、当協会会員のわが国定期船会社3社が加盟するEuropean　Liner葱fairs　Association（ELAA）の

　詳細コメントを全面的に支持する。よって当．協会は、Consul痴on　Paperで提起された各質問への回

　答に代え、外航船社間協定に対する現行の独禁法適用除外制度（以下、「除外制度」）に関する原則

　的な立場を表明することとしたい。

2）除外制度に関する当協会の基本スタンスは概要以下の通りである。

　　現在の効果的・革新的な定期船事業とそのインフラは、除外制度の下で確立されており、同盟川

社は、除外制度により、信頼性ある定期船サービスを提供する上での大幅なコスト削減と、サービ

　ス品質と効率性の改善を行うことができている。このため除外制度は、海運業のみならず、高品質

　な定期船サービスを享受する荷主を含む貿易業界全体にとっても有益である。除外制度の廃止は、

　船串間の破滅的競争を引き起こし、堪航市場の寡占状態を招来するだろう。そうなれば、サービス

　の選択肢減少や効率性と品質の低下等、貿易業界全体にとってマイナスの結果をもたらすことにな

　る。従って、当協会はEUに対し、運賃とサービスに影響する諸問題の他、欧州発着の国際トレード

　の安定化、世界の経済動向、コンテナ海運市場の需給状況など幅広い問題につき、船社が共同で対

　応ずる能力を低下させるいかなる処置も講じないことを強く求めるものである。

3＞定期船海運に関する現行のEU法鰯は極めてうまく機能している。欧州発着の定期船トレードにお

　いて、船社は効率的かつ効果的にその責務を果たしており、1990年代後半の広範な見直し作業の結

　果として除外制度が維持されている日米等の主要貿易相手国との法階上の衝突もなく、市場は高い

　競争状態にある。

4）当協会は、除外制度の下、県社が合法的な船社間協定を締結する特権を与えられていることを認

　識し、荷主業界および政府から十分な理解を得るため、定期船同盟／協定を運営する上で最大限の

　透明性を確保することが重要と考える。この点において、日本では船社間協定と日本荷主協会との

　問の協議メカニズムが十分に確立されていることに欧州委員会の注意を喚起したい。この長年に亘

　る民間自己規制制度は極めて有効に機能しており、除外制度の下での荷主・船社双方の利益の適切

　なバランス実現に貢献している。
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5）従って当協会は、EU発着トレード全般と、とりわけ日／EUトレードにおいて、船三間協定の活

動に関する更なる政府規制を導入することが必要とは全く考えておらず、理事会規則4056／86によ

　って構築されているEUの現行法制の維持をここに求めるところである。もちろん当．協会は、この重

要な問題に関し、欧州委員会と意見交換するあらゆる機会を心から歓迎するものである。

　　　　EUタンカー規制提案の適正かつ真摯な検討を求める

　　　　一日本／ノルウェー海運円卓会合の模様

　当協会とノルウェー船主協会は2003年5月26

日、東京で海運円卓会合を開催した。同会合は、

ノルウェー首相訪日団に同国船協会長をはじめ

とする海運関係者が随行してくることに併せノ

ルウェー船協より開催提案があり行われたもの

で、”クオリティー・シッビングの推進に向けて

（Japanese－Norwegian　efforts　to　promote　quality

shipping）”をテーマに、国際規制と地域規制、

船舶の検査用通路、環境問題、船舶の品質と旗

国の行動に関する透明性の問題などについて意

見交換を行い、共同声明（資料1）を採択した。

【資料1】

　　　　　　　　　「日本一ノルウェー＝

特にプレスティージ事故を受けEUが打ち出した

シングルハルタンカー規制案については、両国

船主協会は地域規制に反対することで一致する

とともに、新たな規則が実用的・合理的な国際

規則となるよう、IMO加盟国に対しEU提案を

適正かつ真摯に検討することを求めた。

　なお、同会合には当．協会から松永副会長や太

田常任理事他が、ノルウェー船協からはアンデ

ルセン会長他が出席したほか、来賓としてガー

ブリエルセン産業貿易大臣（海事関係を管掌）

が冒頭列席した。（資料2）　　（国際企画室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　クオリティ・シッビングの推進に向けて」

　日本船主協会（ISA）とノルウェー船主協会（NSA）は、2003年5月26日、ノルウェー首相の日本公

式訪問に併せ、海運円卓会合を共同で開催した。

　すでに強い結びつきを持つ両国海運界の関係をより強固なものとするため開催された円卓会合では、

国際規制と地域規制、船舶の状態と旗国の行動に関する透明性、環境、船舶の検査通路などの諸問題

に特別の関心が払われた一これらの問題は、現在各種多国間海運フォーラムですべて重要議題となっ

ているものである。

　日本海運界は世界第2位の、そしてノルウェー海運界は世界第3位の商船隊を支配している。両協

会は、海運先進国として、外航海運業界が国際的に合意された規則によって規制されていくことに強

い共通利害関係を持っている。双方は、増大する単独行動主義や地域主義がIMOの役割を脅かすもの

であることを強調した。両協会は、新たな国際規則が実用的で合理的なものとなるよう、IMO加盟国

に対し、タンカーの安全性に関するEU提案を適正かつ真摯に検討することを求めるものであり、両協

会は、そのためあらゆる努力を払っていくことに合意した。

　両協会の重要な目標は、クオリティ・シッビング（良質な海運）の推進であり、クオリティ　（良質

であること）を競争上の優越性とすることである。IMOによる国際規則とその適正な実施は、この目

標を達成するために不可欠な要素である，現在IMOで検討されている旗国のためのモデル監査スキー

ムは、正しい方向に向けた重要な一歩となるだろう。

　また会合では、環境にやさしい船舶の設計に関連し、相互の協力と技術革新の問題についても議論

16⑭ぜんきよう∫ππθ2003



した。

本会合には、来賓としてアンスガール・ガーブリエルセン ノルウェー産業貿易大臣が列席した。

【資料2】

日本／ノルウェー海運円卓会合出席者

〔日　本〕

松永　宏之

太田　健夫

吉田　克衛

羽田　行所

関　　政志

福島　義章

増田　　恵

植村　保雄

園田　裕一

日目船主協会副会長／

新日本石油タンカー取締役社長

日本船主協会常任理事／

飯野海運取締役社長

川崎汽船常務取締役

日本船主協会工務委員会委員／

商船三井執行役員

商船三井執行役員

日本船主協会理事長
▲日本／ノルウェー海運円卓会合の模様

日本船主協会常務理事・海務部長

日本船主協会常務理事・企画調整部長

日本船主協会国際企画室長

〔ノルウェー〕

アンスガール・ガーブリエルセン

Mr　Ansgar　Gabrielsen　産業貿易大臣／Minister　of　Trade　and　lndusUy

タリエ・アンデルセン

Mr艶雨e　J　K　Andersen　ノルウェー船協会長／Farstad　Shipping，　CEO

トゥール・ヨルゲン・グットルムセン

Mr　Thor　Joergen　Gu賃。㎜sen　I£琶Hoegh＆Co　A鎮Presldent

アンデシュ・ボーマン

Mr　Anders　Boman　Wallenius　Wilhelmsen　Lines，　President　Asla

トール・ブリッツェン

Mr　Tor　Fr巽zen　WaHenius　Wilhelmsen　Lines　Asia，　Vice　P聡sident，　OperaUons

バトリック・オニール

Mr　Patrick　O’Neill　Bergesen　Tokyo

ストーレ・セルメルーオルセン

Mr　Staale　Selmer－Olsen　Det　Norske　Veritas，　Research　Program　Director

ソルヴァール・クロック

Mr　Solvar　N．Klokk　Senior　Advisor　Sustainable　Energy，　Enova　SF

オーレ・クリスティアン・バールヴァール

Mr　Ole　Kris塩n　Baervahrノルウェー船協理事／NSA　D玉rector
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　　　　　　海賊事件増加傾向に

一2003年第一四半期［MB海賊レポートから一

　国際商業会議所（lnternaUo皿al　Chamber　of　Commerce＝ICC）の下部組織である国際海事局（In－

temぬonal　Ma而me　Bureau詳IMB）の海賊情報センター（クアラルンプール）は、2003年1月か

ら3月に同センターに連絡のあった海賊事件の報告書を発行した。

　それによると、2003年第一四半期の報告件数は103件で、前年同期の87件を大きく上回っており、

主にインドネシアやバングラディシュにおいて増加している。シンガポールの新聞報道では、4

月28日から5月5日の1週間には年間平均の3倍に上る21件の海賊事件が発生し、IMBは、イン

ドネシア当局に対しマラッカ海峡をはじめとする3つの海域で海賊事件が多発しているとの警告

を出したと報じている。当協会へも、3月から5月にかけて5件の海賊事件が報告されており、

幸いにして人命、物品等への被害はなかったが、2002年の1年間に当協会へ報告された件数（9

件）と比較すると増加傾向がうかがえる。（海務部）

【事務局より】

　このまま増加していくのか、一時的な傾向かは今のところ判断できまぜんが、関係会社に

おかれては、引き続き、各船における海賊防止対策の徹底とともに、事件に巻き込まれた際

の関係先への通報の励行をお願いします。また、海賊事件は、マラッカ海峡などわが国経済

を支える重要なシーレーンにおいて多発しており、当協会としても、わが国政府へ有効な海

賊対策の実施を引き続き働きかけていきたいと考えています。

　　過去12年間の第1四半期および
　　　　年間の海賊発生件数の推移

　500
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旭タンカーの環境保全への対応

旭タンカー株式会社環境安全船舶部海務監督

1．はじめに

　当社では現在「第3の創業期」に当たり諸々

の第6次3ヶ年計画を菊間社長のもと”経営の

安定’“経営基盤の強化”を目標として、全社員

の合意を基に実行に移しつつあります。これら

は当社の創業以来の経営理念に基づいており、

経営方針は幾度かの改定を経て、現在次の様に

なっています。

　われわれの職場は明るくて働きがいがあり、

我社の関係先がつきあってよかったと思われる

企業でなければならない。

　行動指針

　1．入を育て会社の資質を高める。

　2，日本一の安全運航体制を作り、事故を絶

　　滅する。

　3．禍を転じて福となし、転んでもただでは

　　起きない。

2．環境マネージメント活動

　環境問題の知識と意識は過去数十年で劇的に

変革しました。

　エネルギーの主力が石炭から石油にシフトし

た1965年（石油がエネルギー使用の一位となり、

以降2001年で1965年の2．4倍で使用量は35．1億ト

ン、以下石油換算で石炭はユ．5倍の22．1億トン、

天然ガスは4倍の22，4億トンと2001年天然ガスも

石炭使用量を追い抜いた。）からユ980年代にかけ

　　　　　　聾．

て天然資源の枯渇が問題にされ、1980年代の大

規模事故の多発、特に1976年3月スリーマイル

島事故、1986年4月チェルノブイリ原子力発電

所事故、1989年3月原油タンカー油流出汚染事

故等から、生物種の減少、オゾン層の破壊、酸

性雨、地球温暖化、原子力に対する危機意識か

ら、人類の出す廃棄物一切についてまで幅広く

捉えられ問題意識の高まりには著しいものがあ

ります。

　人類は、エネルギーに関わる問題に的確な答

えを出さない限り、22世紀に生き残れないかも

知れないといわれ、水素を用いる燃料電池開発

のような新技術が「気候を撹乱する二酸化炭素

がほとんど排出されない世界にあって．，クリー

ンで豊富なエネルギーの供給をもたらすと期待

できる。」と結論づけられ、企業はバランスのと

れたビジネスの取り込みなくしては、生き残れ

ない時代となって来ました。

　すなわち、利害関係者を通じて産業に圧力が

かかり、全てのニーズにバランスよく対応する

企業のみが存在を許される。環境上の要求事項

はすべての出資者、顧客、従業員、社会が取り

上げる。

　2003年2月15日から実施された土壌汚染対策

法では、汚染された土地の代金は、銀行からゼ

ロに査定される時代である。

　当社は、時代の要求を創業以来、いち早く取

＠③§＄㊤⑯⑱⑬㊤㊥⑫⑫⑲⑱㊥魯㊧δ⑱⑪⑤o⑪㊤曲。㊤（豊㊤⑭嬢＠曾⑤馨㊧㊤⑱愚⑭㊤繋
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り入れ続けて来ています。

　当社は、2000年5月23日、日本海運界で初め

てISOI4001を日本海事協会（NK）で取得しまし

た。【資料1参照】

　創業以来の環境保全に間する当社の活動は次

の通りです。

　1911（明治44）年　創業、立石商店

　1951（昭和26）年　：第2の創業、旭タンカー㈱

　　　　　　　　　設立

　1952年　　　　　安全衛生委員会発足

　1970（昭和45）年社内報発行（環境に関する

　　　　　　　　　事項も含まれ、翌年から旭

　　　　　　　　　ニュースとして、別に環境

　　　　　　　　　安全専門に発行）

　1988年3月　外航あけぼの丸（ダブルハル船）

　　　　　　　就航

1990年

1991年3月

1992年10月

1993年10月

1994年3月

1994年5月

新造船に非錫系（Tin－Free）塗料

使用開始

事故・故障等（緊急時）の対応

要領作成

外航あかつき丸就航

無事故1000日スタート

重大事故対応マニュアル作成

安全憲章の制定

　　1．衝突しない

　　2．桟橋にぶつけない

　　3．バルブを閉める

　　4．必ずガス検知をする

　　5．怪我をしない、させない

1995年4月　事故判定基準決定

　　1．安全憲章違反かどうか

　　2．運航に支障を来たしたかどうか

　　3．ヒューマンエラーがあったかどうか

　　4．荷主に迷惑をかけたかどうか

　　安全スローガン決定

　　　「自分の船は自分で守ろう、自分達の

　　　ために」

1995年5月　旭外航　船舶管理会社　ソーラ

　　　　　　ーシッピングISM取得

1995年9月

1997年11月

1997年12月

1998年3月

1998年6月

1998年7月

1998年12月

2000年3月

2000年4月

2000年5月

2001年3月1日

2001年3月27日

2002年7月

2002年8月

2GO3年4月

（日本海外法人第1号〉

旭進丸就航

ECDIS（電子海図装置）Mゼロ等

高性能設備を備えた近代化船、

以降内航タンカー新造船に展開

を図っている。

外航部門、ISM取得（NK）

内航部門、船舶安全指針制定

行動指針が経営方針となった。

3S　（整理・整頓・清掃）　活動

開始。

営業部門、内・外航・安全・経理、

陸上ISO9002取得（NKKK）

内航タンカー会社第1号外航

あさしお丸、近代化ダブルハル

船、就航

ソーラーシッビングISO9002取得

（NK）

外航船舶管理ISO9002取得（NIO

内航ISM取得（NK）

内航船舶管理Isogoo2取得（NK）

内航ISO／4001取得（NK）

　　第3の創業、立石会長、菊

間社長体制となる。

　　外航ISO14001取得（NK）

内航ダブルハル船　旭蓬丸就航

外航ISO9001取得（NK）

外航AKEBONO（ダブルハル船）

就航

内航ISO9002更新（NK）

㊨⑲魯劔⑲⑳欝興魯母⑱爵＄⑲醗魯⑬翻㊥⑨面⑳⑲＠㊨爵憩趨麟⑬㊤㊦蝕⑭⑲憩㊤醤融曾（き⑪
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　2003年5月　内航ISO14001更新2006年5月ま

　　　　　　で有効（NK）
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その他改善を重ねながら継続実施している事。

1．船上安全ミーティング（2000年5月安全

　衛生委員会を環境安全衛生委員会と改組）

　月1回実施

2．KYr危険予知訓練

　　月ユ回実施。1．と共に当直者以外全員

　で討議し、決定事項を掲示するとともに、

　会社あて記録送付。

3．安全キャンペーン

　　濃霧時期（5月15日一7月15日）2ヶ月

　間。年末年始Q2月1日一1月3ユ日）2ケ

　月問。

　　会社から集中訪議して乗組員と安全関係

【資料1－u

｛難：蹴＿社
二1　　所筏池：東京面一代日区内宰町1丁目2番2号

　　通用規格　 ＝【SO　14001＝1996、　」【SQ　1400111995

　　あ　ゆ　　ロドぶおのおめヨむ

1　陣1〕
　　　上記事粟所の琿壌マ率ジメントシステムは．本会の規則に基づいて丑録のため

　　　野州謂笹野誰鴛離．ム。。。職，．
　　　たことを証明する。

1　醐・湘・5・・月・2日

ミ。臨。。、2。，月，、臥。。、．。．て。。、た。　　i．

馨◎○踏G，1驚ハ○藍二、ゆ鎚ぐ　○漁OG述｝龍（ぞ露》∴：

　（事故事例と安全指針の内容について）話

合う。内容は、毎年訪船票を作成して実施

　している。

4．船上教育・訓練

　船長が乗組員に対して、防火・救命・安

全設備に対する訂CW条約やSOLAS条約に

基づく、船員の習熟訓練。基本安全訓練お

　よび教育のための最小限の要件、安全設備

　の配．置、使用法の習熟が中心で、ISMでも規

　定され、労安則などにも決まっている内容。

　具体的には、シンボルマークの説明、非

常の場合の各自の取るべき行動内容、非常

　呼集場所の配置、脱出経路、保護具や安全

設備の着脱などの使用法などの習熟訓練お

　よび教育訓練の実施とその評価を含めた記

　録を残しています。

　　【資料1－2】

　　　　　　　　　　　OF
　　　　ENWKON嘔NT舳㎜AG㎜NTS路㎜田O「ST貼TION

　l一…・一
　差　N皿eofCm四＝齪HT囎C。・・m）・
　，　A仙鰯　＝搬ぬo皿eU蜘w舳。・鋤曲．恥k・。・
　塁　、四㎞　、。。、卿、、E9，δ，。、Q、、D。、，L99、

　　き　　　質nSBTOCER皿FY冗斑伽E皿v匪疋。ロロen監aiN皿臼玉om叩しS脚or

　｛　監錨序盤糠四周畿罵識膿濃
　｝己　　。。23May2000．

　1盤㌫鍵濫織齢懸盤鶴野　l
　l　b，血s㈱　　　　　　　　　　　ii
　謬　團・・恥・，…23血，年…　　　　　　　　き
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3．環境安全管理制度の特長

　「安全・環境保護方針の確立」

　安全運航と環境保全という社会的責任を果た

していく当社の決意を「環境方針」として当時

過去11年間の事例を分析した上で改めて明文化

しました。【1999年12月8日初版　資料2参照】

「各種マニュアルの整備」

　国際条約や法規制の遵守はもとより、民間の

海事団体の定める規約や指針等にも十分に配慮

した上で、当社が永年培ってきた安全運航およ

び環境保全に関するマニュアル類、会社規定な

どを統合し、「環境安全管理マニュアル」「手順

書」および「環境記録」を策定、実施、改善を

継続しています。改版は既に8回を数え、内容

の変更は文言まで含めると数え切れません、

「環境安全管理マニュアル」

　運航管理業務に関する船陸の組織とその業務

およびそれぞれの組織の責任と権限を明確に文

書化したものです。

　更に「環境マネージメントプログラム」を本

船主体に全員から環境側面の提出を受けて構築

し、過去3年間継続的改善を図っています。

「環境安全管理組織について」

　本船と陸上組織が円滑に行われるように、制

度の運用（運航業務に関わる業務の実行、維持

および監視、検証）の責任者を明確にすると共

に、本船との連絡／管理系統を一元化しました。

「緊急対応」

　関係者全員に携帯電話を常時携帯させ、休日

・夜間（24時間〉の緊急連絡ルートを確保し、

即応可能な体制として、維持、実行しています。

【資料2】

環境方針

旭タンカー株式会社の内航船船舶薗理郡門は、船舶の運航において環境の冤巽性を紐識し、

関係する滴・陸従業員念員夢語のもとにISQ14001　〔1SS6｝に碁づ（琉墳マネジ

メントシステムを構漿し、次の環頃方叶に基づき環境保金活動の撹避ならびに椎蹄向上に努

める．

1、船紬の安全運航に関わる環境県金行勤のうち、次の項目を環頃保全の鱗重要テーマとし．

　環瞳目標を定めて実施する．

　【11海洋汚染を予勝・防止する

　〔2P大銀汚染を予防・防止する

　｛3）廉棄拘汚染を予防・防止及び低践する

　〔4｝エネルギーの低蕨を図る

　〔5〕船員の健康・衛生管理壱充罪させ，船舶g）安全運航を達成すると共に船内環境影

　　響の促海を図る

2．環壌に閲廉する法律・規則及び組臣力咽窟するその他の薯求事項を澄守する．

3．環境保全体割の維詩・改勘を廻綬的に展聞する．

4．船舶の蜜全運航において、環境目引灰び塚堤目標を異体的に置定し．毎年一回思境目標

　の遣成択況をFF価し．見直しを行なう．

5．環境方趾は開係者坐員に周短するとともに、必要な教育訓練を謎続的に行なう．

6．環境方腎を公闘し．社会への覆境保全活動に貢献す壱．

1999年】2月δ目制定

二二蓑＿圭必
　　　　　　立石　価義

4，安全運航と環境保全の大きな成果

　2000年5月23日　ISO14001取目時社長であっ

た立石現会長の言葉。「この証書を今後にどう生

鱒⑱憩翻曾趨罎愚働融醗⑲㊥㊥⑪㊤◎⑯㊤oの（肇。鈴融㊤曝静＄⑩頓融＠㊤ゆΦ勲⑪⑪¢㊤o

かすかが問題であり、新造船に生かす事はもと

より、継続的改善を続けて不可能に挑戦を続け

て行く。」を検証してみよう，

　1）海洋汚染を予防・防止する。

　　・無事故運動一1993年10月1日より現在

　　　まで足掛け10年間海洋汚染・火災発生事

　　　故ゼロ。

　　・旭蓬丸　3，55ユG／T、4，999DバV　2001年3

　　　月27日就航

　　　ダブルハル船であり、万一・の場合でも海

　　　洋汚染事故を未然に防止。内航船では現

　　　在公式発表されている唯一の船。黒増築

　　　としての内航ダブルハル船は画期的。

　　※　外航社船は1988年3月就航のあけぼの

　　　丸以降、あかつき丸、あさしお丸、AKE一
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　BONOはダブルハル船。

2＞大気汚染を予防・防止する。

　・オゾン層の破壊対策

　ハロン対策　　日本　1993年末　製造禁

　　止（消火）

　　フロン対策一日遅　1995年末　製造禁

　　止（冷凍庫）

　　全船過去3ヶ年間使用量ゼロ

　・NOx低減技術採用船。

　　旭田丸　850G／T、1，892D／W　2000年12月

　　　　　　8日　就航

　　旭蓬丸　3，551G／T、4，999D／W　2001年3

　　　　　　月27日　就航

　　旭竜丸　3，551G／T、4，999D／W　2001年10

　　　　　　月19日　就航

　　外航あさしお丸28，480G／T、46，986

　　　　　　D／W　エ998年6月19日　就航

　　　　　AKEBONO　28，099G／T　46，001

　　　　　　D／W　2002年8月　就航

　。焼却炉によるダイオキシン対策船

　　旭蓬丸

　　旭竜丸

3）廃棄物汚染を予防・防止する

　　廃棄物の分別回収・処理出来ないものは

　陸揚げ一陸揚量は目標の9G％

　　焼却量は減少してきている（約80％〉

　　船用品等の梱包材のリターン、リサイク

　ルが3年目で徹底して来た。

4）エネルギーの低減を図る

　　燃料油の使用量は稼働率が予定より上昇

　した為、目標値より増大したが実際には減

　速運転等で消費率は減少している。

　コピー用紙・消耗品使用は80％に減少した。

5）船員の健康

　　船員の健康と燃料消費が競合する場合、

入災防止に主力を置いた。（例：経済速力で

揚地に到着して休むか、最低速力で現地揚

荷時間に到着して直ちに働くか、の場合、

休む事を優先した。）

　これら全て、社員が自分達の問題として、継

続的改善を図ってきていますが、システムと要

員が、計画（Plan）運用（Do）検証（Check）見直

し（Action）を通じて、経営資源（人、物、金、情

報）、個人の責任、全て計画通り運用する事で一

致していなければ目標の達成は実現できません。

　当社では「神頼み」や出資者、顧客、従業員、

社会に「反応する」だけでなく、利害関係者に

対して先手を打つ「先手一行動」型に」．ヒまる事

なく「革新的」に状況に挑戦して、組織全体と

して結果の改善に、重大な、劇的なステップを

可能とする新しい道筋を、全員が常に探してお

り、改善を始め、価値を付加する手段として環

境マネージメント規格の要求事項を活用してい

ます、

　その結果として、前述の如く内航部門は大き

な成果を上げてきていますが、外航部門も同様

に、支配下船約20隻は、全壊社の検船に合格し

ています。また、外航和船2隻（あさしお丸、

あかつき丸）は毎年、海上保安庁、港湾局など

から表彰される等、ISO9001を十分に活用してい

ます。

　当社は内航グループ所属船（総勢約60隻）へ

の技術支援を実施して、任意ISM取得会社は、

2003年4月現在13社19隻（約30％）油社検船当職

は46隻（約70％）ですが、自社のISO14001のみ

ならず、グループ船を含めてもまだまだ改善す

べき問題点はあると思います。

　しかしながら、内・外航ともに環境保全に挑

戦を続けていこうとする姿勢は、立石会長、回
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【ご参考】

　　　　r船舶の安全運航と環境保全に関する

　　　　　　　　　　理念と方針』

L，品質及び安全・震撹保護方針　　　　　　　　　1

旭タンカー抹式会社は、船舶の安全運腕臣び環配保霞を確俣するために．当社の国際銃湊に咲事する

オイルタンカーの管堤案陥を行うにあたり．衡主又は用田のニーズに対し，億頼性の篇いサービス

が罷供で書ることこそ理念に，陞上激醐上馬菓員が一丸となり．鰐壌事項を遵守し、彙鋳を勅果的

且つ確実に迷行す石こととして，本力断を策定した．

旭タ≧カー株式会社　「品質及び安全・環境保霞方爾

　　人と船と貨物の安全を守り、

　　地球環境を保腰するために

当社は　臼自分の船は自分で守ろう自分淫のために”

　　をスローガンに，全力で取り粗みます．

この方針を遼氏するために、当社は・「国賦戸山管理コード」及び山509001＝2ゆ00」の国脈現格灰び画

求峯項に田倉した安眠管理システムを甲立し．モの錨掃・八戸藍はかる．

私は、安全管理システムの運営に対し金賢任を負い、陸上関係窃暑に従事する管歪ぴに梅上の船長長び

票億貝郡品双及び繋全管理システム慨客蛋鄭項産含む〕艮び園漣する国際呉約，旗匡法脅、嵜潤掴

泣令簿に遭台した鎚諮を趣行し、かつ鉦年4月に1割亜営方軒書〔組漸部日においては画門方針書，を贋

定し．実執ることにより顕芒況鍍を高めることを要諫する，

又，11嘔買翼び安全管理システム」の実爲状配勿畠質日標の般足及びレヒューの砕紐3漂累事田への

遼告及びQMSの脊功性の継鏡的改魯をr続営者による見直し衰議」で．必要に竃じてシステムの齎的

．改曽を図る．

この万競は．システムに関係する饅甜激び陸上の園係雪金員の伝淫．醐．実施，経持されることを　L
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問社長以下全社粧いずれも他社には負けないも

のがあると自負しています。

5．今篠の対応

　世界は大変なスピードで変化し続けています。

CO　2排出権取引、環境関連税制、環境格付け、

社会貢献、㎜OL付属書IVの発効に伴う2003

年9月27日からの汚水に関する規制の開始、テ

ロに対するCSO（会社保安職員）等の要件が2004

年7月玉日よりの発効すること等々。

　時代の変化を感じ取り、前向きに社会的責任

を果たして行く企業であり続けなければなりま

せん。

　2000年5月23日工SO14001取得時の社長であっ

た立石現会長の挨拶のむすび部分を紹介します。

　「船舶の安全運航、それは全社が一丸となって

果たさねばならない課題です。

　私どもは同じ船に乗り合わせた運命共同体と

して、企業を守り育て次代に引き継がねばなら

ないと考えておりますが、同時に、関係先の皆

様から付き合って良かったと思われる企業であ

り続けたいと念願しております。」

　この言葉を社員一人一人が、自分の問題とし

て真剣に受け止め、今後とも地球環境保全に努

めていきたいと考えております。
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　　　　　　　　　PR用パンフレット

「めざせ！船のエキスパート」の発行について

　この度、当協会では、日本人船員（外航船職員）の

確保・育成を目的に、船員の仕事を一般の方々に分か

り易く紹介したPR用パンフレット「めざせ1船のエキ

スパート」を発行いたしました。近年、海事技術者と

して、海上勤務と陸上勤務を交互に行うことが一般的

となっている船員の生活を紹介し、平成7年に刊行し

た「めざせ！海のエキスパート」を全面的に改訂した

ものです。当協会ホームページ（http：〃wwwjsanet

orjp）から見ることもできます。

　本パンフレットをご希望の方は、広報室（TEL；03－

3264－7181、FAX二〇3－5226－9166、　BMAIL：pub－o丘ice

＠lsanet．or．lp）までお問い合わせください。
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ジョン・プレスコット

　私の友人でLondon　Metropolitan　Universityの

マッコンヴィル教授の主催するセミナーに招か

れました。とはいっても講演に招かれたわけで

はなくセミナーとその晩餐会に招かれたわけで

す。セミナーはマッコンヴィル教授が編集長を

務める海運経済の専門誌「Maritime　Pollcγ＆

Management」発刊30周年を記念して行なわれま

した。この雑誌は季刊誌でやはり英国を中心と

する研究発表が多いのですが、編集委員の地域

顧問として一・橋大学の名誉教授である地田先生

も名前を連らねて居られます。最新号を見ます

とノルウェー海運の国際競争力についての考察

や荷主の立場からみた港湾の選択など実務に即

し、かつアカデミックな風味もある面白い記事

が並んでいます。時折日本からの論文も見かけ

ますが、韓国や中国人の論文も多くここでも中

国の元気のよさを見せ付けられます。

　この記念セミナーはテームズ川のタワーブリ

ッジを臨むタワーホテルで「Intemational　Mari－

time　Policy　Conference」と題して開催されまし

た。内容はこの雑誌と同様、海運のみならず海

洋環境保護、港湾や船員の教育訓練など幅広く

扱ったものでした。日本からは東京商船大学の

渡辺先生がコンテナのインターモダル輸送が港

湾地域に及ぼす大気汚染（二酸化炭素）の問題

を清水港の調査を通じて発表されたもので、具

体的な数値が挙げられたところがら参加者の興

味を惹き多くの質問がありました。

　セミナー自体は出席者が50～60人程度で割合

とこじんまりとしたものですが、特別講師や来

賓に有名人が来ておりました。これは英国下院

の運輸特別委員会の顧問を長年務め、またごく

最近設置された下院の内航問題の作業部会の委

員長を務める事になったマッコンヴィル教授の

顔の広さのせいでしょう。BIMCOの会長や米国

運輸省海事局局長のシューベルト船長、IMO

のオニール事務局長、英国下院の運輸特別委員

会委員長のダンウッディ女史、そして極めつけ

は英国の副首相のジョン・プレスコットです。

　ジョン・プレスコットは、商船のトン数標準

税制を導入した副首相兼運輸大臣として日本の

海運界では一部の人に知．られているかも知れま

せんが、国際的にはあまり知られていないでし

ょう。しかし英国では有名人で何かと話題の多

い政治家です。2001年の総選挙で全国遊説のた

め会場に向う際に労働党政権に裏切られたと言

う農夫から至近距離で卵をぶっけられ．ましたが、

振り向きざまにその農夫に右フックを浴びせる

事件がありました。この場面はTVで繰り返し放

映されましたが、鋭い反射神経とそれは見事な

身のこなしでした。この事件で彼の政治生命を

危ぶむ声もあったのですか、結果的には正当防

衛として認められ、それどころか、この後の各

種の世論調査では人気が上昇したというから運

の強い入です。

　彼が晩餐会に主賓として招かれ相当長いスピ
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盛轟

〈ジョン・プレスコット氏

一チを行なったのは、彼自身が船員出身でスー

パー運輸大臣として英国の海運政策の策定をリ

ードし、トン数標準税制を導入し、また1980年

の秋、日本の南方海上で台風の為、沈没した英

国のバルク・キャリアー“ダーヴィーシャー”

号の調査再開を命じ、この調査結果を基づきバ

ルク・キャリアーの安全対策をIMOに提案する

など労働党政権になってからの海運政策は全て

彼の指示の下に行なわれたと言っても過言でな

く、それだけ海運とつながりが深いわけであり

ます。さらにジョン・プレスコットとマッコン

ヴィル教授とはオックスフォード大学の同級生

でもありました。

　インターネットに乗っているジョン・プレス

コットの経歴を見ると、1938年にウェールズに

生まれ、義務教育を終えると15才で見習いシェ

フとして働き始め、その後どのような経過かは

知りませんが、商船の給仕として働きます。名

門であるキュナードの客船に乗っていた事もあ

るそうです。船員として8年ほど働き、その後

オクッスフオードのラスキン・カレッジで学び

ます。この時代にマッコンヴィル教授と机を並

べたとの事で二人とも船乗り出身ですから特に

気が合ったのでしょう。彼はさらにハル大学で

政治・経済を学び学位をとり、全国海員組合の

職員を経て国会議員となります。

　スピーチに先立ち経歴を紹介されると開ロー

番、やはり晩餐はサーヴするよりはサーヴされ

る方が気楽でいいと豪快に軽口を飛ばしました。

いかつい顔に丸太棒のような腕、バレル・チェス

トという言い方がありますが、それそのままの

ような分厚い胸板で、客としてもサーヴされる

よりどこかに座っていてもらった方が気楽です。

　彼は労働党の海運政策について述べ、トン数

標準税制について語り、この税制の成果により

船舶職員の練習生が増えすぎたという一部船主

の懸念に対しては、英国海運とロンドンの海事

関連産業はそれらを吸収する余力は十二分にあ

るはずだとかわしました。続いてマッコンヴィ

ル教授との仲にふれカレッジ時代、宿題のエッ

セーでどちらかかが相手のエッセーを丸写しに

し、指導教授に問い詰められたが、船乗り伸間

の固い結束を守り最後まで口を割らず何とか二

人とも無罪放免となったと笑っていました。

　最後にRed　Ensign（英国商船旗）を守る為に

は労働党政権は何でもすると公約し、大きな拍

手を浴びてスピーチを終えました。

　ジョン・プレスコットの英語は閉りが少なく

聞きやすいのですが、あまりに口調滑らかでま

さに立て板に水を流すごとく、あまりの速さに

内容を理解しついて行くのは大変です。彼のイ

ンタヴューにしろスピーチにしろどんな難しい

事柄でも質問でも、言いよどむとか言い直す事

は全く無くしかも首尾一貫しそれは見事なもの

です。やはり一種の才能なのでしょう。

　ジョン・プレスコットの伝記はすでに数年前

に出版されていますが、彼のスピーチを身近で

聞いてあらためて労働党政権での活躍振りをも

描いた伝記が出版されたならぜひ読んでみたい

と思、いました。

　　　　　　（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）
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エンジニアの歳時記

　2回目の陸上勤務となり早半年、海上職が染み付いた身

には今更ながら陸上での季節の移り変わりの早さに驚かされ

ている。前回の陸上勤務は、地下鉄通勤だったので季節感は

あまり感じられなかったのだが、現在は東海道線で通勤を行

っており、その途上車窓から見える風景には毎日身を癒され

ている。秋は大磯丘陵を彩る紅葉、やがて冬となりその丘陵

の合間より澄んだ大気を通して、青陵の丹沢山系が冠雪をい

ただいた姿を現す。

　駅までの道すがら、金木犀の匂いを嗅ぐようになるとやが

て沿線には梅が咲き始め、続いて木蓮、桜、ツツジと花のオン

パレードが始まり、若葉が映える頃には初夏の予感を感じさ

せられる。

　車内を見渡せば、皆がある日を境にまるで申し合わせたよ

うにコートを脱ぎだし、気がつけばコートを着ている人が皆無

となり、花粉症対策のマスクを着用している人たちがちらほら

と目立ち始める。もっともその風景も電車がオフィスのある横

▲東海道線沿線風景



新躰石油タンか株式会社加藤健次
一等機関士

浜につく頃にはすべて新聞の壁となってしまうのだが。

　タンカー会社であるので、航路は当然、中近東、ア

ジア方面でしかないのだが、入にその事を話すと当

たり苗のように「じゃあ船に乗っている時はいつでも

夏なんですね。」と言われる。たしかに、ただでさえ

暑い中東航路で一日の大半を機関室で過ごしてい

ると、そんな風に感じれられるのも当たり前だと

思うが、しかし機関室にも四季は来るのである。

もっとも先に述べた四季のような姿ではないのだ

けれども。

　マラッカ通狭中、機関室に焼畑の焦げ臭い匂

いが広がると、春の訪れを感じさせられる。この

後、夏までマラッカはじめじめとした多湿の季節

となり、下着まで汗でぐっしょりとなってしまう。イン

ド洋に出て激しいうねりや横揺れが始まると夏の

訪れを感じ、普段は陽気なクルー達も横揺れに

よる不眠でとたんに無口になってしまう。ペルシ

ャ湾に入ると初夏は多湿で、機関室に入ってもの

の1分としないうちに汗が吹き出るが、本格的な

夏を迎えると、汗がその場で蒸発してしまう為、

少しは働きやすくなるのだが水分補給を怠ると

大事になってしまう。やがて緯度の高い所より順

次涼しくなっていくと秋の訪れを感じ、クルー達

の動きも次第に活発化してくる。帰路マップカを

　　　　　　　　　　　　　　し　け
抜けて、南シナ海を北上する時、時化出すと冬

の訪れを感じ、甲板上の作業は内地入港圭日ぐ

らい前まで一切出来なくなってしまう。

　このように乏しい季節感ではあるが、機関室にも確

実に四季は到来すのである。しかしながら入港後、機

関室よりデッキ上に上がってきて見る内地の四季の風

景はやはり感慨ひとしおである事は言うまでもない。

今回、陸上勤務でこの四季全てを楽しむことのできる

機会が出来たことを大切にしたいと思う。

▲OMAN、　FAHAL港、夏の夕暮れ
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▲原油タンカーのデッキ上
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船会社の仲間たち 臨

．第⑤
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今回、登場して頂くのは

　　　　　太平洋汽船（株）総務部総務課

　　　　　総務課長

蓮見一郎さん（50歳）です。

回

1，所属部署の業務は主にどの

ようなものなのでしょうか？

3　御社の自1慢といえば？

　会社設立以来、荷主の皆様の

負託に応えるべく低廉で安定し

ヨ

　当社および子会社の役員会議

に関する業務および陸上社員に

係る人事・給与、社会保険等の

福利厚生、出張旅費等総務関係

事務一般を担当しています。
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4，今後チャレンジしてみたい

仕事について教えて下さい。『～

　社員の皆さんがその能力を十

二分に発揮できる組織づくり、

「この会社に入って良かった」

と言える制度面を含めた職場環

境づくりに知恵を絞ってみたい。

2　これまでの会社生活の中で

一番の思い出といえば…？

　昭和61年から平成4年までの

約6年間北海道で当社関係会社

が所有していた温泉ホテルでフ

ロント業務からお膠様のバス送

迎まで様々な接客業務を経験し
たこと。』

太平洋汽船㈱の事業概要

　昭和31年、長期に安定した堅実な経営を基本方

針とした専用船経営会社として設立、以来、昭和

電工、日本冶金工業、東北電力、太平洋セメント

等の荷主各社との提携の下、ボーキサイト、ニッ

ケル鉱石、石炭、セメント等の原材料の長期安定

輸送に従事している。
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CON’『ACT　US⑥

事務局紹介 国際企画室
TEL：03－264－7180　FAX：03－3262－4757　E－MAIL：int＠lsanet，o「．lp

業務内容について

　国際企画室は、政策委員会の事務局（企画調整部と共管）として、主に国際幹事会に係わる事項を

扱っています。当室主管業務のうち、最近本誌に掲載された記事は以下の通りです。

　・外航船社間協定に対する独占禁止法適用除外制度（本誌2003年5月号P．8および本号P，14）

　・アジア船主フォーラム（ASF）総会に係わる事項（本誌2002年6月号P．7）、　ASFシッビング・

　　エコノミックス・レビュー委員会の事務局（本誌2003年4月号P．6など）

　・テロ防止のためのコンテナ保安対策（本誌2002年12月号P．29）

　・WTO海運自由化交渉への対応（本誌2002年3月号P．16）

　・OECDにおける海運問題（本誌2003年2月号P．2）

　・二国間の海運問題（日本／ノルウェー海運円卓会合本号P．16）

国際企画室トピック

　2003年5月11日～14日、兵庫県淡路島において、ics／ISF年次総会を当協会がホスト。当室が全般窓

口となって対応しました。（P．2海運ニュース国際会議レポート参照）

《国際企画室：ス汐ツフ紹介》

写真左より

山上　寛之（書　記）

　独禁法適用除外問題、欧州関連事項、OECD

　関連事項などを担当。

笠原　永子（主　任）

　ASFを含むアジア関連事項、庶務全般を担当。

園田　裕一（室　長）

　2003年1月より、OECDの民間諮問機関であ
　るBIACの海運委員会（MTC）副委員長も務
　める。

石川　　尚（課　長）

　事務総括。主にWTO、アメリカ関連事項を担
　当。

伊藤　正幸（課長代理）

　課長補佐全般。2003年4月、欧州±也区事務局

　（ロンドン）より帰任。
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2003年

8国土交通省は、国内港湾のセキュリティー

日強化策などについて検討する港湾保安対策

　検討会（座長：村田進大臣官房技術参事官）

　の初会合を開催し、検討会の目的等を了承

　した。

g交通政策審議会（会長：奥田碩日本経団連
日会長）の第5回海事分科会（同＝千速四日

　本鉄鋼連盟会長）が東京で開催され、4月

　　1日に発足した海上保安庁交通部の今後の

　政策について答申した。

12タンカーによる油濁損害に対する補償を行

～っている国際画調補償基金に新たな追加基

16金を設立するための外交会議が、ロンドン
日で開催され、同基金設立のための議定書が

　採択された。

　　（P．5海運ニュース参照）

111CS／ISF2003年総会が兵庫県淡路島で開催

～された・

13（P．2海運ニュース参照）
日

15海外で日本人が被害者となった犯罪の外国

日人被疑者に対し日本刑法を適用するための

　刑法の一部改正案が衆議院本会議で可決、

　参議院へ送付された。

16海運大手3社の2003年3月期決算が出揃っ
日た。これによると船舶燃料油の高値推移が

　　損益圧迫要因になったものの、経費削減効

　　果や下期以降の不定期船・タンカー市況回

32轡せんきょう∫量伽ε2θ03

　復に加え、定期船のコンテナ荷動き好調も

　あり、連結経常利益は従来予想と比べ増額
　　した。

16第7回シップリサイクル連絡協議会が海運

日ビルで開催され、IMO第49回MEPCへのわ

　が国の対応を含む国内外での船舶リサイク

　ルに係る検討状況や平成15年度で期限切れ

　　を迎える解撤助成金等について意見交換を

　行った。

19国際船舶制度に係る施策の具体化のための

日検討・施策立ち上がり後のフォローアップ

　　を行うための官労使参加による検討会の第

　　2回会合を開催した。

26当協会とノルウェー船主協会は、東京で海
日乗円卓会議を開催した。

　　（P．16海運ニュース参照）

26国土交通省は、主要5港（東京、横浜、名

日古屋、大阪、神戸）の平成14年10月分の実

　　績を発表した。これによると同月の入港船

　　は16，276隻〔前年同月比4．5％減）、7，347万

　　総トン（同9．0％減）であり、そのうち外航

　　は、3，353隻（同3．1％減）、5，517万総トン

　　（同11．8％減）、内航は12，923隻（同4．9％減）、

　　1，829万総トン（同0．6％増）であった。

27国土交通省は、内航船乗組み制度検討会の

日内航貨物部会第7回会合（座長1野川賑賑

　　京学芸大学教授）を開催し、中田報告をま

　　とめた。これによると、船員法関連で船員

　　の労働時間について現行の1日8時間・基

　　準労働時間は週平均40時間を維持すること

　　などが盛り込まれた。

281MO第77回海上安全委員会（MSC77）がロ
邑・ド・で醍された．

百
日

2g国土交通省、平成15年3月分の造船41工場
日の鋼船建造実績を発表した。これによると

　　起工は16隻68万6千G／T、竣工は24隻104

　　万5千G／Tであった。そのうち国内船の起

　　工は3隻1万4千G／T、竣工は4隻1万4
　　千G／Tであった。

30国土交通省は、第6回造船産業競争戦略会
日議を開催し、報告書（案）について検討し

　　た。



5月の定例理事会の模様

（5月21日、日本船主協会役員会議室にて開催）

　　　　総務委員会報告事項

1．当協会活動に関するアンケート調査につい
　て

2．ビデオ「日本の海運」・コンクール入賞につ

　いて

　　　　政策委員会報告事項

1．ICS／ISF2003年総会について
　（P．2海運ニュース国際会議レポート参照）
2．日本／ノルウェー海運会合の開催について
　（P．ユ6海運ニュース内外情報参照）

3．EUにおける独禁法適用除外制度の見直しに
　ついて
　（P．14海運ニュース内外情報参照）

4．国際船舶制度のその後の動きについて
5．第3回海運セミナー（6／12開催）について

　　　法務保険委員会報告事項

1．IMO第86図法律委員会の模様について
　（P．7海運ニュース国際会議レポート参照）
2．追加基金設立外交会議の結果について
　（P．5海運ニュース国際会議レポート参照）

　　　　労務委員会報告事項

1．船員の身分証明に関するILO（第108号）条
　約の改正について

　　　　タンカー部会報告事項

1．IMO等におけるシングルハルタンカー規制
　問．題について

　（P．1Q海運ニュース内外情報参照）

2．船舶のアクセス設備について

　　　　　　近海内航部会

1．近海内航に関連する最近の問題について

外航船舶解撤促進特別委員会報告事項

1．第3回シップリサイクル検討委員会について
2．第7回シップリサイクル連絡協議会について

　　環境対策特別委員会報告事項

1．第3回「海洋環境シンポジウム」の模様に

　ついて
（本誌2003年5月号P．10参照）

2．第3回「環境セミナー」の開催について

　　　　　公布法令（5月）

㊧　港湾法等の一部を改正する法律
　　（法律第41号、平成15年5月16日公布、平成ユ5

　　年5月16日施行）
⑫　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
　　施行令の一部を改正する政令
　　（政令第223号、平成玉5年5月14日公布、平成

　　15年10月ユ日施行）

＠　港湾法施行令及び都市再生特別措置法施行
　　令の一部を改正する政令
　　（政令第226号、平成15年5月16日公布、平成
　　15年5月16日施行）
㊨　遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の
　　一部を改正する省令
　　（農林水産省令第48号、平成15年5月12日公
　　布、平成15年6月1日施行）
㊨　港湾法施行規則の一部を改正する省令
　　（国土交通省令第67号、平成15年5月16日公
　　布、平成15年5月16日施行）
㊨　教育職員免許法施行法施行規則の一部を改
　　正する省令
　　（文部科学省令第34号、平成15年5月29日公
　　布、平成15年6月1日施行）
㊨電気事業法の規定に基づく主任技術者の資
　　格等に関する省令の一部を改正する省令
　　（経済産業省令第67号、平成15年5月30日公
　　布、平成15年6月1日施行）
㊨　小型船舶安全規則及び船舶安全法施行規則
　　の一部を改正する省令
　　（国土交通省令第七十二号、平成15年5月30
　　日公布、平成15年6月1日施行）

　　　　国際会議の予定（7月）

玉MO第49回航行安全小委員会（NA▽49）

　　6月30日～7月4日　ロンドン
ILO海事統合条約第3回政労使三者構成ハイレベ
ルワーキンググループ会合

　　6月30日～7月4日　ジュネーブ
ILO合同海事委員会
　　7月5日～8日　　　ジュネーブ
IMO第49回海洋環境保護委員会（MEPC49＞
　7月14日～18日　　　　ロンドン

ぜんきよう∫観g2003§33



「海運統計要覧2003年版」の発行のお知らせ

　当協会では1970年より毎年、内外の船腹統計を初

め、造船、海上荷動き量と市況、港湾、船員、内航

海運などの海事関連統計を中心に、主要関連産業や

一般経済指標等も含めて幅広く収録した「海運統計

要覧」を作成し、海運関係者を初め、一般の方々に

もご利用頂いています。

　今般、最新のデータを盛り込んだ2003年版（全383

ページ）を刊行いたしましたので、ご案内申し上げ

ます。内容は下記の通りです。

　なお、本書は1．部1，000円（税込み。送料は別途申し

受けます）にて実費頒布致しますので、購入をご希

望の方は当協会事務局にお越しいただくか、あるい

は以下の事項をファックス等でご連絡いただければ、

要覧本誌と銀行振込先を明記した請求書（送料込み

の金額）をお送りいたします。

海運統計要覧
2003

日本船主協会

（こ連絡願いたい事項）

①部数、②ご氏名、③ご送付先、④お電話番号、⑤請求先名（ご指定あれば）

なお、送料は1部の場合、冊子小包郵便物扱いで210円（平成15年4月現在の料金）です。

［目　次j

I．船　　腹（世界船腹、日本船腹）

H，船舶の建造と消失（世界／日本の商船建造量他）

皿．海上荷動と海運市況（主要品目別荷動、運賃等指数）

1▽，輸送活動（わが国外航商船隊の船腹、輸送活動）

V，コンテナ輸送（世界のコンテナ船船腹量、建造・喪失）

W，企業財務（外航海運企業の経営概況他）

田，海運対策（各国の海運強化策、海運税制他）

皿，内航海運（内航船の船種別船腹構成、内航貨物輸送他）

IX，港湾関係（わが国港湾の入港船舶量、海上出入貨物量他）

X．船員関係（わが国船員数の推移、商船船員教育、福利厚生他）

XI．一般経済（鉱工業生産、金利水準、輸出入貿易の地域別動向他）

湿．関連産業の動向（鉄鋼、エネルギー、石油、石炭等の生産量、需給動向）

付・資料（戦後海運年表、海運日誌（2001～2002年、距離表）
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．）

贈

1

「　、x醤　　馳撒　蒙　駅　　L　麟

わが国貿易額の推移

訟磁

（単位　10億円）

輸　出 輸　入
前年比・前年同期比〔殉

年　月
（FOB） （CIF）

入㈲出超
輸　出 輸　入

1985 41，956 31，D85 10，870 4．0 ▲　　3．8

1990
41，457 33，855 7，601 9．6 16．8

1995 41，530 31，548 9，982 2．6 12．3

2000 51，654 40，938 10，715 8．6 16．1

2001 48，979 42，415 6，563 ▲　　5，2 3．6

2002 56，066 45，471 10，593 14．4 7．2

2002年4月 4，402 3，567
835 1．7 ▲　　2．8

5
4，152 3，534

618 8．8 ▲　　5，5
6

4，430 3，208 1，222 7．1 ▲　　5。1
7

4，397 3，647
750 8．9 0．7

8
4，068 3，426

642 6．2 ▲　　2．7

9
4，450 3，396 1，054 6．9 8．8

10
4，650 3，756

894
14．1 4．0

11
4，640 3，749

891
19．3 10．3

12 4，563 3，771
792

15．2 14．2

2003年1月 3β43 3，740
103

8．0 10．3
2

4β28 3β94
934 7．6 4．5

3
4，807 3，841

966 0．7 9．3

4 4，610 3，771
839

4．8 5．5

（注）　財務省貿易統．計による。

3．不定期船自由市場の成約状況

2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物置場）

年　月 隅平均 最高値 最安値

1990
144．81 124．30 160．10

1995
94．06 80．30 104．25

1998
13Q．89 114．25 ／47．00

1999
113．91 111．28 116．40

2000
107．77 102．50 114．90

2001
121．53 113．85 131．69

2002
125．28 115．92 134．69

2002年5月 126．39 123．96 128．88
6

123．44 119．22 125．67
7

118．08 115．92 120．56
8

1工9．03 116．91 120．82
9

120．49 U7．48 123．44
10

123．88 121．88 125．32
11 121．54． 119．64 122．72
12

122．17 119．37 125．20

2003年1月 118．67 117．83 120．14
2

119．29 117．02 120．81
3

工18．49 116．69 120．81
4

119．82 118．05 120．76
5

112．50 115．21 119．Q6

（単位　千M／T）

区分 航 海 用 船

定期 用船

ム　　計 連続航海
シングル

（品　目 別 内　訳）

口

年次
航　　海

穀物 石炭 鉱石 スクラップ 砂糖 肥料 その他 Trip Pehod

1995 172，642 4，911 167，731 48，775 52，371 57，261 1，526 1，941 5，054
803

154，802 49，061

1997
195，996 2，663 193，333 46，792 67，192 66，551 1，069 3，724 7，312

693 160，468 43，240
1998 186，197 1，712 184，621 41，938 69，301 64，994

836
3，800 2，499 1，280 136，972 24，700

1999
141，321 1，304 150，481 30，686 56，184 57，309

235
3，274 1，709 ／，082 149，734 39，581

2000
146，643 2，182 92，089 26，147 46，549 67，431 ／98 2，185 182

1，551 170，032 45，021

2001 153，824 3，063 135，910 16，789 52，324 72，177
472

3，102
978 914 150，154 38，455

2002　9 7，927
0

7，927
547

3，832 3，065
28 372 27 56 20，061 3，862

10 13，191
13

13，178
LO65 3，926 7，278

40 741 128 0
18，724 4，796

11 10，190
0

10，190
588

4，348 4，685
0 444 125 0

17，304 7，172

12 5，225 o
5，225

474
1，852 2，579

o 245 25 50
14，769 4，715

2003　1 10，807
0

10，807
139

3，685 6，357
0 576 5Q o 16，360 5，289

2
7，946 395

7，551
379

1，882 5，025
33 232 o o

17，095 5，036

3 9，901
65

9，836
581

2，617 6，230
0 377 31 0

16，332 5，598

4
9，882

150
9，732

460
2，291 6，514

20 367 80 0
20，939 10，007

5 8，359 150
8，209

460
3，174 4，130

30 400 0 15 15，936 6，455

（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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穀物〔ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧，

ガルフ／日本

　r

I
！

＼
　　　／

ﾋ

＼＼　＼　　　

ノ

「　　　『 ＼ガルフ／西欧 北米西岸／日本

1998陶 L999 2Doc 即Gヨ 円山 ㎜3

」
5
N
4

40

30
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5

D

（

4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次 2GO／ 2002 2QG3 2001 2002 2003

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

1／8．00　80．00

X2．50　86．00
PD3，00　88．75　　　　　

V5．00　57．00

S1，50　38．50

T5．OD　43．50

U3．15　39，00
X2，00　57，50
W5．00　40．00
S工．00　33，50

S0．50　36，00

50．00　34．75
S2，50　37．50
R7，00　32，00
Q9．50　28．00
U2．00　39．50
R5．00　29，50

T0．00　32．50
@　　35．00

S5，00　34．00
X9．75　40．50

P10，00　62．50
P37，50　　99．0

161．00　102．50
P32．50　6．7．50

P60．00　105，00

P37．50　42．00
P09．50　42．00

100．50　82．50
X2．50　70．OD
X0．00　70，00
W5，00　70．00
U3．50　52．50
S0，00　35．00

T5．00　42．50
T7．50　38．50
W2，50　50．00
V0．00　37．50
R5．OO　32，00
SD．00　35，0D

40．00　35．00
S0．00　36．25
S0，00　30．00
R1．OD　27．50
S8．75　33，00
S2，50　31．00

R8．75　29．50
R2．50　28，00
S2．50　28．OO
U8．50　42．50
V2，50　4．7．50

P05．00　80．00

120．00　75．00
P17．50　65，00
P45．00　85，00
X7．00　45．00
X0，00　50．00

（注）①日本郵船調査グループ資料による。②単位はワールドスケールレート。
　　　もの。　④グラフの値はいずれも最高値。

③いずれも20万D〆W以上の船舶による

戸．

5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位：ドル／トン）

ガルフ／日本 北米西岸／日本 ガルフ／西欧

月次
2002 2003 2002 2003 2002 2003

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

18．85　17，20
^8．60　16，8D
P9．90　18．40
Q2．00　20，00
Q2，00　20，90
奄〟C25　17．95

P8．90　17，60　　　一

@　23．95
Q4．60　24，00
Q4．50　24．00
Q5，50　24．75

27，90　27，25
@　27．40
@　29，75
@　34．00
R2，50　32．00

　　10．75

@　11，00

@　　＝
@　12．25　　　－

P1，90　11，25

@　　＝

@　　＝

@　18．50

＝
＝
一

9．15　　8．88
X．25　　8，00　　　『

P7．00　15．00
@　13，07
P1，35　1D．75

@　　＝

@　　＝

@　　＝

　　　＝

@　　＝

Q0．25　　18，5

（注）①日本郵船調査グループ資料による。

　　③グラフの値はいずれも最高値。
②いずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの。
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6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位 ドル／トン）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ッバロン／日本（鉄鉱石） ッバロン／西欧（鉄鉱石）

月次 20D2 2003 2002 2003 2002 2003

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

一一 一 一 一 6．30　　4．40 9．40　　7．802
一 一 8．50

一 5．15　　4．50 8．80　　6．253
一 一 一 一 　 一4
心 一 一 ｝ 5．50 8．95　　6．755
一 『 一 一 6．85　　4．6Q 9．256
一 『 4．75　　4．60

7
『 一 4．458
一 一 7．909
一 『 9．25　　8．9010
一 一 6．1511
一 一 8．QO　　6．6012
『 一 7．80

（注） ①日本郵船調査グループ資料による。

Bグラフの値はいずれも最高値。
②いずれも8万D〆W以上15万D／W未満の船舶によるもの。

） 7．タンカー運賃指数

タ　　ン　　カ　　一　　運　　賃　　指　　数
月次 2001 2002 2003

VLCC 中型 小型 H・D H・C VLCC 中型 小型 H・D H・C VLCC
中型 小型 H・D H・C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
工
0
1
1
1
2

151．8
P17．2
W6．7
X4．1
W1．4
U0．7

T2．2
T0．8
V3．7
S4．1

R9．4

217．3
Q05．8
P58．4
P71．3
P60．3
P32．3

P14．2
P11．3
P10．7
X8．4

X4．0

346．3
Q30．5
Q38．9
Q72．0
P90．5
P82．8

P30．1
P48．0
P53．6
P36．1

P28．1

277．4
R22．9
Q94．7
Q99．0
Q95．7
Q42．2

Q23．6
Q04．3
Q10．O
P62．8

P40．8

371．0
S00．2
R47．8
Q64．4
Q62．7
Q64．1

Q13．8
Q08．2
P87．1
P91．6

P49．3

39．9

R9．4
R6．0
R6．4
S9．9

S0．1
S4．6
R5．6
S1．0
V3．3

P02．7

86．9

W5．6
X1．3

P05．4
W9．9

X6．8
W3．3
W3．9
W3．3

P07．9
P72．2

126．1

P15．8
P16．6
P43．9
P59．1

P30．2
P31．5
P09．6
P18．1
P37．5
P75．8

165．3

P58．8
P64．2
P94．2
Q04．0

Q00．8
P66．8
P58．3
P53．3
?T4．4
P92．5．

148．1

P49．9
P48．5
P78．8
P77．1

P58．0P7L3
P78．0
P54．9
P73．5
Q07．7

98．6
P33．3
P14．O
P28．6
V9．8

16L9
P80．9
Q24．9
Q40．2
P50．4

165．6
P86．8
Q75．6
Q94．0
Q17．7

266．3
Q67．1
Q90．0
Q90．0
Q00．0

231．3
Q45．6
Q73．4
R28．2
Q94．3

平均 77．4 143．1 196．1 240．0 260．0 48．2 97．8 132．5 173．2 166．2
（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発　　　　　　　　　　　　　　　　行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年／1月に合併）②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり　④VLCC＝15万トン以上　⑰中型＝7万～15万トン　◎小型；3万～7万トン㊤H・Dヨハンディ・ダーティ＝3万5000トン未満　㊨H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。
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用船料指数

貨物船定期用船料指数
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8．貨物船用船料指数

貨物船航海用船料指数 貨物船定期用船料指数目月次 1998 1999 2000 2001 2DO2 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1

189．0 166．Q 190．0 193．0 195．0 216．0 277．0 231．0 222．0 264．0 227．0 330．02
186．0 170．0 191．0 198．0 199．0 216．0 254．0 229．0 231．O 267．0 232．0 344．O3
171．0 169．0 王90．0 195．0 199．0 216．0 260．0 219．0 231．0 260．0 223．0 339．04
173．0 172．O 191．0 200．0 199．0 226．0 262．0 221．O 246．0 258．0 259．0 354．05
173．0 173．0 193．O 206．0 2C17．0 235．0 262．0 238．0 252．O 262．0 229．0 366．O6
175．0 176．0 202．0 205．0 202．0 292．0 238．0 251．0 272．0 244．0

7
167．0 179．O 202．0 204．0 一 266．0 226．0 264．0 267．0 一8
165．0 178．0 203．O 192．0 2（［1．0 210．0 233．0 267．0 253．Q 240．09
164．0 185．0 206．0 193．0 204．0 208．0 238．0 271．O 248．0 244．010
165．0 185．0 207．0 195．0 204．0 222．0 241．0 290．O 249．0 268．011
170．0 195．0 206．0 195．Q 215．0 231．0 254．0 278．0 227．0 345．012
168．0 192．0 200．O 195．0 一 232．0 237．0 267．0 23LQ

一

平均 172．1 178．3 198．4 197．5 168．8 245．5 233．7 255．8 254．8 2Q9．3
（注） ①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル

　　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと玉987年11月に合併〉②航海用船料指数は1965．7～1966．6召100

　　　　197玉置1000

9，係船船腹量の推移

定期用船料指数は

2001 20Q2 2003

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー
隻数千Gπ千月目W 隻数千GIT千D〆W 隻数千G〆T千D〆W 隻数千G〆T千DハV 隻数千G！T千D／W 隻数千G／T千D〆W

1
2
3
4
5
6
　
　
7
8
9
1
0
1
1
／
2

265　　2，354　　2，775

Q59　　2，194　　2，497

Q58　　2，174　　2，489

Q56　2，127　2，463

Q47　2，063　2，379

Q43　2，031　2，341

Q36　　1，837　　2，173

Q48　1，818　2，106

Q43　1，745　2，032

Q37　　1，682　　1，965

Q38　　1，722　　1，996

Q43　1，820　2，147

41　7841，477
R9　　　　739　　1，382

S0　　　971　1，883

R9　6471，203
R8　6451，199
R7　6441，196

R7　6441，196
R5　6191，154
R8　8681，667
R7　8631，661
R8　8641，681
S11，0542，083

242　　1，754　　王，966

Q32　1，714　1，899

Q29　1，728　1，887

Q38　　1，896　　2，061

Q30　1，763　1，946

Q21　1，742　1，936

Q22　　1，678　　1，874

Q23　　1，667　　1，861

Q29　　1，727　　1，927

Q28　　1，682　　1，937

Q25　　1，658　　1，878

Q20　　1レ633　　1，841

40　　　792　1，528

S0　6661，259
S0　6881，305
S2　6921，310
S1　6351，199
S2　6371，202

S3　8321，657
S7　1，475　3，004

S71，5503，155
S81，5623，173
T01，5563，162
S7　1，480　3，000

241　1，859　1，958

Q36　　1，865　　1，911

Q37　　1，770　　1，791

Q32　　1，687　　1，720

43　9051，838
S4　7411，488
S5　　485　940
S4　36王　706

（注）　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。
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海運税制の充実・改善について
　　　　　　　　　　　【海運税制キャンペーン】
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．・編集雑感一

　欧州の熱い02－03サッカーシーズンも終焉を迎え、イタリアではネドベド（チェコ）のユベントスが、

イングランドではニステルロイ（蘭）のマンUが優勝、スペインではロナウド（伯）のレアルマドリ
を押さえてニハト（トルコ）のレアルソシエダが首位を走る。

　欧州クラブチャンピオンズリーグ（CL）決勝は何とイタリア対決、シェフチェンコ（ウクライナ）

のACミランがPK戦の末ユベントスを下し9年振りの優勝、冬のトヨタ杯出場権を獲得しました。
　各国地元のデルピエロ（伊）、ベッカム（英）、ラウル（西）等有名選手も健在ですが、日韓W杯後欧
州サッカー高揚の立て役者の国籍が前述の様に微妙に変化し、中田や中村もその多国籍化に拍車をか

けています。

　最後はビッグクラブが勝ちますが、彼らがリーグで敗れるのを見るのは実に痛快です。

実は、欧州クラブ選手権Cしの放送を見る限り、コンセプトがややぼやけたW杯より遙かに高い次元の
強烈なサッカーが楽しめ、まるで芸術か魔法の様です。一度ご賞味を。

　来年は欧州選手権ユーロ2004が開催され、サッカー世界地図が2006W杯に向けて変化して行く様を追

いかけるのも粋な楽しみ方かも知れません。
　世界は常にサッカーのハイシーズン、選手に休みが少ない分だけファンには楽しみ満載、そんな地　　．戸．

道で目の肥えた熱狂的ファンが増えてこそ」リーグも強くなります。
　頑張れジーコ日本！いっかは世界に追いつこう1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一中央汽船㈱　総務グループ総務チーム長　斉藤嘉明

蝋一一一　　一一 ﾒ集委員名簿・・

第一中央汽船

飯野海運
川崎近海汽船

川崎汽船

日本郵船

商船三井

三光汽船

三洋海運

新担海運
日本船主協会

総務グループ総務チーム長

総務・企画グループ法務・保険チームリーダー

総務部課長

lR・広報グループ情報広報チーム長

調査グルーブ調整チーム長

広報室広報チーム課長兼旧室課長

社長室経営企画課長代理

総務部総務課長

総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー

常務理事総務部長

常務理事海務部長

常務理事企画調整部長

関連業務部長

国際企画室長

船員対策室長

総務部広報室長

斉藤嘉明

鈴木康昭

廣岡　　田

谷　　信彦

山田　喜之

大同英則

遠藤秀己

荒井正樹

森　　　均

鈴木　昭洋

増田　　恵

植村保雄

梅本哲朗

園田　裕一

井上　　晃

高橋幸一郎

一・
沚?ﾌお知らせ（主な予定）一・

日本船主協会第56回通常総会の模様

lMO二刀回海上安全委員会（MSC）の模様

　　　　　　　　　　　　　　　　他

編集後記
　夏至の頃だが、日差しの少ない蒸し暑

い梅雨です。しかも電力不足に対応した

節電のため、いつもの年より汗の多い夏

になるでしょう。風鈴・団扇・水菓子な

ど身の回りに置き、少しでも涼しく、効

率よく誌面作りができるようささやかな

体灘鶴‡論。。。せ、。。問。○

について解説を書いてほしい等、ご意見

ご要望等ありましたら是非お寄せ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ま）
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平成15年6月20日発行　毎月1回20日発行　No．515　昭和47年3月8日第3種郵便物認可1003111認Nα515鼠捻：；i…　　　　　蒸霊懇：　　EUがIMO第49回MEPCにシングル八ルタンカーの規制強化を提案　　一当協会、タンカー部会にて対応方針をまとめる一）　シングル八ルタンカーのフェーズアウト前倒し問題への懸念を確認　　一日本にてICS／ISF2003年総会開催一」．）．、．ゾく　　　　　　ゴ．．4　　争3ジ．、．議毫せんきょうjUNE　2003▲PRビデオr日本の海運』　　　　　　　（ビデオジャケット）日本産業映画・ビデオコンクールで日本経団連会長賞を受賞海洋環境におけるアジア船主の責任日本船主協会副会長株式会社商船三井代表取締役社長【】鈴木邦雄1　　　　　　ヲ《　　一　　　　　　　腎《ノ舅．　＾　，1，シングル八ルタンカーのフェーズアウト前倒し問題への懸念を確認　一日越にてICS／ISF2003年総会開催一2．責任上限額L200億円に、追加基金成立　一追加基金設立外交会議の模様について一3．TAJ【MA号事件に関するわが国からの提案が正式議題に格上げへ　刊MQ第86回法律委員会の模様一F罵　甲　　声一．　圃1．EUがIMO第49回MEPCにシングル八ルタンカーの規制強化を提案　一当協会、タンカー部会にて対応方針をまとめる一2，欧州理事会規則4056／86（同盟規則）見直しに関し、当協会コメント提出　一欧州委員会に対し、外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度維持を求める一3．EiUタンカー規制提案の適正かつ真摯な検討を求める　一日本／ノルウエー海運円卓会合の模様一9一轟∠10旭タンカーの環境保全への対応旭タンカー株式会社環境安全船舶部海務監督【】難波翼19●　・・　雫隙≧弓26　1．覧1．　馨、エンジニアの歳時記新日本石油タンカー株式会社一等機関士【】力口藤健次28［懸紹太平洋汽船株式会社総務部総務課総務課長【】蓮見一郎30●　　・　曝i　O事務局紹介国際企画室31□匹醗二．　　　　　　　　　　　　　39海運税制の充実・改善について【海運税制キャンペーン】海運日誌（5月）32船協だより　　33海運統計編集雑感5034囲み記事・海賊事件増加傾向に一2003年第一四半期IMB海賊レポートから一・PR用パンフレット「めざせ！船のエキスパート」の発行について・「海運統計要覧2003年版」の発行のお知らせ854123．（、．（．噛−田ヨ巻・．臨言．・漕臨・　海洋環境におけるアジア船主の責任1論証幽幽淫薬鈴木邦雄』颪　　　アジアと船舶の関わりは深い。外航船舶の建　　造量は日韓中で世界シェアの大半を占め、運航　　面でもアジアは旺盛な経済活動を反映した物流　　の拠点であり、また日本を始め多くの船主国を　　抱えた海運業の盛んな地域である。そして船舶　　の解撤も、インド・パキスタン・バングラディ　　シュと中国で世界のほとんどが行われている。　　船舶の誕生から活躍、そして終焉までアジアは　　全ての場面での世界の桧舞台である。にもかか　　わらず、アジアの船主は安全運航や船舶の適正　　保守、解撤といった地球環境に直接影響を与え　　ると注目されつつある問題について、国際間の　　話し合いの場で発言が少ないことが指摘されて　　いる。　　　船舶は資材の9割が再利用される優良資源だ一　が、インド洋で行われる解撤作業が安全を軽視　　し環境汚染防止の配慮に欠ける、とやり玉に挙　　げられた事例が誤解され、船舶解撤そのものが　　地球環境に悪影響を及ぼす原因のように報道さ　　れるのは的外れと言わざるを得ない。解撤につ　　いては安全・環境に配慮した国際基準の設定が　　提言され、健全なリサイクルの促進に向けた議　　論が始まっているが、設定される基準が厳格す　　ぎると、解撤の実行は困難となり、世界中の海に廃棄船舶がさらされ、より深刻な海洋環境汚染が懸念される。また解撤されずに運航を続けるサブ・スタンダード船の増加で、重大な海洋汚染事故の増加も危惧される。現に1998年から解撤船舶の輸出を制限したアメリカでは、増加した係留船舶からの汚染物質の流出が報告されている。リサイクルの促進を妨げずに解撤現場の悲惨な現状改善をはかる、より現実的な基準の設定がアジアのみならず世界の海洋環境保持に求められている。　解撤問題のみならず、安全運航や船舶の保守管理についても、事故防止に対する直接的対応として、理想論に走りがちな欧米の学者や環境団体に対し、実務的な視点で現実的かつ実行可能な基準を提案していくことが、これからの船主が担う役割となろう。解撤基準の設定で、日本船主協会が国土交通省や造船・舶用業界と連携をとり積極的な関与を行っていることは時宜を得た活動と評価されよう。日本船主協会にとって海洋環境の保全の問題をはじめとして外航海運に係るあらゆる分野で、アジア各国の船主協会と歩調を合わぜ、より積極的な貢献を行なっていくことが今後の課題であろう。ぜんきょうヵ〃z62003禽1N匠WsN匠W5−−EW5匿W5霞W馨馨薦護礁1綴醗継纒国際会議レポート　シングル八ルタンカーのフェーズアウト前倒し問題への懸念を確認　一日本にてICS／ISF2003年総会開催一　工CS（国際海運会議所）とISF（国際海運連盟）の2003年総会は、当協会のホストにより兵庫県淡路島（兵庫県立淡路夢舞台国際会議場）で以下の通り開催され、ロルフ・ウェストファルラーセン会長（ノルウェー）をはじめ日米欧などの加盟各船協・関連団体（資料1ご参照）から合計約70名の代表・家族の参加のもと、成功裏に全日程を終了した。　　5月11日（日）ICS理事会　　5月12日（月）ICS総会　　5月13日�戟@ISF理事会・総会　　5月14日�梶@半日観光（姫路城）　当協会からは、ISF副会長として薩長会長他が出席したほか、13日夜に開催された当協会主催Dinnerには、主催者側ホスト役として暗長会長、松永・小林両副会長、太田常任理事らが出席した。　ICSおよびISFの各会合では、シングルハルタンカーのフェーズアウト前倒し問題や海事保安問題、船員の身分証明に関するILO条約問題などについて活発な意見交換が行われた。（詳細は資料2「ICS／ISF日本総会に関するプレスリリース」ご参照）　次回総会は2004年5月に英国にて開催される予定である。　　　　　　　　　（国際企画室）▲℃S／【SF2003年総会2��せんきょうノ観β2003へ．・へ【資料1】lCS／ISF2003年総会　参加国および団体（1）ICS／ISF加盟船主協会　　オーストラリア／キプロス／デンマーク／ドイツ／香港／アイルランド／イタリア／マン島／　　日本／オランダ／ノルウェー／フィリピン／英国／米国�A　参加団体（オブザーバー出席）　　ECSA（欧州船協）　　INTERCARGO（国際乾貨物船主協会）　　脳TE鮒ANKO（国際独立タンカー船主協会）【資料2】ICS／ISF日本総会に関するプレスリリース　　　　　　　　2003年5月玉4日ICS／ISF事務局により英文を発表　　　　　　　　2003年5月16日　　　　　　　　　　訳文を発表日本船主協会ロルフ・ウエストファルーラーセン会長　ICS＊1（国際海運会議所）およびISF＊2（国際海運連盟）は日本船主協会の招きにより、5月11日〜1姻の問、淡路島において年次通常総会を開催した。総会では、ロルフ・ウエストファルーラーセン（Mr．　Rolf　Wes血1−Larsen）会長が議長となり、最近の国際海運問題について議論した。主要点は以下の通り。　プレスティージ事故の影響　ICS総会では、以下を内容とするEU提案について議論が行われた。一シングル・ハル・タンカーのフェーズ・アウトを前倒しすること一重油の欧州諸山への輸送を禁止すること一最近導入されたCAS＊3を船齢15年以上のシングル・ハル・タンカー全てに拡大適用すること　これら提案の裏には政治的な推進力があることを認識しつつも、ICSメンバーは、つい最近の2001年に採択されたIMOのシングル・ハル・タンカーのフェーズ・アウト規則を（さらに）修正すべきであるとするEUの決定に重大な懸念を表明した。ぜんきようヵ4解2003�R3　総会は、EU加盟国が最近この提案を1MOに提出したことに留意する一一方、非EU加盟国が直面する困難さを強調した。　ウェストファルーラーセン会長は次のように述べた。「総会での議論の中で、われわれはこの問題のグローバルな解決を模索することの重要性を強調した。しかしながら、多くの国々にとっては、提案採択に向けての欧州の圧力に屈するか、はたまた自分達が必要とは思わない法制変更計画を受け入れるか、のジレンマがあることを認識した。」　「ICSは、　MARPOL条約＊4の義務規定に反する地域規制を推進しようとしているEU加盟国の明白な意図を非常に憂慮している。海運業界は、IMOが海運を非常に効率的に統制していることを政策担当者に理解させる必要があるし、もし、IMO規制と矛盾する地域規則が異論なく認められるとしたら、国際社会全体が傷つくこととなる。」　さらに同会長は次のように述べた。「実務レベルでは、シングル・ハル・タンカーのフェーズ・アウトに関するエリカ事故後の一尉のIMO規則は、世界経済への石油供給に対する徹底した経済的影響評価に基づいたものである。IMOは新たに専門家会合を再開したが、全ての関係者は、欧州の新たな提案が実際に機能しうるものかどうかについて、今後出される報告に十分留意してそれぞれの立場を明らかにすることが極めて重要である。」　さらに同会長は、「全ての海運業界組織は、海上安全と汚染防止の改善を…体となって追求している一方、タンカー業．界にとって四十億ドルもの影響がある適切な営業計画決定をする上で必要な法的安定を要求する勢力にも加わっている。」と付け加えた。　会合では、MARPOL条約に適合している外国籍シングル・ハル・タンカーを、国連海洋法条約に違反して、強嗣的に自国の排他的経済水域（EEZ）外に退去させたフランス・スペイン両政府の行動についても議論した。「これは最も有害な動きである」とウェストファルーラーセン会長は述べ、「同様に悩ましいことは、（両国の行動によって）影響を受ける旗国や海運業界以外の誰からも国際法を無視するこうした最悪の行動に対する抗議がなされないことである。」と続けた。　海事保安　両総会は、2QG4年7月に発効する船舶・港湾施設の国際コード（ISPSコード）をはじめテロの懸念に対応して最近採り入れられた種々の新たな規則を遵守するための海運業界の取り組みについて概観した。　「ISPSコードが1年以内に作成された事実は、各国政府の要求に迅速に応えるIMOの能力を証明している。」とウェストファルーラーセン会長は述べ、以下のように続けた。「しかし、新たな規則を遵守する必要性は、海運業界のみならず新たな義務に適合しなければならない政府にとっても試金石となるものである。特に、来年7月までの14ヶ月間に50，000隻分の船舶保安証書を発行するとなれば、旗国は船舶保安計画の承認に誰が責任を持つかといったことを早急に決定する必要がある。」　ICSとISFの．メンバーは、最近の海事保安の強調は従来から存在する海賊問題の解決を模索する機会でもあり、テロ対策のみに集中して海賊問題を曖昧なものとする口実にすべきではないということを確保するよう関係政府に要求する。4�Mせんきょう∫襯82003　船員の身分証明書に関する1LO条約　ISF総会は、2003年6回転開催されるILO総会一保安問題に対応するための船員の身分証明書に関する条約（第108号）の改正案の採択が見込まれている一における雇用者側としての立場を検討した。　ISFメンバーは、より確実な船員の身分証明書のための新たな要件を支持することを確認した。しかしそれは、現行のILO条約（第108号）に含まれている原則が維持されること、そして新しい身分証明書を持つ船員は一時『ヒ陸や船員の乗下船の為の通過等の際、外国に入国することが簡便化され、入管当局によって引き続き特別な便宜が図られることを条件とする。　「船は各国を急に訪れることがしばしばある」ウェストファルーラーセン会長は言う。「そして一一時上陸は、船員の職業柄必要不可欠なものである。一時上陸が出来ないと、船員はしばしば続けて数ヶ月間も船内に閉じ込められることとなる。しかしながら、米国は自らがILOで開始した議論の結果を受け入れるか否かについて未だ明確な意思表示をしていない。“crew　hst　visas”を廃止するという現在の提案からすると、ILOにおけるこれまでの作業の妥当性に関する疑問は拭えない。」　会合では、米国向け航海の際の船員ビザ申請と、当局の対応に関する問題点についても懸念が示された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上　注　＊1　【CS：Intemational　Chamber　Qf　Shipping（国際海運会議所）　　　　航行安全、海洋環境保全、海事法制、情報システム等に関し、海運業界の利益を代表し、主にMOに対応するとともに、　　　OECD等で議論されている海運政策問題も扱っている。　＊2　1SF：Interna価onal　Shlpping　Federation（国際海運連盟）　　　　海上労働問題全般に関し海運使用者側の利益を代表し、主に歪LOに対応。　＊3　CAS：Condi樋on　Assessment　Scheme　　　　角舗向の状態を評価する制度。強化検査の履行を確実なものとするための条件を課している。一定の年限を超えてタンカ　　　一を使用する場合に課せられる。　＊4　　�o）OL条夏干　　　　国際海洋汚染防止条約。海洋汚染の防止を目的に船舶の構造や汚染防止設備等の技術基準を定めている。2〔責任上限額1，2・・億円1目一　　　　　　　　　　　　　　　　こ、追加基金成立追加基金設立外交会議の模様について一　追加基金設立のための外交会議は、予定通り5月12日から16日までロンドンのIMO本部において開催された。参加者は、1992年基金条約（92FC＞加盟国を中心に68ヶ国、　EUならびにICS等民間11団体であった。　この追加基金は、1999年のエリカ号事故を背景に、2003年11月から実施される予定の1992年の民事責任条約（92CLC）、92FCの50％引上げでは、将来起こり得る巨大油蝉事故の補償には不十分であるとして、2000年にEUは独自の基金（COPEFund＝Fund　for　Compensation　for　Oil　Pollutionin　European　Waters）の設立構想を打出す一方、IMO／国際油濁補償基金（10PC　Fund≡基金）の場にも問題を持込み、国際的にも検討が開始された。以来会合が重ねられ、追加基金には荷主拠出による任意参加の線で対応しようとの考え方に固まったのは2001年6月の基金の作業部会である。その後、条約案の作成が進み、2002年4月のIMO第84回法律委員会で条文案は承認されたが、責任上限額、発効要件等主要事項は外交会議の審議に委ねられた。　わが国は、当初この追加基金構想に対してはCLC／FCの50％引上げでしばらく様子を見ようとの考え方から追加基金は不要と主張してきたせんきょうノz‘η62003§5睡W5概WsNEWsl寵W5酬蕊醗馨1盤751が、2001年10月の基金第6回総会の折、その設立は避けられないと判断し、Capping制度（多額拠出国の拠出額を一定に抑える制度）の導入を条件に参加意思を表明した（本誌2001年12月号P．6参照）。　今般の外交会議は、外交会議そのものの議長（President　of　the　Conference）にモロッコ代表のMoh�oed　Belmahi大使を、実質的旛議を担当する全体会議の議長（Chaimlan　of　the　Com−mittee　of　the　Whole）にカナダのPopp氏を選出し討議に入った。会議は、高額な限度額を設定したい欧州諸国と、追加基金参加とすればCap−ping制度の導入を条件とする日本の問の意見調整をいかに図るかという構図で検討が進んだ。欧州諸国はエリカ号事故に加え、咋年11月にスペイン沖で発生したプレスティージ号による油濁事故の補償額が高額となるとの予測から（前週の基金理事会においては、スペイン、フランスの被害額は精査が必要としながらも1，000億円程度と見込まれるとの報告があった）、今後起こり得る巨大油濁事故に備えたいとの立場である。また、拠出額については油受取量に比例させるのが公平であるとして、原則的にはC即ping制度の導入には反対であるとしながらも、日本が参加した場合その拠出額が群を抜いて高くなることには配慮を要する、との発言が相次いだ。これは、仮に日本が参加しなければ、．追加基金は欧州の”クラブ”と化し、国際体制維持に問題が生じるとの危惧も働いたのではないかと推測される。　・一方、日本も国際体制維持は標榜しながらも、拠出額は極力抑制したいとの考え方から、当初限度額は改正92FCの約2倍の4億SDR、過渡的措置として20％のCapping制度の導入を提案し、日本／欧州諸国間の折衝が展開された。　議長Popp氏は両サイドから数次にわたりそれそれから意見を聞き妥協案を模索した。その結果、最終日の前日となって、次の数字が議長より提案され、双方がこれを受入れることとなり、ようやく厳しい交渉は実質的に決着を見た。1）補償限度額　　7．5億SDR（約1，200億円）2）　Capping　　　割　合　　　　　　　　　　　20％　　経過期間　発効後10年または加盟国の高尚　取量が10億トンとなったいずれか早い時期3）発効要件　�@　最低加盟国数　　　　　　　　　8ケ国　�A最低油受取量　　　4．5億トン　�B�@、�Aの要件充足後発効までの期聞　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ケ月4）条約発効後に加盟する国の批准書寄託から　発効までの期間　　　　　　　　　　3ヶ月5）補償限度額の改定手続き　　次回変更可能時期までの期間　　最低3年　　限度額上昇限度　　　　　　　年当り6％　　異議通告／周知期間　　　　　　　12ヶ月6）最低油受取みなし量　　　　　　！QQ万1・ン7）基金消滅要件　　加盟国が7ヶ国未満または加盟国の油受取　量が350万トン未満となったいずれか早い時期　また、この追加基金設立に当たって、現行の92CLC／FC体制の見直しについて優先的に作業を進めるべしとの決議が併せて採択された。　このように、予想していたこととはいえ、補償限度額が高額となったことから、今後CLC引上げへの圧力はますます高まるものと懸念される。　なお、国際P＆1グループはこの追加基金との均衡策として小型船限度額の自主的引上げを予てから提案していたが、今回このスキームの下小型タンカー船主は1事故につき2，GOO万SDRまで支払う旨基金と契約するとの一種の国際約束の意6魯せんぎょう∫観62003思を表明した。しかし、この扱いについては特に審議されず、今後の検討を待つこととなった。　なお、わが国からの同会議出席者は次の通りである。　国土交通省海事局審議官　　　　　馬場　耕一　東京大学教授　　　　　　　　　　落合　誠一　在英日本大使館特命全権公使　　　小島　誠二在英日本大使館参事官　　　　　堀家　久靖国土交通省海事局汕濁保障対策官　長谷　知治石油海事協会専務理事　　　　　　常木　　徹石油海事協会常務理事　　　　　　河端　一郎日本海運振興会国際振興業務部長　小倉　重雄日本船主協会関連業務部長　　　　梅本　哲朗　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）　　　　TAJIMA号事件に関するわが国からの提案が正式議題に格上げへ　　　　一IMO第86回法律委員会の模様　IMO第86回法律委員会が2GG3年4月28日から5月2日までの間、ロンドンのIMO本部で開催された。参加者は64力国、その他ICS（国際海運会議所）、国際P＆1グループ、CMI（万国海法会）などオブザーバー22団体が参加した。わが国からの出席者は、国土交通省をはじめ外務省、法務省、当協会事務局等が参加した。　今会合では、TへIIMA号事件に関連して、わが国より提案した「船舶における犯罪から船員および乗客を守る手段の検討」をはじめ、2004年から20G5年の間で採択のための外交会議が予定されている「海難残骸物除去に関する条約案（DraftConvenUon　on　Wreck　Removal）」および「シージャック防止条約（1晦eSuppresslon　of　Unlaw佃Acts　Against　the　Safety　ofMaritime　Navigadon＝SUA　ConvenUon）」の改正等に関しての審議が行われた。その審議概要は次の通りである。1．船舶における犯罪から船員および乗客を守　る手段について　わが国は、前回の第85回法律委員会（2002年10月開催）において、T舟IMA号事件に関連して、船上において犯罪が発生した場合にできるだけ速やかに、船長が近隣の沿岸国に被疑者を引き渡すことができる儲度を創設する必要があると提案したところ、制度のあり方等については改めて決めることとして、IMO事務局およびCMI（万国海法会）共同で各国の国内法に関する情報収集のためアンケートを送付することとされた（本誌2002年12月号P．10参照）。　今回の会合においては、わが国より、CMIが行っている各国に対するアンケートに対しての回答がわが国をはじめとした少数に留まっていることもあり、同アンケートの回答を促すとともに、東京条約（航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約）を参考とした法的枠組みおよび強制力のない関係国間の協力に関する決議の二つの選択肢を含む提案を行い、このような事件への何らかの対策が必要である旨の提案を行ったところ、各国の賛同を得ることとなったため、同事項を今後正式議題に格上げのうえ検討して行くこととされた。また、次回会合においてCMIが行っている調査結果を検討するため各国に対して同アンケートに協力するよう要請された。2．海難残骸物の除去に関する条約案について．海難残骸物の除去に関する条約案は、船主による海難残骸物除去の義務化、船主等関係者にせんきょう∫繊62003��7朧W5瞭WsN鑑WsN罷W5一眠W5酬蕊難餐よる海難残骸物除去費用の支払いを確保するため船主に保険等の維持を義務付けることおよび沿岸国による撤去制度の確立等を主目的とするもので、第84回法律委員会（2002年4月開催）以降実質的な議論が行われている（本誌2002年5月号P．2参照）。　今会合においては、前回の議論を踏まえコレスポンデンスグループによって修正された条約案や、前回会合での要請を受けて沿岸国が排他的経済水域（EEZ）内へ介入する権利について国連の担当事務局と協議した結果等を中心に、活発な議論が行われた。更に、別途ワーキンググループが設置され、法律委員会と並行して論点の審議が行われた。しかしながら、本委員会およびワーキングループにおいても、結論を出すまでにはいたらず、引続きコレスポンデンスグループにおいて同条同案を検討し、次回会合においてさらに検討されることとされた。主な論点は以下のとおりである。�@海難残骸物の撤去について　　国連海洋法との関連性において、EEZに存　在する海難残骸物の除去に関して、沿岸国が　航行安全や海洋保全のために同残骸物を除去　する権利があるかどうかについては、IMO　事務局が国連担当事務局と協議の上でIMO　が条約上等の審議および作成を行う権限とし　て認められるとの説明があり、これに対して　多くの国々から支持があった。しかしながら、　国連海洋法に従ったEEZの設置を宣言してい　ない国に対する本条約の適用について、また、　本条日案の非締約国を旗国とする船舶が海難　残骸物となっている場合への適用について問　題点が指摘された。�A金銭的保証（F董nancial　Secuh｛y）について　　金銭的保証に関しては、国際P＆1グループ　から、油島民事責任条約（CLC）タイプの締約　国が発行する証明書に代わり、国際P＆1グループに所属するPIクラブが発行するPI証書を船上に備え付ける方式への修正提案がなされ　たが、PIクラブが発行する証明書等について　は基準となる様式が存在しないことおよび「payto　be　paid」（PI保険約款に記載されている原　則で、被保険者は、保険金を請求する前に、　自ら被害者などに賠償金を支払うことが必要　であるという意味。これを理由にPエクラブは　被害者からの直接請求を拒否している）の原　則から、船主が倒産、逃亡した際に保険者が　　．一．　対応しない可能性があるとの理由から各国か　ら反対意見が表明された。しかしながら、被　害者は原則国になると考えられることから、　本件についても結論が出ず引続き検討するこ　ととされた。�Bテロ行為について　　免責事由の一つであるテロ行為の定義等の　表現について結論が出ず、引続き検討するこ　ととされた。3．シージャック防止条約（SUA条約）の改正　について　IMOは、昨年4月に開催した第84回法律委員会において、2001年9月に発生した米国同時多発テロを受けて、海上航行における国際テロリズムの防止の観点から1988年に制定された旧記条約の見直しを行うこととし、米国を中心としたコレスポンデスグループにおいて検討することとされた。　今会合においては、人を死亡させる目的で爆発物や有害化学物質等を運送することを新たな犯罪行為として規定すること、公海において要求国が被疑船舶に対して臨検を認めること等について関連する条文を中心に議論が行われた。しかしながら、国連海洋法条約等他の国際条約8�Dせんきょう∫蹴ε2003との整合性や各国刑法との関連性、臨検における手続き等について結論を出すまでにいたらず引続きコレスポンデスグループにおいて検討し、次回会合においてさらに検討することとされた。�@爆発物や有害物質の定義について　　今回の提案では、人を死亡させまたは深刻　な影響を及ぼすために、爆発物、生物媒体、　毒素、有害化学物質および放射能物質等を運　送することを新たな犯罪として規定されてい　る。しかしながら、同規定案は化学兵器の開　発、生産、保持および使用を禁じるための条　糸勺（the　ConvenUon　on偽e　Proh丑）逝on　of　the　DevelopmenもProduction，　Stockp董ling　and　Use　of　Chemical　Weapons　and　on　their　Destruc−　tion）等各種国際条約や各国との刑法と関連す　ることからこれら条約や刑法との調整が必要　であり引続き検討することとされた。�A臨検について　　本改訂案には、要求国の法執行機関が、公　海において危険物質を運んでいる等の疑いに　相当な根拠がある船舶を発見した場合、同執　行機関は旗国に国籍確認を依頼し臨検するこ　とができることとしている。さらに、旗国か　ら4時間以内に回答がない場合自動的に臨検　を認めることとしている。しかしながら、国　連海洋法で定めされている公海における臨検　規定との相反しないかどうか、4時間が適切　な時問かどうか、また臨検が適切に行われる　かどうか等について結論が出ず引続き検討す　ることとされた。�B経済的損失について　　国連海洋法において、臨検．を受けた船舶は　嫌疑に根拠がないことが証明され嫌疑を正当　とするいかなる行為も行っていない場合には、　被った経済的損失に対する補償を受けること　ができるとしているが、本改訂案には、臨検による不稼動に対する経済的損失に対する補償が規定されていないため、引続き検討することとされた。4．避難水域　前回の会合において、IMO事務局とCMI（万国海法会）が責任と補償そして避難水域への適用を扱った各国国内法の調査を行うこととしていたが、各国からの回答が少数に留まっていることから次回会合において検討が行えるよう各国に対して回答を行うことが求められた。また、航行安全小委員会（NAV）が作成した「援助を求めている船舶のための避難水域に関するガイドライン」および「Maritime　Assistance　Serviceに関するガイドライン」について法的側面から検討され、これらのガイドラインは、避難水域への入域の承認または拒否の決定により生じた損害に対する責任および補償の問題を規定するものではない旨注意点を記載することとしたほか、責任および補償の問題に関して、既存の条約が遭難して非難水域を求めている船舶をカバーしているかどうかについては、CMIの調査結果を待って次回会合において検討することとされた。　なお、わが国からの参加者は次のとおりである、　在英日本大使館　　　　参事官　堀家　久靖　在英日本大使館　　　　　一等書記官（法律担当）清野　憲一　国土交通省海事局外航課　　　　　　　　　国際第一係長　谷川　仁彦　外務省条約局国際協定課　　　　　　　　　　　課長補佐　中村　和彦　外務省総合外交政策局　国際テロ対策協力室首席事務官　別所　健一　法務省刑事直付　　検事保坂和人　海上保安庁警備救難部警備課　　　　　　　　不審船舶対策官　秋本　茂雄せんきょう∫襯ε2003�Q9閥EWS閥EWS鷹WS躍W5醗餐馨轡蓬・1蔭　日本海難防止協会ロンドン研究室　　　　　　　　　　　　室　長　山地哲也東京海上火災保険株式会社　　コマーシャル損害部専門部長　井口　俊明日本船主．協会関連業務部　課長　小畑　　靖　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）内外情報　2002年11月のプレスティージ号事故を受けて、EU加盟国（15力国）はMARPOL条約（国際海洋汚染防止条約）附属書1の改正提案を国際海事機関（IMO）に提出した。　EU提案の骨子は次のとおりである。（提案概要は資料1ご参照）【EU提案骨子】�@シングルハルタンカーのフェーズアウトの　前倒し�A600DWT以上のシングルハルタンカーによ　る重質汕輸送を禁止する規制の導入�B　CAS（Condition　Assessment　Scheme）の拡　大適用　このEU提案については、本年7月14日〜18日に開催されるIMO第49回海洋環境保護委員会（MEPC49）で審議される。他方、　EUは、　IMOへの提案と同内容のシングルハルタンカー規制をEU域内で本年7月／日より地域的に実施する手続を併行して進めており、MEPC49での審議に大きな影響を及ぼすことが予想される。　これらのEUの動きは、環境保護の名の’．ドに、プレスティージ号事故の原因も解明されないなかで進められている。地域規制の導入は、わが国のタンカー市場をはじめとする経済面、あるいはサブスタンダード船が他の地域に流れ環境面にも影響を及ぼす可能性があることから、IMOにおける審議を通じた世界的な規制の方がより現実的である。但し、現条約がわずか2年前に改正されたばかりであること、また、EU提案には、造船、解撤、タンカー市況のみならず世界における原油・重油の安定輸送にも大きな影響を与える可能性があることから、当協会としてはタンカー部会を中心に対応し、より合理的な方策の確立に向けて国土交通省をはじめとする関係方面に働きかけを行っている。　本誌では、これまでのEUを含めた各方面の動き、当協会の基本スタンスについて紹介する。1．シングルハルタンカー規制に係る各方面の　動きについて　プレスティージ号事故に係る2003年のEU等の動きは以下のとおりである。（2002年中の動きについては、本誌2003年1月号P．21ご参照）3月4日　欧州委員会（EC）とIMOが会談EC運輸・エネルギー担当委員デパラシオ女史とIMO事務局長オニール氏が会談。　デパラシオ女史より、EUとしての意思決定後、シングルハルタンカーに係る規制強　化をIMOに提案する旨表明。　IMOからは、　EUから提案文書が出された場合は早急に　検討する旨返答。3月19、20日　欧州議会が公聴会を実施　デパラシオ女史、米国船級協会（ABS）、ロ10§せんきょう∫観ε2003ンドンP＆1クラブ、La　Coruna港湾局長、国際船級協会（IACS）、欧州船主協会（ECSA）、国際独立タンカー船主協会（INTAR−TANKO）等が参加した。国際海運会議所（ICS）、　IMO、プレスティージの船長および船主は不参加。ICSが得た情報による　と意見交換は時間的制約のため表面的な　ものに終わり、事故原因やプレスティー　ジに対するスペインの対応等は明らかに　ならなかった模様。3月27日　EU運輸閣僚理事会ECのシングルハルタンカーへの規制案を　承認。本提案については7月ユ日の実施　に向けたEU内での手続を進めるほか、IMO　MEPCへの提案を平行して進めるこ　ととなった。4月10日　EU15隣国よりIMOに提案文書を　　　　　提出EUの提案に対しIMOはエリカ号事故の　規制見直しを検討するために発足した専　門家による非公式グループを再発足し、　本年7月のMEPCでの審議に向けて、5　月末までにEU提案の世界の石油輸送、造　船所、解撤ヤード等への影響調査を実施。　（EU提案の概要は資料1ご参照）4月25〜27日　先進国（G8）環境大臣会合　IMOにてシングルハルタンカー規制の強　化を検討する必要がある旨合意された。5月11〜14日　ICS年次通常総会　　　　　　　（於：淡路島）　EU提案の裏には政治的な推進力があるこ　とを認識しつつも、ICSメンバーは、つい　最近の2001年に採択されたIMOのシング　ルハルタンカーのフェーズアウト規則を　さらに修正すべきであるとするEUの決定　に重大な懸念を表明した。6月1〜3日　G8首脳エビアンサミット　プレスティージ事故によりタンカーの安全と汚染防止の更なる改善が要すること　が証明されたとし、フェーズアウト、重　質汕輸送に係る方策を検討作業に関し　IMOの努力を評価するとともに、　IMO　内部で指導的役割を果たしていくことが　合意された。　今後のIMOのスケジュールに関しては、改正案の結論がまとまれば、本年12月に臨時MEPC（Extra　MEPC）が開催され、条約改正が採択される予定である。なお、MARPOL附属書改正は、最短でその16ヶ月後の2005年4月目発効することとなる。2．当協会の対応について　EUの提案に対して当協会は、4月24日にタンカー部会・タンカー業務幹事会合同会議を開催し、EU地域規制への断固たる反対とIMOにおけるサブスタンダード船排除のための合理的な方策の必要性を柱とする対応方針を取りまとめた（資料2ご参照）。また、EU提案がわが国の商船隊に与える経済的影響について把握した上で適切な対応を行うため、当協会会員会社が保有するシングルハルタンカーへの影響について緊急調査を実施した。　・一方、わが国政府は、EUによる地域規制に反対を表明するとともに、IMOに提出されたEU提案は環境保全対策の推進と認識しているが、海運、造船、解撤業界、および世界的な原・重油の安定輸送に悪影響を与えぬ方策が確立されるよう、IMOに対して6月初めまでにわが国の意見を提出することとしている。当協会は、わが国海運業界の意見が反映されるよう国土交通省に対し鋭意働きかけを行っているところである、また、当協会は、MEPC49に向けて、今後せんぎょうノ襯22003愚11閥匿W5陛WsN匠W5＼．眠WS藍W護羅轡藩ドマヨヒえ　ハ　　じロビやl」ゴ騨ざ・鱗「“　．1　　Lヒ　　留　　畠、軒ICSはじめとする国際関係団体および各国船協、とりわけアジア船主フォーラムを通じたアジア船主との更なる連携強化を図っていく予定である。　　　　　　　　　　　　　（企画調整部）【資料1】　　　　　　シングルハルタンカー規制に係るIMO第49回MEPCへのEU提案について1．シングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒し�@カテゴリー11最終期限2007年⇒2005年�Aカテゴリー2：最終期限2015年⇒2010年※�Bカテゴリー31最終期限2015年⇒201G年※　　※カテゴリー2と3について、ダブルサイド、ダブルボトムの強化構造を持つ船については2010　　　年以降でも、期限が2015年目たは船齢25年いずれか早い方まで延長，【フェーズアウト表】二重線および下線はEUによる修正案。（）はEU案の最高船齢。　　　　　　　　　　　　フ＝［一ズアウト日は引渡し日（Anniversary　date）カ　テ　ゴ　　リ　ーカテゴリー］　2万DWT以上の原油、重油、重ディーゼル油を運搬する油タンカー及びそれ以外の3万DWT以上の　油タンカー（Pre．MARPOL船）カテゴリー2　2万DWT以上の原油、重油、重ディーゼル油を運　搬する油タンカー及びそれ以外の3万DWT以上の　油タンカー（MARPOL船）カテゴリー3　5，000DWT以上でカテゴリー1、2に含まれないタ　ンカーフェーズアウト年堺3年　1980年以前引渡しの船舶1981年引渡しの船舶→2003年（23年）→2004年（23年）1982年以降引渡しの船舶一・2CO5年（23年〜）潤3年　1975年以前引渡しの船舶鱒5年　1976年引渡しの船舶煕1977年引渡しの船舶1978年、1979年引渡しの船舶1980年、1981年引渡しの船舶1982年引渡しの船舶］983年引渡しの船舶1984年以降引渡しの船舶→20D3年（28年）→2004年（28年）→2005年（28年）→2006年（28年、27年）→2007年（27年、26年）→2008年（26年）→2009年（26年）→2010年（26年〜）※カテゴリー］（MARPOL条約附属書1第13G（4）規則の適用があるものに相当）　　2万DWT以上の原油、重油、重ディーゼ1レ油を運搬する油タンカー及びそれ以外の3万DWT以上の油タンカーで、　MAR−　　POL条約が発効した時の現存のもの。※カテゴリー2（MARPOL条約附属書1第13G〔5）規則の二藍があるものに梧当）　：2万こ口T以上の原油、重油、重ディーゼル油を運搬する油タンカー及びそれ以外の3万DWT以上の油タンカーで、　MAR−　　POL条約で分離バラストタンクが油流出防止のために配置されているもの。※カテゴリー3（MARPOL条約でダブル八ル化が要求されていないもの）　；5，000DWT以上でカテゴリー1．2に含まれないタンカー。※船齢は未満。「28年」は船翻年に到達するまで使謁可能。2．シングルハルタンカーによる重質油輸送を禁止する規定の導入。（新提案）　600DWT以上のシングルハル油タンカーによる重質油輸送を禁止。600−5000DWTの小型船については2GO8年のannlversary　dateからとする移行期問を設定。また、専ら港で使用するオイルタンカーには適用しないこととする。【重質油（heavy　grades　of　oi1＞の定義】（a）Crude　Oil−15℃で900�s／nfより高い濃度を宥するもの。　（b）Fue10i1−15℃で900kg／�uより高い濃度、または50℃で18伽�u／sより高い動粘度を有するもの。　（c）ビチューメン、タール、およびそれらの乳状液（emulsion）。3．CAS（Condition　Assessment　Scheme）の拡大適用（現行）　カテゴリー1のシングルハルタンカーについては2GG5年の引渡し日を超えて運航する場合、12��せんきょうμπθ2003　　　　カテゴリー2については2010年の引渡し日を超える場合、必要な事前検査としてCASの実施　　　が義務付けられている。（EU案）2005年以降、全てのカテゴリー2と3に属する船令15年以上のシングルハルタンカーに適　　　用する。4．その他の提案�@　ダブルハルタンカーを対象としたCASの策定。�A重質油を輸送する600−5000DWTの油タンカーの強制ダブルハル基準の策定。�B老齢タンカーの構造上のweaknessを早期に発見するための方策の確立。シングルハル、ダブル　　ハルを対象。【資料2】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月24日　　　　　　　　　　　　　シングルハルタンカーの規制強化について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）日本船主協会1．EUにおけるフェーズアウトの前倒しと地域規制について　フェーズアウトに係る議論はIMOにおいて世界的に行われてきたはずであり、その結果に基づいて船主は船舶の建造・整備を行い安全かつ安定的な輸送活動に貢献している。ルールを守り、安全・環境に配慮している船主とサブスタンダード船を運航している船主を同一にみなし一律に排除する考えは容認できない。　特に、フェーズアウト期間の設定には、代替船の建造、シップリサイクル能力、世界の石油輸送需要等について検証が必要で、政治的な動きで早急な結論を出すものではない。その意味で、エリカ号事故後にIMOで真剣に議論を行い導き出された結果が簡単に覆されてはならない。　EUの地域規制に係る動きは世界の海運の混乱を招くほか、各関係者の努力を無駄にするものである。　タンカーによる海洋汚染事故を防止するための方策は、地域規制によらず世界的な基準の下に策定される必要がある。地域規制は、船舶の活動を制限し、結果として地域規制を設けていないアジア地域にしわ寄せすることとなり、さらには経済的にも十分通用する船舶を市場から閉め出すことになる。EUでの地域規制に対しては強く反対する。2，EU提案について　タンカーによる海洋汚染事故を防止するためには、シングルハルタンカーの排除ではなく老朽化が著しい等によるサブスタンダード船を排除することが最も重要であり、むしろIMOを中心としてサブスタンダード船を排除するための最も合理的かつ効果的な方法を検討すべきである。　その意味で、EU提案のうちサブスタンダード船を排除する方策としては、以下の理由によりCon−dition　Assessment　Scheme（CAS）の早期実施が有効な手段と考えられる。また、シングルハルタンカーのフェーズアウトの大幅な前倒しがサブスタンダード船の排除につながるか大いに疑問がある。�@ナホトカ号やエリカ号事故のような船体強度上の欠陥により生じる海難事故に対しては、ダブル　ハル化は必ずしも安全性の向上には直結しない。特に、プレステージ号の事故については事故原因　が解明されておらず、技術的な裏付けもないまま単にシングルハル構造であるからといって安全性　を確保できる船舶を排除することは合理的ではない。ダブルハルでも船体強度上の欠陥があれば同せんきょうノ催220a？�H13閥EW鋼匠WsNEW5一．隆WS霞薦藍総　数・　様の事故が発生する可能性がある。�A重要なのはシングルハル、ダブルハルの割り切りではなく船体強度の低下を招く老朽化（腐食、　疲労）を如何に把握するか、またそのための基準をどのように考えるかである。その意味において　CASの早期実施等船舶検査の強化が必要な方策と考えられる。�Bさらに、船主は現有シングルハルタンカーについてはフェーズアウト規則等の現行ルールを前提　に運航・メンテナンスを行っている。EU提案にあるようなシングルハルタンカーのフェーズアウト　前倒しは安全に使用できる船舶を無理やり解撤に追いやり船主経済に不必要なインパクトを与える　ほか地球資源の浪費にもなる。�CEUの資料は世界の解撤能力が一切考慮されていない。特にカテゴリー2について、2010年時点で　フェーズアウトする船腹量が7，215万DWTとあるが、世界の解撤量が通常ベースでも2000年、2001　年、2002年でそれ．それ2，289／2，550／2，621万DWTであったことを考慮するとこれの上積みが不可　避で、2010年までのフェーズアウトが案現可能か大いに疑問である。�DEUの提案では1984年以前に建造された船舶については船齢26〜28年の使用を認めているが、エリ　カ号が船齢24年、プレステージ号が26年であったことを考慮すると、建造年によるフェーズアウト　よりも船齢による制限の方が合理的である。　シングルハルタンカーによる重質油輸送の禁止については、以下の理由によりIMOにて十分に議論を行うべきである。政治的な判断を基に、懲罰的な意味でいたずらにエネルギー資源の安定輸送を制限する規制を導入すべきではない。老朽化したサブスタンダード船はともかくシングルハルタンカー全体の重質油輸送を一律に禁止する技術的な根拠がない。�@EU提案では、“重質油”の定義の根拠が明確ではない。特に’重質油”に比重900kg／�u以上の重　質“原油”が含まれているが、わが国が輸入している原油の中にはAPi比重25，7以下も相当含まれ　ており中にはAPI16．4もあることから原油についてはそれぞれの国の経済事情を勘案すべきである。　また、OCIMFによれば、油処理剤への反応を考慮すると重質“燃料油”に相当する重質原油の比重　はAPI17．5以下継9．7�s／直以上に相当）にすべきとの意見である。�A5000DWT以下のタンカーの97％がシングルハルタンカーであることを考慮すると、2008年までの　移行期間内に重質油輸送のダブルハル化は不可能である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．　欧州委員会が、外航船八間協定に対するEU独禁法の適用除外を定める欧州理事会規則4056／86の見直し作業を開始し、2003年3月27日、関係者に対する21項目の質問を含むConsulta廿onPaperを発表した。（詳細は本誌2003年5月号P．8参照）　Consult調on　Paperの質問は、欧州発着主要航　　　　禁法適用除外制度維持を求める一路の輸送量や同盟シェアの現状等同盟／船社ベースの回答を想定した項目を多く含むことから、当協会は、個別質問への直土にかえて、現行制度維持に向けた原則的立場を表明するコメントを作成し、6月2日、欧州委員会に提出した【資料参照】。　6月2日現在、船主側ではICSが既にコメン14愚せんきょうノ研θ2003−トを提出しているほか、ECSA＊1およびELAA＊2もコメントを提出することとしている。　今後は、これらコメントを踏まえて数ヵ月後に欧州委員会からDiscussion　Paperが発行され、除外制度改廃の要否が検討される。当協会は、今後も制度維持の立場からわが国政府ならびにICS、　ECSA、　ELAAなどの関連団体と連携して対応していくこととしている。　（国際企画室）＊l　ECSA（European　Community　Shipowners’　Associahons：欧州船協）　：EUおよびノルウェーの16ヶ国の船主協会によ　　り構成される団体。本部をブラッセルに置き、　欧州委員会に対し欧州船主の意見反映を図っ　ている。＊2　ELAA（European　L血er　Affairs　Associat三〇n）　：本問題をはじめ、欧州発着航路に係わる諸問　題を検討するため、関係主要定期船社が績成　　した野田団体。邦船社では川崎汽船、日本郵　船、商船三井の3祉が加入。【資料】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年6月2日、欧州委員会に提出　　　　　　　欧州理事会規則4056／86の見直しに関する日本船主協会コメント　ローマ条約（EEC設立条約）81・82条の海運分野への適用を定める欧州理事会規則4056／86の見直しに関するConsultaUon　Paper（2003年3月27日発表）に関し、日本船主協会は以下コメントを提出する。当協会は日本国籍を有する103の海運会社を会員とする全国的な海運事業者団体である。1）当協会は、当協会が所属する国際海運会議所（ICS）が提出したコメントを全面的に支持するとと　もに、当協会会員のわが国定期船会社3社が加盟するEuropean　Liner葱fairs　Association（ELAA）の　詳細コメントを全面的に支持する。よって当．協会は、Consul痴on　Paperで提起された各質問への回　答に代え、外航船社間協定に対する現行の独禁法適用除外制度（以下、「除外制度」）に関する原則　的な立場を表明することとしたい。2）除外制度に関する当協会の基本スタンスは概要以下の通りである。　　現在の効果的・革新的な定期船事業とそのインフラは、除外制度の下で確立されており、同盟川社は、除外制度により、信頼性ある定期船サービスを提供する上での大幅なコスト削減と、サービ　ス品質と効率性の改善を行うことができている。このため除外制度は、海運業のみならず、高品質　な定期船サービスを享受する荷主を含む貿易業界全体にとっても有益である。除外制度の廃止は、　船串間の破滅的競争を引き起こし、堪航市場の寡占状態を招来するだろう。そうなれば、サービス　の選択肢減少や効率性と品質の低下等、貿易業界全体にとってマイナスの結果をもたらすことにな　る。従って、当協会はEUに対し、運賃とサービスに影響する諸問題の他、欧州発着の国際トレード　の安定化、世界の経済動向、コンテナ海運市場の需給状況など幅広い問題につき、船社が共同で対　応ずる能力を低下させるいかなる処置も講じないことを強く求めるものである。3＞定期船海運に関する現行のEU法鰯は極めてうまく機能している。欧州発着の定期船トレードにお　いて、船社は効率的かつ効果的にその責務を果たしており、1990年代後半の広範な見直し作業の結　果として除外制度が維持されている日米等の主要貿易相手国との法階上の衝突もなく、市場は高い　競争状態にある。4）当協会は、除外制度の下、県社が合法的な船社間協定を締結する特権を与えられていることを認　識し、荷主業界および政府から十分な理解を得るため、定期船同盟／協定を運営する上で最大限の　透明性を確保することが重要と考える。この点において、日本では船社間協定と日本荷主協会との　問の協議メカニズムが十分に確立されていることに欧州委員会の注意を喚起したい。この長年に亘　る民間自己規制制度は極めて有効に機能しており、除外制度の下での荷主・船社双方の利益の適切　なバランス実現に貢献している。せんきょう∫膿g2003面15NEWsNEW5謎匠WS　EW5匿WS霞轡蕊灘［藩5）従って当協会は、EU発着トレード全般と、とりわけ日／EUトレードにおいて、船三間協定の活動に関する更なる政府規制を導入することが必要とは全く考えておらず、理事会規則4056／86によ　って構築されているEUの現行法制の維持をここに求めるところである。もちろん当．協会は、この重要な問題に関し、欧州委員会と意見交換するあらゆる機会を心から歓迎するものである。　　　　EUタンカー規制提案の適正かつ真摯な検討を求める　　　　一日本／ノルウェー海運円卓会合の模様　当協会とノルウェー船主協会は2003年5月26日、東京で海運円卓会合を開催した。同会合は、ノルウェー首相訪日団に同国船協会長をはじめとする海運関係者が随行してくることに併せノルウェー船協より開催提案があり行われたもので、”クオリティー・シッビングの推進に向けて（Japanese−Norwegian　efforts　to　promote　qualityshipping）”をテーマに、国際規制と地域規制、船舶の検査用通路、環境問題、船舶の品質と旗国の行動に関する透明性の問題などについて意見交換を行い、共同声明（資料1）を採択した。【資料1】　　　　　　　　　「日本一ノルウェー＝特にプレスティージ事故を受けEUが打ち出したシングルハルタンカー規制案については、両国船主協会は地域規制に反対することで一致するとともに、新たな規則が実用的・合理的な国際規則となるよう、IMO加盟国に対しEU提案を適正かつ真摯に検討することを求めた。　なお、同会合には当．協会から松永副会長や太田常任理事他が、ノルウェー船協からはアンデルセン会長他が出席したほか、来賓としてガーブリエルセン産業貿易大臣（海事関係を管掌）が冒頭列席した。（資料2）　　（国際企画室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　クオリティ・シッビングの推進に向けて」　日本船主協会（ISA）とノルウェー船主協会（NSA）は、2003年5月26日、ノルウェー首相の日本公式訪問に併せ、海運円卓会合を共同で開催した。　すでに強い結びつきを持つ両国海運界の関係をより強固なものとするため開催された円卓会合では、国際規制と地域規制、船舶の状態と旗国の行動に関する透明性、環境、船舶の検査通路などの諸問題に特別の関心が払われた一これらの問題は、現在各種多国間海運フォーラムですべて重要議題となっているものである。　日本海運界は世界第2位の、そしてノルウェー海運界は世界第3位の商船隊を支配している。両協会は、海運先進国として、外航海運業界が国際的に合意された規則によって規制されていくことに強い共通利害関係を持っている。双方は、増大する単独行動主義や地域主義がIMOの役割を脅かすものであることを強調した。両協会は、新たな国際規則が実用的で合理的なものとなるよう、IMO加盟国に対し、タンカーの安全性に関するEU提案を適正かつ真摯に検討することを求めるものであり、両協会は、そのためあらゆる努力を払っていくことに合意した。　両協会の重要な目標は、クオリティ・シッビング（良質な海運）の推進であり、クオリティ　（良質であること）を競争上の優越性とすることである。IMOによる国際規則とその適正な実施は、この目標を達成するために不可欠な要素である，現在IMOで検討されている旗国のためのモデル監査スキームは、正しい方向に向けた重要な一歩となるだろう。　また会合では、環境にやさしい船舶の設計に関連し、相互の協力と技術革新の問題についても議論16�Mぜんきよう∫ππθ2003した。本会合には、来賓としてアンスガール・ガーブリエルセンノルウェー産業貿易大臣が列席した。【資料2】日本／ノルウェー海運円卓会合出席者〔日　本〕松永　宏之太田　健夫吉田　克衛羽田　行所関　　政志福島　義章増田　　恵植村　保雄園田　裕一日目船主協会副会長／新日本石油タンカー取締役社長日本船主協会常任理事／飯野海運取締役社長川崎汽船常務取締役日本船主協会工務委員会委員／商船三井執行役員商船三井執行役員日本船主協会理事長▲日本／ノルウェー海運円卓会合の模様日本船主協会常務理事・海務部長日本船主協会常務理事・企画調整部長日本船主協会国際企画室長〔ノルウェー〕アンスガール・ガーブリエルセンMr　Ansgar　Gabrielsen　産業貿易大臣／Minister　of　Trade　and　lndusUyタリエ・アンデルセンMr艶雨e　J　K　Andersen　ノルウェー船協会長／Farstad　Shipping，　CEOトゥール・ヨルゲン・グットルムセンMr　Thor　Joergen　Gu賃。�osen　I£琶Hoegh＆Co　A鎮Presldentアンデシュ・ボーマンMr　Anders　Boman　Wallenius　Wilhelmsen　Lines，　President　Aslaトール・ブリッツェンMr　Tor　Fr巽zen　WaHenius　Wilhelmsen　Lines　Asia，　Vice　P聡sident，　OperaUonsバトリック・オニールMr　Patrick　O’Neill　Bergesen　Tokyoストーレ・セルメルーオルセンMr　Staale　Selmer−Olsen　Det　Norske　Veritas，　Research　Program　Directorソルヴァール・クロックMr　Solvar　N．Klokk　Senior　Advisor　Sustainable　Energy，　Enova　SFオーレ・クリスティアン・バールヴァールMr　Ole　Kris塩n　Baervahrノルウェー船協理事／NSA　D玉rectorぜんきょうノ耀22003�M17朧WS閥罷W5閥EWs　l…＼i匠WS盤糀鞘蕊響総　　　　　　海賊事件増加傾向に一2003年第一四半期［MB海賊レポートから一　国際商業会議所（lnternaUo皿al　Chamber　of　Commerce＝ICC）の下部組織である国際海事局（In−temぬonal　Ma而me　Bureau詳IMB）の海賊情報センター（クアラルンプール）は、2003年1月から3月に同センターに連絡のあった海賊事件の報告書を発行した。　それによると、2003年第一四半期の報告件数は103件で、前年同期の87件を大きく上回っており、主にインドネシアやバングラディシュにおいて増加している。シンガポールの新聞報道では、4月28日から5月5日の1週間には年間平均の3倍に上る21件の海賊事件が発生し、IMBは、インドネシア当局に対しマラッカ海峡をはじめとする3つの海域で海賊事件が多発しているとの警告を出したと報じている。当協会へも、3月から5月にかけて5件の海賊事件が報告されており、幸いにして人命、物品等への被害はなかったが、2002年の1年間に当協会へ報告された件数（9件）と比較すると増加傾向がうかがえる。（海務部）【事務局より】　このまま増加していくのか、一時的な傾向かは今のところ判断できまぜんが、関係会社におかれては、引き続き、各船における海賊防止対策の徹底とともに、事件に巻き込まれた際の関係先への通報の励行をお願いします。また、海賊事件は、マラッカ海峡などわが国経済を支える重要なシーレーンにおいて多発しており、当協会としても、わが国政府へ有効な海賊対策の実施を引き続き働きかけていきたいと考えています。　　過去12年間の第1四半期および　　　　年間の海賊発生件数の推移　500　45σ．．〔］第1四半期　　　園年間　400．　35σ．．　300．．件数250．．　200．．　150．．　、GG．　50．．20032002200、2σOO1999199819971996199519941993斗992199、20Q3年第1四半期海賊事件国別発生件数その他40．8％’驚藩　　．篤．紅海／アデン湾　5．8％　　　　ナイジェリア　　　　　　　　8．7％インドネシア　27．2％インド8，7％バングラデシュ　8，7％ユ8岱せんぎょうノπ｝z22003藝一r一譲1銭．，驕コ［ナー旭タンカーの環境保全への対応旭タンカー株式会社環境安全船舶部海務監督1．はじめに　当社では現在「第3の創業期」に当たり諸々の第6次3ヶ年計画を菊間社長のもと”経営の安定’“経営基盤の強化”を目標として、全社員の合意を基に実行に移しつつあります。これらは当社の創業以来の経営理念に基づいており、経営方針は幾度かの改定を経て、現在次の様になっています。　われわれの職場は明るくて働きがいがあり、我社の関係先がつきあってよかったと思われる企業でなければならない。　行動指針　1．入を育て会社の資質を高める。　2，日本一の安全運航体制を作り、事故を絶　　滅する。　3．禍を転じて福となし、転んでもただでは　　起きない。2．環境マネージメント活動　環境問題の知識と意識は過去数十年で劇的に変革しました。　エネルギーの主力が石炭から石油にシフトした1965年（石油がエネルギー使用の一位となり、以降2001年で1965年の2．4倍で使用量は35．1億トン、以下石油換算で石炭はユ．5倍の22．1億トン、天然ガスは4倍の22，4億トンと2001年天然ガスも石炭使用量を追い抜いた。）からユ980年代にかけ　　　　　　聾．て天然資源の枯渇が問題にされ、1980年代の大規模事故の多発、特に1976年3月スリーマイル島事故、1986年4月チェルノブイリ原子力発電所事故、1989年3月原油タンカー油流出汚染事故等から、生物種の減少、オゾン層の破壊、酸性雨、地球温暖化、原子力に対する危機意識から、人類の出す廃棄物一切についてまで幅広く捉えられ問題意識の高まりには著しいものがあります。　人類は、エネルギーに関わる問題に的確な答えを出さない限り、22世紀に生き残れないかも知れないといわれ、水素を用いる燃料電池開発のような新技術が「気候を撹乱する二酸化炭素がほとんど排出されない世界にあって．，クリーンで豊富なエネルギーの供給をもたらすと期待できる。」と結論づけられ、企業はバランスのとれたビジネスの取り込みなくしては、生き残れない時代となって来ました。　すなわち、利害関係者を通じて産業に圧力がかかり、全てのニーズにバランスよく対応する企業のみが存在を許される。環境上の要求事項はすべての出資者、顧客、従業員、社会が取り上げる。　2003年2月15日から実施された土壌汚染対策法では、汚染された土地の代金は、銀行からゼロに査定される時代である。　当社は、時代の要求を創業以来、いち早く取＠�B§＄���O�Q�L�����K�K�R�Q��魯��δ�Q�J�Do�J��曲。��（豊���M嬢＠曾�D馨����Q愚�M��繋せんざようみ4”62003翻19＄�R��母�M露�S�R鐙�H��母憩�O鐙�R曾���R�援K魯���R�M���J�M�L��◎＄�B���M¢���H��K�Noり入れ続けて来ています。　当社は、2000年5月23日、日本海運界で初めてISOI4001を日本海事協会（NK）で取得しました。【資料1参照】　創業以来の環境保全に間する当社の活動は次の通りです。　1911（明治44）年　創業、立石商店　1951（昭和26）年　：第2の創業、旭タンカー�梶@　　　　　　　　設立　1952年　　　　　安全衛生委員会発足　1970（昭和45）年社内報発行（環境に関する　　　　　　　　　事項も含まれ、翌年から旭　　　　　　　　　ニュースとして、別に環境　　　　　　　　　安全専門に発行）　1988年3月　外航あけぼの丸（ダブルハル船）　　　　　　　就航1990年1991年3月1992年10月1993年10月1994年3月1994年5月新造船に非錫系（Tin−Free）塗料使用開始事故・故障等（緊急時）の対応要領作成外航あかつき丸就航無事故1000日スタート重大事故対応マニュアル作成安全憲章の制定　　1．衝突しない　　2．桟橋にぶつけない　　3．バルブを閉める　　4．必ずガス検知をする　　5．怪我をしない、させない1995年4月　事故判定基準決定　　1．安全憲章違反かどうか　　2．運航に支障を来たしたかどうか　　3．ヒューマンエラーがあったかどうか　　4．荷主に迷惑をかけたかどうか　　安全スローガン決定　　　「自分の船は自分で守ろう、自分達の　　　ために」1995年5月　旭外航　船舶管理会社　ソーラ　　　　　　ーシッピングISM取得1995年9月1997年11月1997年12月1998年3月1998年6月1998年7月1998年12月2000年3月2000年4月2000年5月2001年3月1日2001年3月27日2002年7月2002年8月2GO3年4月（日本海外法人第1号〉旭進丸就航ECDIS（電子海図装置）Mゼロ等高性能設備を備えた近代化船、以降内航タンカー新造船に展開を図っている。外航部門、ISM取得（NK）内航部門、船舶安全指針制定行動指針が経営方針となった。3S　（整理・整頓・清掃）　活動開始。営業部門、内・外航・安全・経理、陸上ISO9002取得（NKKK）内航タンカー会社第1号外航あさしお丸、近代化ダブルハル船、就航ソーラーシッビングISO9002取得（NK）外航船舶管理ISO9002取得（NIO内航ISM取得（NK）内航船舶管理Isogoo2取得（NK）内航ISO／4001取得（NK）　　第3の創業、立石会長、菊間社長体制となる。　　外航ISO14001取得（NK）内航ダブルハル船　旭蓬丸就航外航ISO9001取得（NK）外航AKEBONO（ダブルハル船）就航内航ISO9002更新（NK）�援R魯劔�R�S欝興魯母�Q爵＄�R醗魯�L翻���H面�S�R＠�猿ﾝ憩趨麟�L����蝕�M�R憩��醤融曾（き�J20§せんきょうノ�gηθ2003◎懸Oo難�Jミ》藁絵○（｛1♪〔，Oo�d　2003年5月　内航ISO14001更新2006年5月ま　　　　　　で有効（NK）300ぐ）1う○韓（：ひ9（）（）⇔（｝（）（き◎（ひ○○◎��go昌）ooo潜その他改善を重ねながら継続実施している事。1．船上安全ミーティング（2000年5月安全　衛生委員会を環境安全衛生委員会と改組）　月1回実施2．KYr危険予知訓練　　月ユ回実施。1．と共に当直者以外全員　で討議し、決定事項を掲示するとともに、　会社あて記録送付。3．安全キャンペーン　　濃霧時期（5月15日一7月15日）2ヶ月　間。年末年始Q2月1日一1月3ユ日）2ケ　月問。　　会社から集中訪議して乗組員と安全関係【資料1−u｛難：蹴＿社二1　　所筏池：東京面一代日区内宰町1丁目2番2号　　通用規格　＝【SO　14001＝1996、　」【SQ　1400111995　　あ　ゆ　　ロドぶおのおめヨむ1　陣1〕　　　上記事粟所の琿壌マ率ジメントシステムは．本会の規則に基づいて丑録のため　　　野州謂笹野誰鴛離．ム。。。職，．　　　たことを証明する。1　醐・湘・5・・月・2日ミ。臨。。、2。，月，、臥。。、．。．て。。、た。　　i．馨◎○踏G，1驚ハ○藍二、ゆ鎚ぐ　○漁OG述｝龍（ぞ露》∴：　（事故事例と安全指針の内容について）話合う。内容は、毎年訪船票を作成して実施　している。4．船上教育・訓練　船長が乗組員に対して、防火・救命・安全設備に対する訂CW条約やSOLAS条約に基づく、船員の習熟訓練。基本安全訓練お　よび教育のための最小限の要件、安全設備　の配．置、使用法の習熟が中心で、ISMでも規　定され、労安則などにも決まっている内容。　具体的には、シンボルマークの説明、非常の場合の各自の取るべき行動内容、非常　呼集場所の配置、脱出経路、保護具や安全設備の着脱などの使用法などの習熟訓練お　よび教育訓練の実施とその評価を含めた記　録を残しています。　　【資料1−2】　　　　　　　　　　　OF　　　　ENWKON嘔NT舳�oAG�oNTS路�o田O「ST貼TION　l一…・一　差　N皿eofCm四＝齪HT囎C。・・m）・　，　A仙鰯　＝搬ぬo皿eU蜘w舳。・鋤曲．恥k・。・　塁　、四�q　、。。、卿、、E9，δ，。、Q、、D。、，L99、　　き　　　質nSBTOCER皿FY冗斑伽E皿v匪疋。ロロen監aiN皿臼玉om叩しS脚or　｛　監錨序盤糠四周畿罵識膿濃　｝己　　。。23May2000．　1盤�l鍵濫織齢懸盤鶴野　l　l　b，血s�梶@　　　　　　　　　　ii　謬　團・・恥・，…23血，年…　　　　　　　　き　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し叛）⇔紅．｝（．零○り○・1》◎○◎c：｝◎Q醍二）ゆ〔Ω鵠嬢○��せんきょうノππθ2003�R21岱翻��魯＄翻＠翻�R翻曹�Q萄。畠���Dξ》�����M�M◎�D���M《）��の���S蓼���R雀）◎���堰粋ｹ§�S3．環境安全管理制度の特長　「安全・環境保護方針の確立」　安全運航と環境保全という社会的責任を果たしていく当社の決意を「環境方針」として当時過去11年間の事例を分析した上で改めて明文化しました。【1999年12月8日初版　資料2参照】「各種マニュアルの整備」　国際条約や法規制の遵守はもとより、民間の海事団体の定める規約や指針等にも十分に配慮した上で、当社が永年培ってきた安全運航および環境保全に関するマニュアル類、会社規定などを統合し、「環境安全管理マニュアル」「手順書」および「環境記録」を策定、実施、改善を継続しています。改版は既に8回を数え、内容の変更は文言まで含めると数え切れません、「環境安全管理マニュアル」　運航管理業務に関する船陸の組織とその業務およびそれぞれの組織の責任と権限を明確に文書化したものです。　更に「環境マネージメントプログラム」を本船主体に全員から環境側面の提出を受けて構築し、過去3年間継続的改善を図っています。「環境安全管理組織について」　本船と陸上組織が円滑に行われるように、制度の運用（運航業務に関わる業務の実行、維持および監視、検証）の責任者を明確にすると共に、本船との連絡／管理系統を一元化しました。「緊急対応」　関係者全員に携帯電話を常時携帯させ、休日・夜間（24時間〉の緊急連絡ルートを確保し、即応可能な体制として、維持、実行しています。【資料2】環境方針旭タンカー株式会社の内航船船舶薗理郡門は、船舶の運航において環境の冤巽性を紐識し、関係する滴・陸従業員念員夢語のもとにISQ14001　〔1SS6｝に碁づ（琉墳マネジメントシステムを構漿し、次の環頃方叶に基づき環境保金活動の撹避ならびに椎蹄向上に努める．1、船紬の安全運航に関わる環境県金行勤のうち、次の項目を環頃保全の鱗重要テーマとし．　環瞳目標を定めて実施する．　【11海洋汚染を予勝・防止する　〔2P大銀汚染を予防・防止する　｛3）廉棄拘汚染を予防・防止及び低践する　〔4｝エネルギーの低蕨を図る　〔5〕船員の健康・衛生管理壱充罪させ，船舶g）安全運航を達成すると共に船内環境影　　響の促海を図る2．環壌に閲廉する法律・規則及び組臣力咽窟するその他の薯求事項を澄守する．3．環境保全体割の維詩・改勘を廻綬的に展聞する．4．船舶の蜜全運航において、環境目引灰び塚堤目標を異体的に置定し．毎年一回思境目標　の遣成択況をFF価し．見直しを行なう．5．環境方趾は開係者坐員に周短するとともに、必要な教育訓練を謎続的に行なう．6．環境方腎を公闘し．社会への覆境保全活動に貢献す壱．1999年】2月δ目制定二二蓑＿圭必　　　　　　立石　価義4，安全運航と環境保全の大きな成果　2000年5月23日　ISO14001取目時社長であった立石現会長の言葉。「この証書を今後にどう生鱒�Q憩翻曾趨罎愚働融醗�R�����J��◎�O��oの（肇。鈴融��曝静＄�I頓融＠��ゆΦ勲�J�J¢��oかすかが問題であり、新造船に生かす事はもとより、継続的改善を続けて不可能に挑戦を続けて行く。」を検証してみよう，　1）海洋汚染を予防・防止する。　　・無事故運動一1993年10月1日より現在　　　まで足掛け10年間海洋汚染・火災発生事　　　故ゼロ。　　・旭蓬丸　3，55ユG／T、4，999DバV　2001年3　　　月27日就航　　　ダブルハル船であり、万一・の場合でも海　　　洋汚染事故を未然に防止。内航船では現　　　在公式発表されている唯一の船。黒増築　　　としての内航ダブルハル船は画期的。　　※　外航社船は1988年3月就航のあけぼの　　　丸以降、あかつき丸、あさしお丸、AKE一22働せんきょう」観。2003瓦棒�D曾�M軽）�M鈴���Q�J��D�L�S������Q�M���C�Q��尋�M�M����＄萄�S�L働����重爆窃�����M　BONOはダブルハル船。2＞大気汚染を予防・防止する。　・オゾン層の破壊対策　ハロン対策　　日本　1993年末　製造禁　　止（消火）　　フロン対策一日遅　1995年末　製造禁　　止（冷凍庫）　　全船過去3ヶ年間使用量ゼロ　・NOx低減技術採用船。　　旭田丸　850G／T、1，892D／W　2000年12月　　　　　　8日　就航　　旭蓬丸　3，551G／T、4，999D／W　2001年3　　　　　　月27日　就航　　旭竜丸　3，551G／T、4，999D／W　2001年10　　　　　　月19日　就航　　外航あさしお丸28，480G／T、46，986　　　　　　D／W　エ998年6月19日　就航　　　　　AKEBONO　28，099G／T　46，001　　　　　　D／W　2002年8月　就航　。焼却炉によるダイオキシン対策船　　旭蓬丸　　旭竜丸3）廃棄物汚染を予防・防止する　　廃棄物の分別回収・処理出来ないものは　陸揚げ一陸揚量は目標の9G％　　焼却量は減少してきている（約80％〉　　船用品等の梱包材のリターン、リサイク　ルが3年目で徹底して来た。4）エネルギーの低減を図る　　燃料油の使用量は稼働率が予定より上昇　した為、目標値より増大したが実際には減　速運転等で消費率は減少している。　コピー用紙・消耗品使用は80％に減少した。5）船員の健康　　船員の健康と燃料消費が競合する場合、入災防止に主力を置いた。（例：経済速力で揚地に到着して休むか、最低速力で現地揚荷時間に到着して直ちに働くか、の場合、休む事を優先した。）　これら全て、社員が自分達の問題として、継続的改善を図ってきていますが、システムと要員が、計画（Plan）運用（Do）検証（Check）見直し（Action）を通じて、経営資源（人、物、金、情報）、個人の責任、全て計画通り運用する事で一致していなければ目標の達成は実現できません。　当社では「神頼み」や出資者、顧客、従業員、社会に「反応する」だけでなく、利害関係者に対して先手を打つ「先手一行動」型に」．ヒまる事なく「革新的」に状況に挑戦して、組織全体として結果の改善に、重大な、劇的なステップを可能とする新しい道筋を、全員が常に探しており、改善を始め、価値を付加する手段として環境マネージメント規格の要求事項を活用しています、　その結果として、前述の如く内航部門は大きな成果を上げてきていますが、外航部門も同様に、支配下船約20隻は、全壊社の検船に合格しています。また、外航和船2隻（あさしお丸、あかつき丸）は毎年、海上保安庁、港湾局などから表彰される等、ISO9001を十分に活用しています。　当社は内航グループ所属船（総勢約60隻）への技術支援を実施して、任意ISM取得会社は、2003年4月現在13社19隻（約30％）油社検船当職は46隻（約70％）ですが、自社のISO14001のみならず、グループ船を含めてもまだまだ改善すべき問題点はあると思います。　しかしながら、内・外航ともに環境保全に挑戦を続けていこうとする姿勢は、立石会長、回田�K魯曝§母�Q露趨愚���R���Q��趣��愚＠�Q�B������の（蝕����������綿慰轡曾愚面鱒鱒愚弾せんきょうノ雌62003�R23�M��o（シ。の偉��ゆ。脇ξ凄oo◎ミニシe“ミ）◎o◎○○嬢Q§◎oご§（事瀞轡軽鐙§鈴。藍｝¢�J§【ご参考】　　　　r船舶の安全運航と環境保全に関する　　　　　　　　　　理念と方針』L，品質及び安全・震撹保護方針　　　　　　　　　1旭タンカー抹式会社は、船舶の安全運腕臣び環配保霞を確俣するために．当社の国際銃湊に咲事するオイルタンカーの管堤案陥を行うにあたり．衡主又は用田のニーズに対し，億頼性の篇いサービスが罷供で書ることこそ理念に，陞上激醐上馬菓員が一丸となり．鰐壌事項を遵守し、彙鋳を勅果的且つ確実に迷行す石こととして，本力断を策定した．旭タ≧カー株式会社　「品質及び安全・環境保霞方爾　　人と船と貨物の安全を守り、　　地球環境を保腰するために当社は　臼自分の船は自分で守ろう自分淫のために”　　をスローガンに，全力で取り粗みます．この方針を遼氏するために、当社は・「国賦戸山管理コード」及び山509001＝2ゆ00」の国脈現格灰び画求峯項に田倉した安眠管理システムを甲立し．モの錨掃・八戸藍はかる．私は、安全管理システムの運営に対し金賢任を負い、陸上関係窃暑に従事する管歪ぴに梅上の船長長び票億貝郡品双及び繋全管理システム慨客蛋鄭項産含む〕艮び園漣する国際呉約，旗匡法脅、嵜潤掴泣令簿に遭台した鎚諮を趣行し、かつ鉦年4月に1割亜営方軒書〔組漸部日においては画門方針書，を贋定し．実執ることにより顕芒況鍍を高めることを要諫する，又，11嘔買翼び安全管理システム」の実爲状配勿畠質日標の般足及びレヒューの砕紐3漂累事田への遼告及びQMSの脊功性の継鏡的改魯をr続営者による見直し衰議」で．必要に竃じてシステムの齎的．改曽を図る．この万競は．システムに関係する饅甜激び陸上の園係雪金員の伝淫．醐．実施，経持されることを　L要瞬すろ．ヨリ　　ア　ユうロ翼錨繋繊　　　　菊問　遙　『P皿。・・phy蝕d　p曲ア・el・t血g　t。　th，晒OP，，巳ti。。．　　　　ofVeBse1組d　Proむec粧on　ofen�qnment』Lq皿h呼・S爵巳。己血血。n皿en国P齢nPohη　1旦。国er500一山巳聞血OP購恒�poτ血加ロ己伽pm�q隅。r伽m�且Me■L冊，　A画1�q�q【恥・坦．・ha鴨面�q皿幽d面叩面・咄P蜘いし翻h�r｝yp◎隔1，蝋D，，ゆロロ幡山日旦ロ幽ゆf岡四馳稠簡σ・・h耐。了�p血蜘‘皿凹騨。・τOuUE面呵・皿吐・田皿騨E・‘血聴皿訥亘。回陰旦d。．Wo蜀ﾈ園b�o醜舳叫血�o軸・d幽ぴ駆t鳴・馳。・曲凧岨皿曲伽網�p加出6蜘■m自bp摩血面血昏己q�qgo臨�s組己臼�o�s．QU舳m，　S�o皿己B�oo�oM飢　　．PR�p�p【ONPOU肚OF細丁細RCO一口　W弛吻u　肝L●亀閑P田臨す町曲8hy・鋤eL憎財。“。旦旧”　一驚巴止・皿叫．・UL8血し。睡舳山山・n回歴』蜘F�qm。　昌昌団」騨，鳳Pμ��臨巳山◎2bM閃輌咀t．　In。�qピし・P�o劉・曲叫昭・柵r｛u・・邑b馳叫・出塁」・4顧守皿皿騨皿叫窄伽9血一面止止日血�q隅U。謝血旦血＝己8胆己＝瞬ロ監崩gr．止。”b軸固S山甲M遡巴咄C帽＝π叩1」層圧5090，L二2DDO四血八仙�q呪出�s血胆d』叩�o臨　F肛�qpl四e・血匿舳鱒”h即血t臨σ臆ば山・晦M皿B咽蝋齢bD耶伽面卸喪dP�p自n〔m皿賢叫隅R蝉覇CE“直v��〕恥r止＝■’q職川面S門守M舳�r幅肥奮顕ゆし’3n己面b巳ob陣し自血山e淵P。曲目肌輪四・馳晦日防皿己口・血�g出・s油皿姻�p面皿ω�u伽輔呼皿d蜀。Ψ・　1m皿・。呵・比ゆ画旺守血・伽卿繭・可亀h。Q曲一門s山守血目8，画一s卿。明己価》y騰qu臨髄仁巳ロpby�ow曲6bmb蝋曲�贋w職尋▼ru．8皿、噸■組己。�q口w聯皿b臨�p�q圃血叫P血山砦二曲血・剛�q哺偽・皿・甲�s円働du曲冨犀閂働国π目地m仙｝，皿己毘幽a曲皿�q甲。。・即巨四皿d�p吻剛・ゆ�u山繭伽皿曲臨幽團・枷紬。皿曲皿鴫じ＄颪虚血由皿by幽P�q月刊‘po聖幅肥土一図亀山一切mo凱Pロ魅cyh叩Uot【邑血b旦P而�rbロロU曙こ�qa曲邑軸ig皿幽�qo己亀細田。鴨Ψyo轟【．　卑巴亜恥・Im伽・血“。臨皿即皿目旦じ臨w撫山【．ωh。胃臨’層q凶印蝋蝕呼図隅賢皿。ロしSy國煕”魯血P；。国。ロ園．�A阻直n‘ofq岨貯聯皿d血』血隅。叩r上。f幽�q巳胃渦眠踊皿皿閃D．【巳r山℃鋭巳“阻己山りoo9血u。幽一軸贈口L・紬・・団風戸鵬8昌・r山・8y¶�oi血皿己町駄。脆�q卿日山巳助5＝巳。・．艮5理＝国軍y、◎oμ凶u�p猷ア．　1聡理u已8仙2【口加po恥ri臣叩m叫u延繭繭．皿南【鵬に血訓巳皿叩�s4囮ma血い�qdby，日hp8con�oe己皿己幽5h侃P個一血佃、．醐・　　　　　　　　　　　　　ハユ　しじ　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　Su�ou繊u嘩．、P胆8記e旦し問社長以下全社粧いずれも他社には負けないものがあると自負しています。5．今篠の対応　世界は大変なスピードで変化し続けています。CO　2排出権取引、環境関連税制、環境格付け、社会貢献、�oOL付属書IVの発効に伴う2003年9月27日からの汚水に関する規制の開始、テロに対するCSO（会社保安職員）等の要件が2004年7月玉日よりの発効すること等々。　時代の変化を感じ取り、前向きに社会的責任を果たして行く企業であり続けなければなりません。　2000年5月23日工SO14001取得時の社長であった立石現会長の挨拶のむすび部分を紹介します。　「船舶の安全運航、それは全社が一丸となって果たさねばならない課題です。　私どもは同じ船に乗り合わせた運命共同体として、企業を守り育て次代に引き継がねばならないと考えておりますが、同時に、関係先の皆様から付き合って良かったと思われる企業であり続けたいと念願しております。」　この言葉を社員一人一人が、自分の問題として真剣に受け止め、今後とも地球環境保全に努めていきたいと考えております。憩§融〔き欝◎◎萱）愚◎（i碁。ぐタ（）Qゆ050◎○（．据⊃静eこ凝1聾○○⇔韓3（）・3◎愈沿ミ）硲oO（》24��せんきょうノπ紹2003　　　　　　　　　PR用パンフレット「めざせ！船のエキスパート」の発行について　この度、当協会では、日本人船員（外航船職員）の確保・育成を目的に、船員の仕事を一般の方々に分かり易く紹介したPR用パンフレット「めざせ1船のエキスパート」を発行いたしました。近年、海事技術者として、海上勤務と陸上勤務を交互に行うことが一般的となっている船員の生活を紹介し、平成7年に刊行した「めざせ！海のエキスパート」を全面的に改訂したものです。当協会ホームページ（http：〃wwwjsanetorjp）から見ることもできます。　本パンフレットをご希望の方は、広報室（TEL；03−3264−7181、FAX二〇3−5226−9166、　BMAIL：pub−o丘ice＠lsanet．or．lp）までお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　慰・許　圖，　　　　　　　　5　　、　　　　　　　　　　　　　　転覆　　　　　　　　び圏1　　　　　　　　　一三　　　　　　　　溺　　　　　　　　　　　ク　　　、　　　　陥籠管理墜船員�鰹緕�Rを生国純減で触貝セ謄多しに1馬顔を録R鋸Bに傍_　　　　　り�兜ﾆ哨機職筋の轍飾鵬趾碕渇ε脳レてL1う船を阯．〜、　　　　　　　　　ぴら支唖丁6ため・厨昆セ使っ々イン9一ネット自計¢と爾晒α隔睡システ▲ヴ優わ　　　　れていタすや爆日銀；藁；ll掃引．濤・議ll二1爵肖灘コンサルティング憾．煽髄西、醜路壊騎噛灘灘園内，怯衙同発ではプロペラの鳥距勉串を屡ゆるシ属テムの猛雨、冷a・冷皿雌柳セ生ウレた袈品同好．ぐ朔』9語学別なご舶既時事酬暫障らで惇のききぎユなぼロゴ　ウていますの　　　○せんきょう∫襯g2003轡25〃　　1．1しDnlbn便：りジョン・プレスコット　私の友人でLondon　Metropolitan　Universityのマッコンヴィル教授の主催するセミナーに招かれました。とはいっても講演に招かれたわけではなくセミナーとその晩餐会に招かれたわけです。セミナーはマッコンヴィル教授が編集長を務める海運経済の専門誌「Maritime　Pollcγ＆Management」発刊30周年を記念して行なわれました。この雑誌は季刊誌でやはり英国を中心とする研究発表が多いのですが、編集委員の地域顧問として一・橋大学の名誉教授である地田先生も名前を連らねて居られます。最新号を見ますとノルウェー海運の国際競争力についての考察や荷主の立場からみた港湾の選択など実務に即し、かつアカデミックな風味もある面白い記事が並んでいます。時折日本からの論文も見かけますが、韓国や中国人の論文も多くここでも中国の元気のよさを見せ付けられます。　この記念セミナーはテームズ川のタワーブリッジを臨むタワーホテルで「Intemational　Mari−time　Policy　Conference」と題して開催されました。内容はこの雑誌と同様、海運のみならず海洋環境保護、港湾や船員の教育訓練など幅広く扱ったものでした。日本からは東京商船大学の渡辺先生がコンテナのインターモダル輸送が港湾地域に及ぼす大気汚染（二酸化炭素）の問題を清水港の調査を通じて発表されたもので、具体的な数値が挙げられたところがら参加者の興味を惹き多くの質問がありました。　セミナー自体は出席者が50〜60人程度で割合とこじんまりとしたものですが、特別講師や来賓に有名人が来ておりました。これは英国下院の運輸特別委員会の顧問を長年務め、またごく最近設置された下院の内航問題の作業部会の委員長を務める事になったマッコンヴィル教授の顔の広さのせいでしょう。BIMCOの会長や米国運輸省海事局局長のシューベルト船長、IMOのオニール事務局長、英国下院の運輸特別委員会委員長のダンウッディ女史、そして極めつけは英国の副首相のジョン・プレスコットです。　ジョン・プレスコットは、商船のトン数標準税制を導入した副首相兼運輸大臣として日本の海運界では一部の人に知．られているかも知れませんが、国際的にはあまり知られていないでしょう。しかし英国では有名人で何かと話題の多い政治家です。2001年の総選挙で全国遊説のため会場に向う際に労働党政権に裏切られたと言う農夫から至近距離で卵をぶっけられ．ましたが、振り向きざまにその農夫に右フックを浴びせる事件がありました。この場面はTVで繰り返し放映されましたが、鋭い反射神経とそれは見事な身のこなしでした。この事件で彼の政治生命を危ぶむ声もあったのですか、結果的には正当防衛として認められ、それどころか、この後の各種の世論調査では人気が上昇したというから運の強い入です。　彼が晩餐会に主賓として招かれ相当長いスピ26�Rせんきょうル彫2003盛轟〈ジョン・プレスコット氏一チを行なったのは、彼自身が船員出身でスーパー運輸大臣として英国の海運政策の策定をリードし、トン数標準税制を導入し、また1980年の秋、日本の南方海上で台風の為、沈没した英国のバルク・キャリアー“ダーヴィーシャー”号の調査再開を命じ、この調査結果を基づきバルク・キャリアーの安全対策をIMOに提案するなど労働党政権になってからの海運政策は全て彼の指示の下に行なわれたと言っても過言でなく、それだけ海運とつながりが深いわけであります。さらにジョン・プレスコットとマッコンヴィル教授とはオックスフォード大学の同級生でもありました。　インターネットに乗っているジョン・プレスコットの経歴を見ると、1938年にウェールズに生まれ、義務教育を終えると15才で見習いシェフとして働き始め、その後どのような経過かは知りませんが、商船の給仕として働きます。名門であるキュナードの客船に乗っていた事もあるそうです。船員として8年ほど働き、その後オクッスフオードのラスキン・カレッジで学びます。この時代にマッコンヴィル教授と机を並べたとの事で二人とも船乗り出身ですから特に気が合ったのでしょう。彼はさらにハル大学で政治・経済を学び学位をとり、全国海員組合の職員を経て国会議員となります。　スピーチに先立ち経歴を紹介されると開ロー番、やはり晩餐はサーヴするよりはサーヴされる方が気楽でいいと豪快に軽口を飛ばしました。いかつい顔に丸太棒のような腕、バレル・チェストという言い方がありますが、それそのままのような分厚い胸板で、客としてもサーヴされるよりどこかに座っていてもらった方が気楽です。　彼は労働党の海運政策について述べ、トン数標準税制について語り、この税制の成果により船舶職員の練習生が増えすぎたという一部船主の懸念に対しては、英国海運とロンドンの海事関連産業はそれらを吸収する余力は十二分にあるはずだとかわしました。続いてマッコンヴィル教授との仲にふれカレッジ時代、宿題のエッセーでどちらかかが相手のエッセーを丸写しにし、指導教授に問い詰められたが、船乗り伸間の固い結束を守り最後まで口を割らず何とか二人とも無罪放免となったと笑っていました。　最後にRed　Ensign（英国商船旗）を守る為には労働党政権は何でもすると公約し、大きな拍手を浴びてスピーチを終えました。　ジョン・プレスコットの英語は閉りが少なく聞きやすいのですが、あまりに口調滑らかでまさに立て板に水を流すごとく、あまりの速さに内容を理解しついて行くのは大変です。彼のインタヴューにしろスピーチにしろどんな難しい事柄でも質問でも、言いよどむとか言い直す事は全く無くしかも首尾一貫しそれは見事なものです。やはり一種の才能なのでしょう。　ジョン・プレスコットの伝記はすでに数年前に出版されていますが、彼のスピーチを身近で聞いてあらためて労働党政権での活躍振りをも描いた伝記が出版されたならぜひ読んでみたいと思、いました。　　　　　　（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）ぜんきょうノ郡ηε2003瞭27i　7つの海のこぼれ話…llトしいじ・、レ∴、．1・−馳＼∴．；、，11叢叢藻黙誌塁漆懸盤i叢i無鍵鍵蕪欝欝謙欝欝；鳶　　　　　　三一　羅　　　　灘　　　　ノ　細ｪ事麻N∴、寓曽黙蕊．“、�於黶Bミ烹黙．・いぎ載・ビ隅§　・瞭越、蒸曇蕪阻隔蕪一継鎌四望エンジニアの歳時記　2回目の陸上勤務となり早半年、海上職が染み付いた身には今更ながら陸上での季節の移り変わりの早さに驚かされている。前回の陸上勤務は、地下鉄通勤だったので季節感はあまり感じられなかったのだが、現在は東海道線で通勤を行っており、その途上車窓から見える風景には毎日身を癒されている。秋は大磯丘陵を彩る紅葉、やがて冬となりその丘陵の合間より澄んだ大気を通して、青陵の丹沢山系が冠雪をいただいた姿を現す。　駅までの道すがら、金木犀の匂いを嗅ぐようになるとやがて沿線には梅が咲き始め、続いて木蓮、桜、ツツジと花のオンパレードが始まり、若葉が映える頃には初夏の予感を感じさせられる。　車内を見渡せば、皆がある日を境にまるで申し合わせたようにコートを脱ぎだし、気がつけばコートを着ている人が皆無となり、花粉症対策のマスクを着用している人たちがちらほらと目立ち始める。もっともその風景も電車がオフィスのある横▲東海道線沿線風景新躰石油タンか株式会社加藤健次一等機関士浜につく頃にはすべて新聞の壁となってしまうのだが。　タンカー会社であるので、航路は当然、中近東、アジア方面でしかないのだが、入にその事を話すと当たり苗のように「じゃあ船に乗っている時はいつでも夏なんですね。」と言われる。たしかに、ただでさえ暑い中東航路で一日の大半を機関室で過ごしていると、そんな風に感じれられるのも当たり前だと思うが、しかし機関室にも四季は来るのである。もっとも先に述べた四季のような姿ではないのだけれども。　マラッカ通狭中、機関室に焼畑の焦げ臭い匂いが広がると、春の訪れを感じさせられる。この後、夏までマラッカはじめじめとした多湿の季節となり、下着まで汗でぐっしょりとなってしまう。インド洋に出て激しいうねりや横揺れが始まると夏の訪れを感じ、普段は陽気なクルー達も横揺れによる不眠でとたんに無口になってしまう。ペルシャ湾に入ると初夏は多湿で、機関室に入ってものの1分としないうちに汗が吹き出るが、本格的な夏を迎えると、汗がその場で蒸発してしまう為、少しは働きやすくなるのだが水分補給を怠ると大事になってしまう。やがて緯度の高い所より順次涼しくなっていくと秋の訪れを感じ、クルー達の動きも次第に活発化してくる。帰路マップカを　　　　　　　　　　　　　　し　け抜けて、南シナ海を北上する時、時化出すと冬の訪れを感じ、甲板上の作業は内地入港圭日ぐらい前まで一切出来なくなってしまう。　このように乏しい季節感ではあるが、機関室にも確実に四季は到来すのである。しかしながら入港後、機関室よりデッキ上に上がってきて見る内地の四季の風景はやはり感慨ひとしおである事は言うまでもない。今回、陸上勤務でこの四季全てを楽しむことのできる機会が出来たことを大切にしたいと思う。▲OMAN、　FAHAL港、夏の夕暮れ灘擁珊▲原油タンカーのデッキ上ミ、営．新じ嫉ミ嫡民墜津臥爵尊鮭蓑．．駄弧欝トジ藪襲．鑓・獣船会社の仲間たち臨．第�DN今回、登場して頂くのは　　　　　太平洋汽船（株）総務部総務課　　　　　総務課長蓮見一郎さん（50歳）です。回1，所属部署の業務は主にどのようなものなのでしょうか？3　御社の自1慢といえば？　会社設立以来、荷主の皆様の負託に応えるべく低廉で安定しヨ　当社および子会社の役員会議に関する業務および陸上社員に係る人事・給与、社会保険等の福利厚生、出張旅費等総務関係事務一般を担当しています。　　　むのしと様定こ尺取たのでき主廉て荷低し　、く供来べ提以るを雑えス設応ビ社に一会託サ　負た「ζ＿＝＝＝＝）4，今後チャレンジしてみたい仕事について教えて下さい。『〜　社員の皆さんがその能力を十二分に発揮できる組織づくり、「この会社に入って良かった」と言える制度面を含めた職場環境づくりに知恵を絞ってみたい。2　これまでの会社生活の中で一番の思い出といえば…？　昭和61年から平成4年までの約6年間北海道で当社関係会社が所有していた温泉ホテルでフロント業務からお膠様のバス送迎まで様々な接客業務を経験したこと。』太平洋汽船�鰍ﾌ事業概要　昭和31年、長期に安定した堅実な経営を基本方針とした専用船経営会社として設立、以来、昭和電工、日本冶金工業、東北電力、太平洋セメント等の荷主各社との提携の下、ボーキサイト、ニッケル鉱石、石炭、セメント等の原材料の長期安定輸送に従事している。3Q趣せんきょう／麗e2003CON’『ACT　US�E事務局紹介国際企画室TEL：03−264−7180　FAX：03−3262−4757　E−MAIL：int＠lsanet，o「．lp業務内容について　国際企画室は、政策委員会の事務局（企画調整部と共管）として、主に国際幹事会に係わる事項を扱っています。当室主管業務のうち、最近本誌に掲載された記事は以下の通りです。　・外航船社間協定に対する独占禁止法適用除外制度（本誌2003年5月号P．8および本号P，14）　・アジア船主フォーラム（ASF）総会に係わる事項（本誌2002年6月号P．7）、　ASFシッビング・　　エコノミックス・レビュー委員会の事務局（本誌2003年4月号P．6など）　・テロ防止のためのコンテナ保安対策（本誌2002年12月号P．29）　・WTO海運自由化交渉への対応（本誌2002年3月号P．16）　・OECDにおける海運問題（本誌2003年2月号P．2）　・二国間の海運問題（日本／ノルウェー海運円卓会合本号P．16）国際企画室トピック　2003年5月11日〜14日、兵庫県淡路島において、ics／ISF年次総会を当協会がホスト。当室が全般窓口となって対応しました。（P．2海運ニュース国際会議レポート参照）《国際企画室：ス汐ツフ紹介》写真左より山上　寛之（書　記）　独禁法適用除外問題、欧州関連事項、OECD　関連事項などを担当。笠原　永子（主　任）　ASFを含むアジア関連事項、庶務全般を担当。園田　裕一（室　長）　2003年1月より、OECDの民間諮問機関であ　るBIACの海運委員会（MTC）副委員長も務　める。石川　　尚（課　長）　事務総括。主にWTO、アメリカ関連事項を担　当。伊藤　正幸（課長代理）　課長補佐全般。2003年4月、欧州±也区事務局　（ロンドン）より帰任。せんぎょうノ微82003＄312003年8国土交通省は、国内港湾のセキュリティー日強化策などについて検討する港湾保安対策　検討会（座長：村田進大臣官房技術参事官）　の初会合を開催し、検討会の目的等を了承　した。g交通政策審議会（会長：奥田碩日本経団連日会長）の第5回海事分科会（同＝千速四日　本鉄鋼連盟会長）が東京で開催され、4月　　1日に発足した海上保安庁交通部の今後の　政策について答申した。12タンカーによる油濁損害に対する補償を行〜っている国際画調補償基金に新たな追加基16金を設立するための外交会議が、ロンドン日で開催され、同基金設立のための議定書が　採択された。　　（P．5海運ニュース参照）111CS／ISF2003年総会が兵庫県淡路島で開催〜された・13（P．2海運ニュース参照）日15海外で日本人が被害者となった犯罪の外国日人被疑者に対し日本刑法を適用するための　刑法の一部改正案が衆議院本会議で可決、　参議院へ送付された。16海運大手3社の2003年3月期決算が出揃っ日た。これによると船舶燃料油の高値推移が　　損益圧迫要因になったものの、経費削減効　　果や下期以降の不定期船・タンカー市況回32轡せんきょう∫量伽ε2θ03　復に加え、定期船のコンテナ荷動き好調も　あり、連結経常利益は従来予想と比べ増額　　した。16第7回シップリサイクル連絡協議会が海運日ビルで開催され、IMO第49回MEPCへのわ　が国の対応を含む国内外での船舶リサイク　ルに係る検討状況や平成15年度で期限切れ　　を迎える解撤助成金等について意見交換を　行った。19国際船舶制度に係る施策の具体化のための日検討・施策立ち上がり後のフォローアップ　　を行うための官労使参加による検討会の第　　2回会合を開催した。26当協会とノルウェー船主協会は、東京で海日乗円卓会議を開催した。　　（P．16海運ニュース参照）26国土交通省は、主要5港（東京、横浜、名日古屋、大阪、神戸）の平成14年10月分の実　　績を発表した。これによると同月の入港船　　は16，276隻〔前年同月比4．5％減）、7，347万　　総トン（同9．0％減）であり、そのうち外航　　は、3，353隻（同3．1％減）、5，517万総トン　　（同11．8％減）、内航は12，923隻（同4．9％減）、　　1，829万総トン（同0．6％増）であった。27国土交通省は、内航船乗組み制度検討会の日内航貨物部会第7回会合（座長1野川賑賑　　京学芸大学教授）を開催し、中田報告をま　　とめた。これによると、船員法関連で船員　　の労働時間について現行の1日8時間・基　　準労働時間は週平均40時間を維持すること　　などが盛り込まれた。281MO第77回海上安全委員会（MSC77）がロ邑・ド・で醍された．百日2g国土交通省、平成15年3月分の造船41工場日の鋼船建造実績を発表した。これによると　　起工は16隻68万6千G／T、竣工は24隻104　　万5千G／Tであった。そのうち国内船の起　　工は3隻1万4千G／T、竣工は4隻1万4　　千G／Tであった。30国土交通省は、第6回造船産業競争戦略会日議を開催し、報告書（案）について検討し　　た。5月の定例理事会の模様（5月21日、日本船主協会役員会議室にて開催）　　　　総務委員会報告事項1．当協会活動に関するアンケート調査につい　て2．ビデオ「日本の海運」・コンクール入賞につ　いて　　　　政策委員会報告事項1．ICS／ISF2003年総会について　（P．2海運ニュース国際会議レポート参照）2．日本／ノルウェー海運会合の開催について　（P．ユ6海運ニュース内外情報参照）3．EUにおける独禁法適用除外制度の見直しに　ついて　（P．14海運ニュース内外情報参照）4．国際船舶制度のその後の動きについて5．第3回海運セミナー（6／12開催）について　　　法務保険委員会報告事項1．IMO第86図法律委員会の模様について　（P．7海運ニュース国際会議レポート参照）2．追加基金設立外交会議の結果について　（P．5海運ニュース国際会議レポート参照）　　　　労務委員会報告事項1．船員の身分証明に関するILO（第108号）条　約の改正について　　　　タンカー部会報告事項1．IMO等におけるシングルハルタンカー規制　問．題について　（P．1Q海運ニュース内外情報参照）2．船舶のアクセス設備について　　　　　　近海内航部会1．近海内航に関連する最近の問題について外航船舶解撤促進特別委員会報告事項1．第3回シップリサイクル検討委員会について2．第7回シップリサイクル連絡協議会について　　環境対策特別委員会報告事項1．第3回「海洋環境シンポジウム」の模様に　ついて（本誌2003年5月号P．10参照）2．第3回「環境セミナー」の開催について　　　　　公布法令（5月）��　港湾法等の一部を改正する法律　　（法律第41号、平成15年5月16日公布、平成ユ5　　年5月16日施行）�K　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律　　施行令の一部を改正する政令　　（政令第223号、平成玉5年5月14日公布、平成　　15年10月ユ日施行）＠　港湾法施行令及び都市再生特別措置法施行　　令の一部を改正する政令　　（政令第226号、平成15年5月16日公布、平成　　15年5月16日施行）�堰@遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の　　一部を改正する省令　　（農林水産省令第48号、平成15年5月12日公　　布、平成15年6月1日施行）�堰@港湾法施行規則の一部を改正する省令　　（国土交通省令第67号、平成15年5月16日公　　布、平成15年5月16日施行）�堰@教育職員免許法施行法施行規則の一部を改　　正する省令　　（文部科学省令第34号、平成15年5月29日公　　布、平成15年6月1日施行）�遠d気事業法の規定に基づく主任技術者の資　　格等に関する省令の一部を改正する省令　　（経済産業省令第67号、平成15年5月30日公　　布、平成15年6月1日施行）�堰@小型船舶安全規則及び船舶安全法施行規則　　の一部を改正する省令　　（国土交通省令第七十二号、平成15年5月30　　日公布、平成15年6月1日施行）　　　　国際会議の予定（7月）玉MO第49回航行安全小委員会（NA▽49）　　6月30日〜7月4日　ロンドンILO海事統合条約第3回政労使三者構成ハイレベルワーキンググループ会合　　6月30日〜7月4日　ジュネーブILO合同海事委員会　　7月5日〜8日　　　ジュネーブIMO第49回海洋環境保護委員会（MEPC49＞　7月14日〜18日　　　　ロンドンぜんきよう∫観g2003§33「海運統計要覧2003年版」の発行のお知らせ　当協会では1970年より毎年、内外の船腹統計を初め、造船、海上荷動き量と市況、港湾、船員、内航海運などの海事関連統計を中心に、主要関連産業や一般経済指標等も含めて幅広く収録した「海運統計要覧」を作成し、海運関係者を初め、一般の方々にもご利用頂いています。　今般、最新のデータを盛り込んだ2003年版（全383ページ）を刊行いたしましたので、ご案内申し上げます。内容は下記の通りです。　なお、本書は1．部1，000円（税込み。送料は別途申し受けます）にて実費頒布致しますので、購入をご希望の方は当協会事務局にお越しいただくか、あるいは以下の事項をファックス等でご連絡いただければ、要覧本誌と銀行振込先を明記した請求書（送料込みの金額）をお送りいたします。海運統計要覧2003日本船主協会（こ連絡願いたい事項）�@部数、�Aご氏名、�Bご送付先、�Cお電話番号、�D請求先名（ご指定あれば）なお、送料は1部の場合、冊子小包郵便物扱いで210円（平成15年4月現在の料金）です。［目　次jI．船　　腹（世界船腹、日本船腹）H，船舶の建造と消失（世界／日本の商船建造量他）皿．海上荷動と海運市況（主要品目別荷動、運賃等指数）1▽，輸送活動（わが国外航商船隊の船腹、輸送活動）V，コンテナ輸送（世界のコンテナ船船腹量、建造・喪失）W，企業財務（外航海運企業の経営概況他）田，海運対策（各国の海運強化策、海運税制他）皿，内航海運（内航船の船種別船腹構成、内航貨物輸送他）IX，港湾関係（わが国港湾の入港船舶量、海上出入貨物量他）X．船員関係（わが国船員数の推移、商船船員教育、福利厚生他）XI．一般経済（鉱工業生産、金利水準、輸出入貿易の地域別動向他）湿．関連産業の動向（鉄鋼、エネルギー、石油、石炭等の生産量、需給動向）付・資料（戦後海運年表、海運日誌（2001〜2002年、距離表）34爵せんきょう∫協¢2003．）贈1「　、x醤　　馳撒　蒙　駅　　L　麟わが国貿易額の推移訟磁（単位　10億円）輸　出輸　入前年比・前年同期比〔殉年　月（FOB）（CIF）入�居o超輸　出輸　入198541，95631，D8510，8704．0▲　　3．8199041，45733，8557，6019．616．8199541，53031，5489，9822．612．3200051，65440，93810，7158．616．1200148，97942，4156，563▲　　5，23．6200256，06645，47110，59314．47．22002年4月4，4023，5678351．7▲　　2．854，1523，5346188．8▲　　5，564，4303，2081，2227．1▲　　5。174，3973，6477508．90．784，0683，4266426．2▲　　2．794，4503，3961，0546．98．8104，6503，75689414．14．0114，6403，74989119．310．3124，5633，77179215．214．22003年1月3β433，7401038．010．324β283β949347．64．534，8073，8419660．79．344，6103，7718394．85．5（注）　財務省貿易統．計による。3．不定期船自由市場の成約状況2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物置場）年　月隅平均最高値最安値1990144．81124．30160．10199594．0680．30104．25199813Q．89114．25／47．001999113．91111．28116．402000107．77102．50114．902001121．53113．85131．692002125．28115．92134．692002年5月126．39123．96128．886123．44119．22125．677118．08115．92120．5681工9．03116．91120．829120．49U7．48123．4410123．88121．88125．3211121．54．119．64122．7212122．17119．37125．202003年1月118．67117．83120．142119．29117．02120．813工18．49116．69120．814119．82118．05120．765112．50115．21119．Q6（単位　千M／T）区分航海用船定期用船ム　　計連続航海シングル（品　目別内　訳）口年次航　　海穀物石炭鉱石スクラップ砂糖肥料その他TripPehod1995172，6424，911167，73148，77552，37157，2611，5261，9415，054803154，80249，0611997195，9962，663193，33346，79267，19266，5511，0693，7247，312693160，46843，2401998186，1971，712184，62141，93869，30164，9948363，8002，4991，280136，97224，7001999141，3211，304150，48130，68656，18457，3092353，2741，709／，082149，73439，5812000146，6432，18292，08926，14746，54967，431／982，1851821，551170，03245，0212001153，8243，063135，91016，78952，32472，1774723，102978914150，15438，4552002　97，92707，9275473，8323，06528372275620，0613，8621013，1911313，178LO653，9267，27840741128018，7244，7961110，190010，1905884，3484，6850444125017，3047，172125，225o5，2254741，8522，579o245255014，7694，7152003　110，807010，8071393，6856，35705765Qo16，3605，28927，9463957，5513791，8825，02533232oo17，0955，03639，901659，8365812，6176，230037731016，3325，59849，8821509，7324602，2916，5142036780020，93910，00758，3591508，2094603，1744，1303040001515，9366，455（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。せんぎょうルη820α2�R352QO150ヨOD50D原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米〕bL可1「，1戸“11‘i七’μ71ペルシャ湾／日本ノノ旨1し声’＼1、’「’1へノ’Lし）r、ノ’！L　1ペルシャ湾／欧米司細〔年レ　　　　19992DD白2DO1200巳細脚1ｯ1L50コ。口3025罰「5105O　　　D穀物〔ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧，ガルフ／日本　rI！＼　　　／ﾋ＼＼　＼　　　ノ「　　　『＼ガルフ／西欧北米西岸／日本1998陶L9992Doc即Gヨ円山�o3」5N44030252015105D（4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次2GO／20022QG3200120022003最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1234567891011121／8．00　80．00X2．50　86．00PD3，00　88．75　　　　　V5．00　57．00S1，50　38．50T5．OD　43．50U3．15　39，00X2，00　57，50W5．00　40．00S工．00　33，50S0．50　36，0050．00　34．75S2，50　37．50R7，00　32，00Q9．50　28．00U2．00　39．50R5．00　29，50T0．00　32．50@　　35．00S5，00　34．00X9．75　40．50P10，00　62．50P37，50　　99．0161．00　102．50P32．50　6．7．50P60．00　105，00P37．50　42．00P09．50　42．00100．50　82．50X2．50　70．ODX0．00　70，00W5，00　70．00U3．50　52．50S0，00　35．00T5．00　42．50T7．50　38．50W2，50　50．00V0．00　37．50R5．OO　32，00SD．00　35，0D40．00　35．00S0．00　36．25S0，00　30．00R1．OD　27．50S8．75　33，00S2，50　31．00R8．75　29．50R2．50　28，00S2．50　28．OOU8．50　42．50V2，50　4．7．50P05．00　80．00120．00　75．00P17．50　65，00P45．00　85，00X7．00　45．00X0，00　50．00（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�A単位はワールドスケールレート。　　　もの。　�Cグラフの値はいずれも最高値。�Bいずれも20万D〆W以上の船舶による戸．5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位：ドル／トン）ガルフ／日本北米西岸／日本ガルフ／西欧月次200220032002200320022003最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　78910111218．85　17，20^8．60　16，8DP9．90　18．40Q2．00　20，00Q2，00　20，90奄�，25　17．95P8．90　17，60　　　一@　23．95Q4．60　24，00Q4．50　24．00Q5，50　24．7527，90　27，25@　27．40@　29，75@　34．00R2，50　32．00　　10．75@　11，00@　　＝@　12．25　　　−P1，90　11，25@　　＝@　　＝@　18．50＝＝一9．15　　8．88X．25　　8，00　　　『P7．00　15．00@　13，07P1，35　1D．75@　　＝@　　＝@　　＝　　　＝@　　＝Q0．25　　18，5（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの。36愚せんきょう∫観昭2003L｝　　石炭〔ハンプトンローズ／日本1・鉄鉱石〔ッバロン／日本・ッバロン／西陶〔讐〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ド鍔伽20h5LO5019971年｝　　　　1998ヨ999200020012002151053503DO250200｝501DOD　　　O運賃指数　　一ｪン7イー．クリーン．〆11旨P1．、111’i「iII　　一ｪン7イー_ーティー司ノ1i．＼、l11　　　　旨m｝　i　　　、i　　’1@　！　1P　　　＼1v」l　　　l戟O、　�dllC．’．1IlI、1’　　’`！fL、　、「「小型1、／　　、！へへ@　宇）｝ノ　、一’中型’VLCO1舶B〔年1　　　　19的ε�o2001200220D日脚350枷2502001駒10050o6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）　（単位ドル／トン）ハンプトンローズ／日本（石炭）ッバロン／日本（鉄鉱石）ッバロン／西欧（鉄鉱石）月次20D220032002200320022003最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1一一一一一6．30　　4．409．40　　7．802一一8．50一5．15　　4．508．80　　6．253一一一一　一4心一一｝5．508．95　　6．755一『一一6．85　　4．6Q9．256一『4．75　　4．607『一4．458一一7．909一『9．25　　8．9010一一6．1511一一8．QO　　6．6012『一7．80（注）�@日本郵船調査グループ資料による。Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれも8万D〆W以上15万D／W未満の船舶によるもの。）7．タンカー運賃指数タ　　ン　　カ　　一　　運　　賃　　指　　数月次200120022003VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・C123456789工01112151．8P17．2W6．7X4．1W1．4U0．7T2．2T0．8V3．7S4．1R9．4217．3Q05．8P58．4P71．3P60．3P32．3P14．2P11．3P10．7X8．4X4．0346．3Q30．5Q38．9Q72．0P90．5P82．8P30．1P48．0P53．6P36．1P28．1277．4R22．9Q94．7Q99．0Q95．7Q42．2Q23．6Q04．3Q10．OP62．8P40．8371．0S00．2R47．8Q64．4Q62．7Q64．1Q13．8Q08．2P87．1P91．6P49．339．9R9．4R6．0R6．4S9．9S0．1S4．6R5．6S1．0V3．3P02．786．9W5．6X1．3P05．4W9．9X6．8W3．3W3．9W3．3P07．9P72．2126．1P15．8P16．6P43．9P59．1P30．2P31．5P09．6P18．1P37．5P75．8165．3P58．8P64．2P94．2Q04．0Q00．8P66．8P58．3P53．3?T4．4P92．5．148．1P49．9P48．5P78．8P77．1P58．0P7L3P78．0P54．9P73．5Q07．798．6P33．3P14．OP28．6V9．816L9P80．9Q24．9Q40．2P50．4165．6P86．8Q75．6Q94．0Q17．7266．3Q67．1Q90．0Q90．0Q00．0231．3Q45．6Q73．4R28．2Q94．3平均77．4143．1196．1240．0260．048．297．8132．5173．2166．2（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発　　　　　　　　　　　　　　　　行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年／1月に合併）�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり　�CVLCC＝15万トン以上　�P中型＝7万〜15万トン　◎小型；3万〜7万トン��H・Dヨハンディ・ダーティ＝3万5000トン未満　�羽・C＝ハンディ・クリーン：全船型。せんぎょうノ諭θ2003魯37姻姻細�o�o細削�o500用船料指数貨物船定期用船料指数P972年以降は1971（19657〜196a6調。）ノー、　■　’@！一、ぱ一　　、一　　　　！@　一戸@　’m’rノA，貨物船航海用船料指数i1965．7〜1966．6＝100｝．b998〔的聖999�o200120022003450　ヨ�to　万�o’伽　　�o350鋤　　枷250脚　　蜘1501DO　　細O　　　　O係胎船腹貨物船@F「、　　、f　　、@　　�d，F’Lf　1！一　匹　　’／一Al　ll　　l「ゾ、、」、@tタンカー起∫　’f�d’、、　」1998〔司19992�o釦01�o22QO3撒D80�o蜘Do208．貨物船用船料指数貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数目月次19981999200020012DO220031998199920002001200220031189．0166．Q190．0193．0195．0216．0277．0231．0222．0264．0227．0330．02186．0170．0191．0198．0199．0216．0254．0229．0231．O267．0232．0344．O3171．0169．0王90．0195．0199．0216．0260．0219．0231．0260．0223．0339．04173．0172．O191．0200．0199．0226．0262．0221．O246．0258．0259．0354．05173．0173．0193．O206．02C17．0235．0262．0238．0252．O262．0229．0366．O6175．0176．0202．0205．0202．0292．0238．0251．0272．0244．07167．0179．O202．0204．0一266．0226．0264．0267．0一8165．0178．0203．O192．02（［1．0210．0233．0267．0253．Q240．09164．0185．0206．0193．0204．0208．0238．0271．O248．0244．010165．0185．0207．0195．0204．0222．0241．0290．O249．0268．011170．0195．0206．0195．Q215．0231．0254．0278．0227．0345．012168．0192．0200．O195．0一232．0237．0267．023LQ一平均172．1178．3198．4197．5168．8245．5233．7255．8254．82Q9．3（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと玉987年11月に合併〉�A航海用船料指数は1965．7〜1966．6召100　　　　197玉置10009，係船船腹量の推移定期用船料指数は200120Q22003月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千Gπ千月目W隻数千GIT千D〆W隻数千G〆T千D〆W隻数千G〆T千DハV隻数千G！T千D／W隻数千G／T千D〆W123456　　7891011／2265　　2，354　　2，775Q59　　2，194　　2，497Q58　　2，174　　2，489Q56　2，127　2，463Q47　2，063　2，379Q43　2，031　2，341Q36　　1，837　　2，173Q48　1，818　2，106Q43　1，745　2，032Q37　　1，682　　1，965Q38　　1，722　　1，996Q43　1，820　2，14741　7841，477R9　　　　739　　1，382S0　　　971　1，883R9　6471，203R8　6451，199R7　6441，196R7　6441，196R5　6191，154R8　8681，667R7　8631，661R8　8641，681S11，0542，083242　　1，754　　王，966Q32　1，714　1，899Q29　1，728　1，887Q38　　1，896　　2，061Q30　1，763　1，946Q21　1，742　1，936Q22　　1，678　　1，874Q23　　1，667　　1，861Q29　　1，727　　1，927Q28　　1，682　　1，937Q25　　1，658　　1，878Q20　　1レ633　　1，84140　　　792　1，528S0　6661，259S0　6881，305S2　6921，310S1　6351，199S2　6371，202S3　8321，657S7　1，475　3，004S71，5503，155S81，5623，173T01，5563，162S7　1，480　3，000241　1，859　1，958Q36　　1，865　　1，911Q37　　1，770　　1，791Q32　　1，687　　1，72043　9051，838S4　7411，488S5　　485　940S4　36王　706（注）　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。38�奄ｹんきょうノ擁g2003．｛’（．’●　●●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　■　●　●　●　●　o●　●　●　●　■●　●　●　●　●　●　●●●　●　●　●●　■●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　・　…海運税制の充実・改善について　　　　　　　　　　　【海運税制キャンペーン】●　●　●　●　●●　●　●　●　●●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　■●　●　●　●　●●　●　●●　●●　●　●　●　●　●　●●　●●　●　●●　●　●　●　●　●　・　●●　●　》．k4）．せんきょうノ伽θ2003��39　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．・編集雑感一　欧州の熱い02−03サッカーシーズンも終焉を迎え、イタリアではネドベド（チェコ）のユベントスが、イングランドではニステルロイ（蘭）のマンUが優勝、スペインではロナウド（伯）のレアルマドリを押さえてニハト（トルコ）のレアルソシエダが首位を走る。　欧州クラブチャンピオンズリーグ（CL）決勝は何とイタリア対決、シェフチェンコ（ウクライナ）のACミランがPK戦の末ユベントスを下し9年振りの優勝、冬のトヨタ杯出場権を獲得しました。　各国地元のデルピエロ（伊）、ベッカム（英）、ラウル（西）等有名選手も健在ですが、日韓W杯後欧州サッカー高揚の立て役者の国籍が前述の様に微妙に変化し、中田や中村もその多国籍化に拍車をかけています。　最後はビッグクラブが勝ちますが、彼らがリーグで敗れるのを見るのは実に痛快です。実は、欧州クラブ選手権Cしの放送を見る限り、コンセプトがややぼやけたW杯より遙かに高い次元の強烈なサッカーが楽しめ、まるで芸術か魔法の様です。一度ご賞味を。　来年は欧州選手権ユーロ2004が開催され、サッカー世界地図が2006W杯に向けて変化して行く様を追いかけるのも粋な楽しみ方かも知れません。　世界は常にサッカーのハイシーズン、選手に休みが少ない分だけファンには楽しみ満載、そんな地　　．戸．道で目の肥えた熱狂的ファンが増えてこそ」リーグも強くなります。　頑張れジーコ日本！いっかは世界に追いつこう1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一中央汽船�梶@総務グループ総務チーム長　斉藤嘉明蝋一一一　　一一ﾒ集委員名簿・・第一中央汽船飯野海運川崎近海汽船川崎汽船日本郵船商船三井三光汽船三洋海運新担海運日本船主協会総務グループ総務チーム長総務・企画グループ法務・保険チームリーダー総務部課長lR・広報グループ情報広報チーム長調査グルーブ調整チーム長広報室広報チーム課長兼旧室課長社長室経営企画課長代理総務部総務課長総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー常務理事総務部長常務理事海務部長常務理事企画調整部長関連業務部長国際企画室長船員対策室長総務部広報室長斉藤嘉明鈴木康昭廣岡　　田谷　　信彦山田　喜之大同英則遠藤秀己荒井正樹森　　　均鈴木　昭洋増田　　恵植村保雄梅本哲朗園田　裕一井上　　晃高橋幸一郎一・沚?ﾌお知らせ（主な予定）一・日本船主協会第56回通常総会の模様lMO二刀回海上安全委員会（MSC）の模様　　　　　　　　　　　　　　　　他編集後記　夏至の頃だが、日差しの少ない蒸し暑い梅雨です。しかも電力不足に対応した節電のため、いつもの年より汗の多い夏になるでしょう。風鈴・団扇・水菓子など身の回りに置き、少しでも涼しく、効率よく誌面作りができるようささやかな体灘鶴‡論。。。せ、。。問。○について解説を書いてほしい等、ご意見ご要望等ありましたら是非お寄せ下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　（ま）せんきょう6月号　No．515（Vo［．44　No．3）発　行．平成15年6月20日創　刊、．昭和35年8月10日発行所．社団法人　E］本船主協会〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビ1レ〕TEL．（03）3264−7181（総務部広報室）編集・発行人．．．高橋幸一郎製　作．．．株式会社タイヨーグラフィック定　価　407円（消費税を含む。会員については会費に含めて　　　　購読料を徴収している）40�Sぜんきょうノ伽ε2003

